
埼
玉
医
科
大
学
大
学
院

令
和
八
年
（
二
〇
二
六
年
）
度

大
　
学
　
院
　
案
　
内
　
看
護
学
研
究
科
看
護
学
専
攻
（
修
士
課
程
）

大　学　院　案　内
令和８年（2026年）度

看護学研究科看護学専攻
（修士課程）

埼玉医科大学大学院





目　　　　次

１ 校　歌　……………………………………………………………………… 　1

２ 序　文　……………………………………………………………………… 　3

３ 埼玉医科大学の教育方針　………………………………………………… 　5

４ 埼玉医科大学大学院看護学研究科の概要　……………………………… 　11

５ 埼玉医科大学大学院学則等　……………………………………………… 　17

６ 履修に関する事項　………………………………………………………… 　29

看護学研究科履修要領　………………………………………………… 　30

埼玉医科大学学位規則　………………………………………………… 　32

大学院修士課程の長期履修生制度　…………………………………… 　40

埼玉医科大学大学院科目等履修生受託規則　………………………… 　46

７ 授業科目・教員一覧　……………………………………………………… 　49

８ シラバス（第 14 条特例含む）　… ……………………………………… 　53

共通科目　………………………………………………………………… 　63

専門科目　……………………………………………………………… 　105

９ 学生生活に関する規定　………………………………………………… 　357

埼玉医科大学保健医療学部危機管理マニュアル（抄）　… ……… 　374

図書館利用案内　……………………………………………………… 　393

諸手続き　……………………………………………………………… 　397

諸規則等　……………………………………………………………… 　400





ɹɹՎߍ





ʵ���ʵ





ংɹɹจ





ᗎ 文

ᮏ学の大学㝔は、᫛࿴ 53（1978）ᖺに㛤設ࡉれた་学研究⛉༤ኈ課⛬にጞまります。ࡇの᫬の目

的は、「学⾡の理ㄽ及びᛂ用を教授研究し、その῝ዟをࢃࡁめて文化の進ᒎにᐤ୚するࡇと」とࡉれ、

「ᑓᨷศ㔝について、་学研究者として自❧して研究活動を行うに必要な㧗ᗘの研究⬟ຊ及びその

ᇶ♏となる㇏࠿な学㆑を㣴う」ࡇとを目ᶆとしてࡁました。 

୍᪉、ࢃがᅜの大学㝔については、様ࠎな課題がᣦ᦬ࡉれてࡁました。ࡇれにᑐして、୰ኸ教育ᑂ

㆟఍࠿ら、大学㝔の実㉁化ならびにࢢロ㸫バル化を᥎進するࡇとを目的に「᪂᫬௦の大学㝔教育㸫ᅜ

㝿的に㨩ຊある大学㝔教育の構⠏にྥけて㸫」（ᖹᡂ17ᖺ9᭶5日）、⥆いて「ࢢロ㸫バル化社఍の

大学㝔教育㹼ୡ⏺のከ様なศ㔝で大学㝔修஢者が活㌍するために㹼」（ᖹᡂ23ᖺ1᭶31日）という

㸰つの⟅申が示ࡉれました。その後、ࡇれらの⟅申の進ᤖ≧ἣを㋃まえて、「ᮍ᮶を≌引する大学㝔

教育ᨵ㠉「社఍と༠ാした「▱のプロࢼࣙࢩࢵ࢙ࣇル」の育ᡂ」（ᖹᡂ27ᖺ9᭶15日）、ࡉらに「2040

ᖺを見ᤣえた大学㝔教育のあるࡁ࡭ጼ」（ᖹᡂ31ᖺ1᭶22日）がබ⾲ࡉれました。各大学では、ࡇ

れらを参考に大学㝔ᨵ㠉を進めております。 

ᮏ学においては、1)大学㝔⤌⧊とᣦᑟ教ဨの体ไᩚ備、2) 㑅ᢥ必修コ㸫ス(実用実験་学特別ㅮ

⩏、᭱᪂་学特別ㅮ⩏)による体⣔的なプロ࣒ࣛࢢの⤌み❧て、3) ᑓ㛛་㣴ᡂを目ᶆとするがࢇプ

ロࢼࣙࢩ࢙ࣇル㣴ᡂプࣛンへの参⏬、4) 社఍ேおよび外ᅜே㑅ᢤᯟの設⨨、5) 学఩ᑂᰝの適正化

および㏱明ᛶの☜保、6) ⛅入学ไᗘのᑟ入、7) ༞後臨床研修と大学㝔ᒚ修がྠ᫬にྍ⬟な臨床研

修プロ࣒ࣛࢢ（研究࣐インࢻ育ᡂ自⏤㑅ᢥプロ࣒ࣛࢢ）のᑟ入、8）ᣦᑟ教ဨ㈨᱁の見┤し、等ࠎの

ᨵ㠉を実行してまいりました。 

また、ᮏ学ではᖹᡂ18 ᖺ(2006)4 ᭶に保೺་療学㒊が㛤設ࡉれ、ᖹᡂ22 ᖺ（2010 ᖺ）に保೺་

療学㒊࠿らึめての༞業生がㄌ生するのにあࡏࢃて、大学㝔修ኈ課⛬が設⨨ࡉれました。その目ᣦす

とࢁࡇは、「ᗈいど㔝に❧って⢭῝な学㆑を授け、ᑓᨷศ㔝における研究⬟ຊ又はࡇれに加えて㧗ᗘ

のᑓ㛛ᛶがồめられる職業をᢸうための༟越した⬟ຊをᇵうࡇと」であり、「ᘓ学の理ᛕ」にᇶ࡙い

てᥥ࠿れた「ᇸ⋢་⛉大学の期ᚅする་療ேീ」にࢃࡉࡩしいேᮦを育ᡂし、社఍に㏦り出すࡇとを

通ࡌて、ୡの୰の保೺、་療、⚟♴のྥ上にᐤ୚する、というᮏ学の目ᶆをල体化したものです。 

ᮏ学の་学研究⛉ならびに┳護学研究⛉の修ኈ課⛬は、ࡇれまで㡰ㄪに発ᒎしてࡁました。௒後

も、研究にᑓᛕでࡁる⎔ቃᩚ備、⤒῭的支᥼、研究ᣦᑟおよび支᥼体ไのᙉ化などにྲྀり⤌み、㉁の

㧗い大学㝔教育にົめていࡁたいと考えます。大学における研究の୍⩼をᢸう大学㝔生ならびに学

఩ྲྀᚓ者の௒後の活㌍に大ࡁな期ᚅをᐤࡏております。 

௧࿴8ᖺᗘの入学生をᚰ࠿らḼ㏄し、ⓙࢇࡉが所期の目的を㐩ᡂするࡇとを♳ᛕいたします。 

௧࿴8ᖺ4᭶    

学㛗  ➉内 ໅ 
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ᇸ⋢་⛉኱Ꮫのᩍ⫱᪉㔪

㸯ᇸ⋢་⛉኱Ꮫのᩍ⫱᪉㔪

㸦㸯㸧ᘓᏛの⌮ᛕ

ᇸ⋢་⛉大学は以ୗのᘓ学の理ᛕのୗ、1972 ᖺに毛呂山のᆅに๰❧ࡉれました。 

࠙ᘓ学の理ᛕࠚ

➨ 1� 生࿨への῝いឡ᝟と理ゎとዊ௙に生ࡁるすࡄれた実ᆅ臨床་ᐙの育ᡂ 

➨ 2� 自らが考え、ồめ、ດめ、以て自らの生㛗を୺体的に㛤ᒎしᚓるே間の育ᡂ 

➨ 3� ᖌᘵྠ行の学㢼の育ᡂ 

㸦㸰㸧ᇸ⋢་⛉኱Ꮫのᮇᚅࡿࡍ་⒪ேീ 

ᮏ学の目ᣦすとࢁࡇは、「ᘓ学の理ᛕ」にす࡭てゝいᑾࡉࡃれており、ᇶᮏ的にはࡇれ

に付け加えるものはఱもありまࢇࡏ。 

し࠿し、ᮏ学๰❧࠿ら⌧ᅾまでの間に་学࣭་療は㐣ཤに౛を見ないᛴ⃭な進Ṍを㐙ࡆ、

また、社఍᝟ໃも大ࡃࡁኚ化しました。ࡇとに患者ࢇࡉのពᛮᑛ㔜の㔜要ᛶが୍ᒙ認㆑ࡉ

れ、加えて᝟報බ㛤᫬௦を㏄え、᪂しい患者㸫་療ே関ಀの構⠏がồめられています。 

1999 ᖺ 11 ᭶にไ定（2017 ᖺ 4 ᭶ᨵゞ）ࡉれた「ᇸ⋢་⛉大学の期ᚅする་ᖌീ」は、

ᇸ⋢་⛉大学が๰❧ 30 ࿘ᖺを㏄えるにあたり、ᨵめてᘓ学の理ᛕをᩜ⾝し、ᮏ学の期ᚅ

する་ᖌീをᥥいたものでした。 

そして、2006 ᖺ 4 ᭶、ᮏ学は日㧗キャンパスに保೺་療学㒊を設⨨し、་ᖌのみならࡎ

保೺࣭་療࣭⚟♴のᢸい手であるከ✀ከ様な་療ேを育ᡂする་療⣔⥲合大学として、᪂

たな㣕㌍への道をṌみጞめるࡇととなりました。また、ࡇれをᶵに、ࡇのᅄ༙ୡ⣖వのኚ

化をࡩまえて「ᇸ⋢་⛉大学の期ᚅする་療ேീ（2017 ᖺᨵ定）」を示し、その目ᣦすと

 。ととしましたࡇを୍ᒙ明☜にして、ᮏ学活動の⢭⚄的ᇶ┙を෌☜認するࢁࡇ

࠙ᇸ⋢་⛉大学の期ᚅする་療ேീࠚ 

 㧗い೔理観とே間ᛶのᾰ㣴ڦ

࣭་療ேは、生࿨にᑐして῝いឡ᝟と⏽ᩗのᛕをᣢࡕ、病めるேࠎのᚰを理ゎし、そ

の❧場に❧って、༑ศな説明と┦஫理ゎのもとに་療を行ࢃなけれࡤならない。 

࣭་療ேは、㇏࠿なே間ᛶを育ᡂすࡃ࡭、ᖖに೔理観を☻ࡁ、教㣴を✚ࡇࡴとにດຊ

しなけれࡤならない。 

 ㊶ᅜ㝿Ỉ‽の་学࣭་療の実ڦ

࣭་療ேは、生ᾭにࢃたりᖖに᭱᪂の▱㆑･ᢏ⾡を学び、自信をᣢってᅜ㝿的に᭱も㉁

の㧗い་療をᥦ౪するようᚰ᥃けなけれࡤならない。

࣭་療ேは、་療における課題を自らゎỴするពḧと᥈ồᚰをᣢࡕ、ᅜ㝿的ど㔝をもっ

て་学･་療の進Ṍに㈉⊩するࡇとをᚰ᥃けなけれࡤならない。
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 社఍的どⅬに❧ったㄪ࿴と༠ຊڦ

࣭་療ேは自らの⬟ຊの限⏺を自ぬし、ㅬ⹫に他者と༠ຊし、それࡒれの❧場で患者୰

ᚰの་療を実㊶するために、⤫合ຊを☻࠿なけれࡤならない。

࣭་療ேは、社఍的ど㔝をᣢࡕ、೺ᗣの保ᣢ･ቑ進、⑌病のண㜵࠿ら社఍᚟帰、ࡉら

に社఍⚟♴に⮳る保೺･་療඲⯡に㈐௵を᭷するࡇとを自ぬし、ᆅᇦならびにᅜ㝿

社఍の保೺࣭་療に㈉⊩しなけれࡤならない。 

㸦㸱㸧ᇸ⋢་⛉኱Ꮫの㸱࣏࣮ࣜࢩ 

 ᮏ学の「ᘓ学の理ᛕ」にᇶ࡙ࡁ、大学࣭各学㒊࣭各学⛉および大学㝔において、以ୗ

の㸱࣏ࣜࢩー（࢕ࢹプロ࣐࣭࣏ࣜࢩー、࢝ࣜキ࣒࣭࣏ࣗࣛࣜࢩー、ࣙࢩࢵ࣑ࢻ࢔ン࣭࣏

。ー）を定めていますࢩࣜ

ー（༞業認定࣭学఩授୚の᪉㔪）ࢩプロ࣐࣭࣏ࣜ࢕ࢹ࣭

 学఩授୚のุ断のために、どのような⬟ຊを㌟につけた者に༞業を認定し、学఩

を授୚するの࠿を定めるᇶᮏ᪉㔪であり、ᅾ学生の学修฿㐩目ᶆとなるものです。

࣭࢝ࣜキ࣒࣭࣏ࣗࣛࣜࢩー（教育課⛬⦅ᡂ࣭実施の᪉㔪）

 ᅾ学生の学修目ᶆ㐩ᡂのために、どのような教育課⛬を⦅ᡂし、どのような教育

内ᐜをどのような᪉ἲで実施し、学修ᡂᯝをどのようにホ౯するの࠿を定めるᇶ

ᮏ᪉㔪です。

ー（入学者受け入れの᪉㔪）ࢩン࣏࣭ࣜࣙࢩࢵ࣑ࢻ࢔࣭

 ᘓ学の理ᛕ、࢕ࢹプロ࣐࣭࣏ࣜࢩー、࢝ࣜキ࣒࣭࣏ࣗࣛࣜࢩーにᇶ࡙ࡁ教育内ᐜ

等を㋃まえ、どのような入学者を受け入れる࠿を定めるᇶᮏ的な᪉㔪であり、受

け入れる学生にồめる⬟ຊや⣲㣴を示すものです。 

 ࣮ࢩ࣏࣭࣐ࣜࣟࣉ࢕ࢹ ᇸ⋢་⛉኱Ꮫڦ

 ᮏ学の所定の課⛬を修஢し、ᘓ学の理ᛕおよび「ᇸ⋢་⛉大学の期ᚅする་療ேീ」

にᇶ࡙いた以ୗの㈨㉁࣭⬟ຊ等を㌟につけた者にᑐし、学ኈの学఩を授୚する。

1) 生࿨にᑐして῝いឡ᝟と⏽ᩗのᛕをᣢࡕ、病めるேࠎのᚰを理ゎし、その❧場

に❧って、༑ศな説明と┦஫理ゎのもとに་療を行う⬟ຊ

2) けるពḧ⥆ࡃດຊをᛰりなࡴ✚教㣴をࡁ☻なே間ᛶおよび、ᖖに೔理観を࠿㇏

と習័

3) 生ᾭにࢃたりᖖに᭱᪂の▱㆑࣭ᢏ⾡を学び、自信をもってᅜ㝿的に᭱も㉁の㧗

い་療をᥦ౪するẼ概

4) ་療における課題を自らゎỴするពḧと᥈ồᚰをᣢࡕ、ᅜ㝿的ど㔝をもって་

学࣭་療の進Ṍに㈉⊩でࡁる⬟ຊ

5) 自らの⬟ຊの限⏺を自ぬし、ㅬ⹫に他者と༠ຊし、それࡒれの❧場で患者୰ᚰ
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の་療を実㊶でࡁる⤫合ຊ

6) 社఍的ど㔝をᣢࡕ、೺ᗣの保ᣢ࣭ቑ進、⑌病のண㜵࠿ら社఍᚟帰、ࡉらに社఍

⚟♴に⮳る保೺࣭་療඲⯡に㈐௵を᭷する自ぬ、ᆅᇦならびにᅜ㝿社఍の保

೺࣭་療に㈉⊩しようとする⇕ព

7) ༠ㄪᛶにᐩࡔࢇ社఍ேとして様ࠎな職✀のேࠎと༠ຊし、་療のᏳ඲につࡡに

␃ពするとともに、ᆅᇦの保೺་療に✚ᴟ的に関ࢁࢃうとするጼໃ

ーࢩᇸ⋢་⛉大学 ࢝ࣜキ࣒࣭࣏ࣗࣛࣜڦ

た学修ᡂᯝを㐩ᡂするため、ୗグのような᪉㔪で࢝ࣜࡆーに掲ࢩプロ࣐࣭࣏ࣜ࢕ࢹ 

キ࣒ࣗࣛを⦅ᡂし教育を行う。

1) ே間ᛶのᾰ㣴と社఍ேとしてのᡂ⇍をಁし、་学のᯟにとらࢃれないᖜᗈい見

㆑を修ᚓࡏࡉるための、ከᙬな㑅ᢥไ⛉目のᥦ౪

2) 」数㡿ᇦにࢃたる▱㆑を⥲合的࣭ከ角的にᛂ用する⬟ຊを☜❧ࡏࡉるための、

⤫合࢝ࣜキ࣒ࣗࣛの඘実

3) 省ᐹの習័、༠ാ的な学修ᢏ⬟、୺体的学修ጼໃをᾰ㣴するための、ࢢループ

࣡ーク等のᑡே数による学修の඘実

4) 実㝿の་療の୰での⤒験を通して実㊶的な▱㆑࣭ᢏ⬟࣭ែᗘを修ᚓするための、

臨床⌧場における実習の㔜ど

ーࢩン࣭࣏ࣜࣙࢩࢵ࣑ࢻ࢔ ᇸ⋢་⛉大学ڦ

 ࢝ࣜキ࣒࣭࣏ࣗࣛࣜࢩーにᇶ࡙いた࢝ࣜキ࣒ࣗࣛによって学修するࡇとによって、

⬟た学修ᡂᯝを㐩ᡂするため、入学前に以ୗのようなࡆーに掲ࢩプロ࣐࣭࣏ࣜ࢕ࢹ

ຊ࣭⣲㣴を㌟につけている学生をồめる。

1) ⚄なே間ᛶ、生࿨へのឡ᝟とዊ௙する⢭࠿㇏

2) 社఍のルールやつ⠊を㑂Ᏺして行動するࡇとがでࡁる೔理観

3) 㧗いコ࣑ࣗࢣࢽーࣙࢩン⬟ຊおよび、┦手の❧場に❧つࡇとのでࡁる༠ㄪᛶ 

4) ་療ᑓ㛛職としての㈐௵をᯝたすために必要な▱㆑を修ᚓし、▱㆑を適ษにᛂ

用するためのᇶ♏学ຊ

5) 自らồめて学び、物事をྫྷ࿡し考ᐹする⬟ຊ

6) ་療や೺ᗣ問題への関ᚰおよび、་学࣭་療を通ࡌて社఍に㈉⊩しようとする

ពḧと᝟⇕
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ᇸ⋢་⛉኱Ꮫ኱Ꮫ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉┳ㆤᏛᑓᨷの࣏࣮ࣜࢩ

㸯㸧࣮ࢩ࣏࣐ࣜࣟࣉ࢕ࢹ 

┳護学研究⛉では、┳護の㡿ᇦに㈉⊩でࡁる以ୗのようなேに学఩を授ける。 

ձ ῝いே間理ゎにᇶ࡙ࡃ೔理的ㄪᩚ⬟ຊを修ᚓしている。 

ղ ┳護のྥ上を目ᣦし、⥲合的にุ断し問題をゎỴする⬟ຊを㌟につけている。 

ճ ᑓ㛛┳護㡿ᇦにおける㧗ᗘな┳護実㊶ຊ、あるいはᆅᇦのࢽ࢔ࢣーࢬにᛂࡌてேࠎの

生活を支᥼する⬟ຊを㌟につけている。 

մ ࢩ࢔ࢣス࣒ࢸのᨵၿに必要な㧗ᗘなᑓ㛛的▱㆑࣭研究⬟ຊ࣭ᣦᑟຊを修ᚓしている。

 以上の観Ⅼに❧ࡕ、所定の༢఩を修ᚓし、研究ᣦᑟを受けて学఩ㄽ文をᥦ出し、ㄽ文ᑂᰝ

および᭱⤊試験に合᱁したேᮦにᑐして大学㝔修ኈ課⛬の修஢を認定し、修ኈ(┳護学)の学

఩を授ける。 

㸰㸧࣒࣏࣮࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ 

ーに示す教育目ᶆを㐩ᡂし、㧗ᗘなᑓ㛛ᛶをもった┳護職者を育ᡂするࢩプロ࣐࣏ࣜ࢕ࢹ 

ために、以ୗのような࢝ࣜキ࣒ࣗࣛをᥦ౪する。 

 ᮏ研究⛉は、「㧗ᗘ実㊶┳護学ศ㔝」と「生活支᥼┳護学ศ㔝」の㸰ศ㔝で構ᡂࡉれてい

る。 「㧗ᗘ実㊶┳護学ศ㔝」では、㧗ᗘな┳護実㊶⬟ຊを、また「生活支᥼┳護学ศ㔝」 で

はከ様なேࠎにᑐする生活支᥼⬟ຊを育ᡂでࡁるよう、以ୗの࣏ࣜࢩーにἢって教育課⛬を

⦅ᡂしている。  

ձ ῝いே間理ゎと೔理観のᾰ㣴  

ඹ通⛉目として┳護೔理学を⨨ࡁ、೔理観を㣴うࡇとを目ᣦしている。また、ࣗࣄー࣐

ンࢭク࢕ࢸࣜ࢔ࣗࢩによりே間理ゎをࡉらに῝めるࡇとがでࡁる。 

ղ ⛉学的ุ断ຊ࣭ᛮ考ຊの修ᚓ  

ඹ通⛉目に┳護理ㄽ、┳護研究᪉ἲㄽ、┳護᝟報処理ㄽ、ே体⤫合ᶵ⬟ㄽ、࢝ࢪ࢕ࣇ

ルࢭ࢔スメント、病ែ生理学、臨床⸆理学を配⨨し、⛉学的ุ断ຊ࣭ᛮ考ຊの修ᚓを

ಁす。 

ճ ࣜーࢲーとして活動でࡁる実㊶ຊの㣴ᡂ  

ඹ通⛉目の┳護⟶理学、コンサルࢸーࣙࢩンㄽ、┳護⥅⥆教育ㄽ、┳護ᨻ⟇ㄽのᒚ修に

より、ࣜーࢲーとして必要な実㊶ຊを学ࡪ。 

մ㧗ᗘなᑓ㛛的▱㆑࣭ᢏ⾡の修ᚓ  

学修と᥈ồを✚み㔜ࡡて各㡿ᇦのᑓ㛛ᛶを῝めるために、඲ての㡿ᇦに特ㄽ、₇習、特

別研究または課題研究を⨨ࡁ、㡿ᇦࡈとに特ㄽ、₇習、┳護研究の関連を明☜にした⛉

目目ᶆをᥦ示している。ᑓ㛛┳護ᖌの㈨᱁ྲྀᚓを目的とする「実㊶コース」は実習に加

えて課題研究あるいは特別研究を㑅ᢥする。研究⬟ຊ、⛉学的ᛮ考ຊを㣴うࡇとを目的

とする「ㄽ文コース」は特別研究を㑅ᢥする。「㧗ᗘ実㊶┳護学ศ㔝」は、「実㊶コース」

と「ㄽ文コース」を⨨いているが、「生活支᥼┳護学ศ㔝」は「ㄽ文コース」のみとなる。 
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㸱㸧࣮ࢩ࣏ࣜࣥࣙࢩࢵ࣑ࢻ࢔ 

ᮏ研究⛉ではᇸ⋢་⛉大学のᘓ学の理ᛕを理ゎする以ୗのようなேを受け入れる。 

ձ 大学㝔入学のពᚿがᅛࡃ、修学目的が明☜で、┿ᦸに学び⥆けるጼໃがある。 

ղ ┳護や┳護೔理のᇶᮏである「他者理ゎ」、「他者ᑛ㔜」の⢭⚄を㑂Ᏺでࡁる⣲㣴を㌟

につけている。 

ճ ┳護者の使࿨࣭㈐௵として┳護のྥ上を目ᣦすពᛮが明☜であり、࠿つ、自らそれを

実⌧すࡃ࡭研㛑を✚ࢇでいる。 

մ ࢳー࣒་療の㔜要ᛶとࢳー࣒་療における┳護のᙺ割を理ゎしている。 

յ ㄽ理的で⛉学的なᛮ考⬟ຊを᭷し、研究的などⅬ࣭ែᗘの㔜要ᛶを認㆑しており、࢚

 。ンスにᇶ࡙いた┳護を行う⬟ຊを᭷するࢹࣅ

以上の観Ⅼに❧ࡕ、➹グ試験（ⱥ語及びᑓ㛛⛉目）及び面接試験により適ษにホ౯する。 
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ᇸ⋢་⛉኱Ꮫ኱Ꮫ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉のᴫせ

�� ᇸ⋢་⛉኱Ꮫタ⨨の㊃᪨

ᇸ⋢་⛉大学は 1892 ᖺ（明治 25 ᖺ）に๰設ࡉれた毛呂病㝔をẕ体として、1972 ᖺ

（᫛࿴ 47 ᖺ）に設❧ࡉれました。その後 34 ᖺを⤒て、ᖹᡂ 18 ᖺ 4 ᭶には┳護学⛉、

೺ᗣ་療⛉学⛉（⌧、臨床᳨ᰝ学⛉）་用生体ᕤ学⛉（⌧、臨床ᕤ学⛉）の 3 学⛉を᧦

する保೺་療学㒊が設⨨ࡉれ、་療⣔の⥲合大学として発ᒎし⌧ᅾに⮳っています（ᖹ

ᡂ 19 ᖺ 4 ᭶に理学療ἲ学⛉もቑ設）。 

�� ᇸ⋢་⛉኱Ꮫの┳ㆤᩍ⫱の᥎⛣࡜኱Ꮫ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉タ❧࡛ࡲの⤒⦋

ᇸ⋢་⛉大学大学㝔་学研究⛉は᫛࿴ 53 ᖺ（1978 ᖺ）に㛤設ࡉれました。୍᪉、ᮏ

学の┳護教育は、᫛࿴ 51 ᖺのᇸ⋢་⛉大学㝃ᒓ㧗等┳護学校の㛤校にጞまります。㛤

設 12 ᖺ後のᖹᡂඖᖺには、┳護学⛉、臨床᳨ᰝ学⛉、理学療ἲ学⛉よりなるᇸ⋢་⛉

大学▷期大学が㛤設ࡉれ、⌧ᅾもᇸ⋢་⛉大学▷期大学┳護学⛉では┳護教育が⥅⥆ࡉ

れています。また、ᖹᡂ 9 ᖺには▷期大学┳護学⛉に保೺ᖌ･ຓ⏘ᖌ㣴ᡂのᆅᇦ┳護学

とẕᏊ┳護学の 2 つのᑓᨷ⛉、及びᇸ⋢་⛉大学㝃ᒓ⥲合་療ࢭンࢱー┳護ᑓ㛛学校（3

ᖺ課⛬）が㛤設ࡉれました。

ᮏ学に大学㝔༤ኈ課⛬が設⨨ࡉれて 30 ᖺが⤒㐣しましたが、ᖹᡂ 18 ᖺの保೺་療学

㒊の設⨨とともに、保೺་療関ಀの大学㝔設⨨ィ⏬も構᝿ࡉれ、ᖹᡂ 21 ᖺ 6 ᭶に文㒊

⛉学省に設⨨認ྍ申請を行い、ྠᖺ 11 ᭶に大学㝔┳護学研究⛉の設⨨がチྍࡉれまし

た。 

�� ኱Ꮫ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉のᩍ⫱⌮ᛕ࡜┠ⓗ

┳護学研究⛉は、生࿨のᑛཝをᏲるࡇとを᭱ඃ先し、その上で 21 ୡ⣖の保೺࣭་療࣭

⚟♴ศ㔝の動ྥや⎔ቃኚ化にᛂࡌて適ษにᑐᛂでࡁるために、᩾᪂的、๰㐀的、先㥑的

に┳護を᥈究でࡁる┳護ᑓ㛛職者の育ᡂと、㧗ᗘ࠿つ᭱᪂のᑓ㛛的▱㆑とᢏ⾡をᣢった

┳護࢔ࢣの実㊶者、教育者、研究者の育ᡂ、それらのࣜーࢲーとなりᚓるேᮦの育ᡂを

教育理ᛕとしています。ࡉらに、ࡇれらのேᮦの育ᡂを通ࡌて┳護の㉁ྥ上と┳護学の

発ᒎにᐤ୚するとともに、社఍に㈉⊩するࡇとを目ᣦしています。ࡇれらの教育理ᛕを

㐩ᡂするために、┳護学研究⛉ではୗグのようなࣙࢩࢵ࣑ࢻ࢔ン࣏ࣜࢩーを掲ࡆたேᮦ

の育ᡂを目的とします。 

�㸧┳ㆤᏛ◊✲⛉の࣮ࢩ࣏ࣜࣥࣙࢩࢵ࣑ࢻ࢔

ᮏ研究⛉ではࣙࢩࢵ࣑ࢻ࢔ン࣏ࣜࢩーとして次のような学生をồめています。 

ձ 大学㝔入学のពᚿがᅛࡃ、修学目的が明☜で、┿ᦸに学び⥆けるጼໃがある。
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ղ ┳護や┳護೔理のᇶᮏである「他者理ゎ」、「他者ᑛ㔜」の⢭⚄を㑂Ᏺでࡁる⣲㣴

を㌟につけている。 

ճ ┳護者の使࿨࣭㈐௵として┳護のྥ上を目ᣦすពᛮが明☜であり、࠿つ、自らそ

れを実⌧すࡃ࡭研㛑を✚ࢇでいる。 

մ ࢳー࣒་療の㔜要ᛶとࢳー࣒་療における┳護のᙺ割を理ゎしている。 

յ ㄽ理的で⛉学的なᛮ考⬟ຊを᭷し、研究的などⅬ࣭ ែᗘの㔜要ᛶを認㆑しており、

 。ンスにᇶ࡙いた┳護を行う⬟ຊを᭷するࢹࣅ࢚

�㸧┳ㆤ⪅࡚ࡋ࡜ᡂ⇍ࡓࡋே᱁ᙧᡂ࡚ࡅྥ࡟のேᮦの⫱ᡂ

┳護はே間をᑐ㇟とする実㊶の⛉学であり、┳護のᑓ㛛ᛶのᇶ┙はே間を理ゎし、受

ᐜするࡇとにお࠿れます。それࡺえ、┳護ᑓ㛛職のᏑ❧ᇶ┙であるே間についてᖖに学

修し、自らがே間的にᡂ⇍するࡇとがồめられます。そのために、ࣗࣄー࣐ン࣭ࢭクࢩ

とによりே間理ゎを῝め、また、┳護೔理学について学修するࡇを学修する࢕ࢸࣜ࢔ࣗ

となどにより、┳護のᑐ㇟を大ษにࡇとによりே間としてのᑛ㔜、ேᶒをᏲるというࡇ

するࡇとについて考えていࡁます。その上で、┳護のᑓ㛛ᐙとしてᛴ㏿な社఍⎔ቃのኚ

化の୰で生活するேࠎへの適ษな┳護サーࣅスをᥦ౪でࡁるよう、┳護職者としてのᡂ

⇍したேᮦの育ᡂをめࡊします。 

�㸧⛉Ꮫⓗᛮ⪃ຊࢆ᭷ࡿࡍேᮦの⫱ᡂ

┳護を学問として実㊶するには、┳護実㊶の場で⛉学的なศᯒຊを㥑使し、☜࠿な᰿

ᣐをᣢってุ断し、ண ᛶをᣢって問題ゎỴに当たるࡇとがồめられており、┳護の理

ㄽ的ᇶ┙を正☜に修ᚓし、་療の㧗ᗘ化や社఍の」㞧化に適ᛂしᚓるᑓ㛛ᛶの㧗い▱㆑

やᢏ⾡を学修しているࡇと、⛉学的ᛮ考をもって問題に適ษにᑐ処でࡁるࡇとが必要と

なります。そのためには、┳護研究᪉ἲㄽをはࡌめとし、ே体⤫合ᶵ⬟ㄽ、┳護᝟報処

理ㄽ、コンサルࢸーࣙࢩンㄽなどを学修するࡇとにより、⛉学的ุ断ຊ࣭ᛮ考ຊを᭷す

るேᮦを育ᡂするࡇとを目ᶆとします。 

�㸧┳ㆤのᑓ㛛ᛶࢆⓎ᥹࡛ࡿࡁᐇ㊶ຊࡿ࠶ேᮦの⫱ᡂ

㧗ᗘな┳護ᑓ㛛⬟ຊを㥑使して࢔ࢣをᥦ౪でࡁる実㊶者は、患者ࢇࡉの生࿨のᏳ඲を

Ᏺるとともに、患者ࢇࡉの 42/ ྥ上にྥけて㉁の保証ࡉれた┳護サーࣅスをᥦ౪する必

要があります。㧗ᗘな┳護ᑓ㛛⬟ຊとは、ᑓ㛛㡿ᇦの臨床実㊶⬟ຊに加え、他の┳護職

者にᑐする適ษな┦ㄯやຓゝのでࡁる⬟ຊ、臨床の場に㑏ඖしᚓる研究の㐙行⬟ຊ、他

の┳護職者の研究⬟ຊをྥ上ࡏࡉᚓるᣦᑟຊ、┳護ᑓ㛛職としての問題ゎỴ⬟ຊ、ពᚿ

Ỵ定⬟ຊ、ࣜ ーࢲーࢵࢩプ⬟ຊ等をᣦしており、ࡇれらの⬟ຊを修ᚓして┳護実㊶の場

でࣜーࢲーとして活動でࡁる実㊶ຊのあるேᮦの育ᡂが目ᶆとなります。そのために、

┳護理ㄽをはࡌめとし、┳護⟶理学、┳護ᨻ⟇ㄽ、┳護⥅⥆教育ㄽを学修するࡇとをも
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って、┳護実㊶の場で実㊶⬟ຊを発᥹でࡁるேᮦを育ᡂします。 

�� ┳ㆤᏛ◊✲⛉┳ㆤᏛᑓᨷのศ㔝࡜㡿ᇦ

ᮏ┳護学研究⛉┳護学ᑓᨷでは、㧗ᗘな┳護実㊶⬟ຊを᭷する┳護職者、及びከ様な

ேࠎにᑐする生活支᥼⬟ຊを᭷する┳護職者の育ᡂを目的として、「㧗ᗘ実㊶┳護学ศ

㔝」と「生活支᥼┳護学ศ㔝」の 2 ศ㔝を⨨ࡁます。いࡎれも┳護学にࢃ࠿࠿るከ様な

学問㡿ᇦを学ࡪための教育課⛬を通ࡌて、㧗ᗘᑓ㛛職業ே（研究者育ᡂをྵࡴ。）の育

ᡂを目ᣦしています。 

㧗ᗘ実㊶┳護学ศ㔝は、ᡂே┳護学㡿ᇦ、ᑠඣ┳護学㡿ᇦ、⢭⚄保೺┳護学㡿ᇦの 3

㡿ᇦ࠿らなっており、ᡂே┳護学㡿ᇦではがࢇ┳護学、クࣜ࢝࢕ࢸル࢔ࢣ学及びᡂே┳

護学、ᑠඣ┳護学㡿ᇦではᑠඣ┳護学、⢭⚄保೺┳護学㡿ᇦでは⢭⚄保೺┳護学を学ࡪ

ࣜ、れの┳護実㊶の場でᑓ㛛ᛶを発᥹しࡒとにより、それࡇ ーࢲーとして活㌍でࡁる┳

護ᖌの育ᡂを目ᣦしています。なお、がࢇ┳護学、⢭⚄保೺┳護学には、&16（ᑓ㛛┳

護ᖌ）コースをおいています。生活支᥼┳護学ศ㔝は、ᇶ♏┳護学࣭┳護⟶理学㡿ᇦ及

びᆅᇦ活動┳護学㡿ᇦの 2 㡿ᇦで構ᡂࡉれ、ᇶ♏┳護学࣭┳護⟶理学㡿ᇦではᇶ♏┳護

学及び┳護⟶理学、ᆅᇦ活動┳護学㡿ᇦではᆅᇦ活動┳護学を学ࡇࡪとにより、┳護ᑐ

㇟者の生活上の支᥼を適ษに実㊶でࡁるேᮦの育ᡂを目ᣦしています（ᅗ 1）。 

┳ㆤ学◊✲⛉㻌

┳ㆤ学ᑓᨷ㻌 㧗ᗘᐇ㊶┳ㆤ学ศ㔝㻌

生άᨭ᥼┳ㆤ学ศ㔝

ᑠඣ┳ㆤ学㡿ᇦ（ᑠඣ┳ㆤ学）㻌

ᇶ♏┳ㆤ学・┳ㆤ⟶⌮学㡿ᇦ㻌

（ᇶ♏┳ㆤ学・┳ㆤ⟶⌮学）㻌

⢭⚄保健┳ㆤ学㡿ᇦ㻌

（⢭⚄保健┳ㆤ学）㻌

ᅗ 㻝 ┳ㆤ学◊✲⛉┳ㆤ学ᑓᨷのศ㔝と㡿ᇦ

ᆅᇦάື┳ㆤ学㡿ᇦ㻌

（ᆅᇦάື┳ㆤ学）㻌

ᡂ人┳ㆤ学㡿ᇦ㻌

（が䜣┳ㆤ学・䜽リ䝔䜱䜹䝹䜿ア学・

ᡂ人┳ㆤ学）㻌
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�．ᩍ⫱ㄢ⛬のᵓᡂ

┳護学研究⛉の教育課⛬では、授業⛉目をඹ通⛉目とᑓ㛛⛉目࠿ら⦅ᡂし、ඹ通⛉目

にはᑓ㛛⛉目を῝めるために必要な┳護学のᇶ♏的理ㄽや、┳護に関連したㅖ⛉学の理

ㄽ࣭ᢏἲを修ᚓする⛉目を設⨨しています。また、2 つのศ㔝のᑓ㛛⛉目にはᑓᨷする

各┳護学㡿ᇦのᑓ㛛ᛶを⿬࡙ける理ㄽやᢏἲを修ᚓする⛉目⩌を⨨いています。 

ඹ通⛉目には、┳護⟶理学、┳護೔理学、┳護理ㄽ、┳護⥅⥆教育ㄽ、┳護研究᪉ἲ

ㄽ、ࣗࣄー࣐ン࣭ࢭク࢕ࢸࣜ࢔ࣗࢩ、コンサルࢸーࣙࢩンㄽ、┳護᝟報処理ㄽ、ே体⤫

合ᶵ⬟ㄽ、┳護ᨻ⟇ㄽ、࢝ࢪ࢕ࣇルࢭ࢔スメント、病ែ生理学、臨床⸆理学を⨨いてい

ます。なお、ᑓ㛛┳護ᖌ㈨᱁ྲྀᚓを目ᣦすものは、┳護⟶理学、┳護೔理学、┳護理ㄽ、

┳護⥅⥆教育ㄽ、┳護研究᪉ἲㄽ、コンサルࢸーࣙࢩンㄽ、┳護ᨻ⟇ㄽの 7 ⛉目（各 2

༢఩）࠿ら 8 ༢఩以上、および࢝ࢪ࢕ࣇルࢭ࢔スメント、病ែ生理学、臨床⸆理学の 3

⛉目（各 2 ༢఩）6 ༢఩をྲྀᚓする必要があります。また、ࡇれらのඹ通⛉目はどのศ

㔝でも 1 ᖺ次の前後期に配当しています。 

ᑓ㛛⛉目では、各㡿ᇦのᑓ㛛ᛶの学修と᥈ồの✚み㔜ࡡをྍ⬟とするため、す࡭ての

㡿ᇦを特ㄽϨ࣭ϩ（6 ༢఩）、₇習Ϩ࣭ϩ（6 ༢఩）および、特別研究（8 ༢఩）と課題

研究（4 ༢఩）とするࡇとをᇶᮏにし、㡿ᇦࡈとに特ㄽ、₇習、┳護研究の関連を明☜

にした⛉目目ᶆをᥦ示しています。また、㧗ᗘ実㊶┳護学ศ㔝では┳護学実習（6 ༢఩）

を設けています。なお、ᑓ㛛┳護ᖌのᑂᰝᇶ‽との関ಀで、がࢇ┳護学については、特

ㄽϨ㹼ϫ、₇習Ϩ㹼ϫ、実習Ϩ㹼ϫ、⢭⚄保೺┳護学については、特ㄽϨ㹼ϫ、₇習Ϩ

㹼Ϫ、実習Ϩ㹼ϫの構ᡂとしています。 

特ㄽでは、各ᑓ㛛㡿ᇦのᇶᮏとなる⛉目をㅮ⩏、プࣞࢮンࢸーࣙࢩンやព見交᥮を通

して学修します。₇習は、特ㄽでの学修をもとに、学生によるプࣞࢮンࢸーࣙࢩンやព

見交᥮を行うなど、学生୺体のල体的࣭実㊶的な学修の場としています。ࡇのため、特

ㄽは 1 ᖺ次前期に、₇習は 1 ᖺ次後期࠿ら 2 ᖺ次前期に配当しています。 
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┳護学実習は 1 ᖺ次前期࠿ら 2 ᖺ次後期に࠿けて配当しています。┳護学実習は、各

実習⛉目についてἲே内の病㝔等の実習施設において行い、┳護学実習のための実習施

設への手⥆ࡁとして、実習先と実習࢕ࣇールࢻ、᫬間、学生数、ಶே᝟報、保㝤等に関

する申し合ࡏࢃをྲྀり交します。㧗ᗘ実㊶┳護学ศ㔝においてᑓ㛛┳護ᖌをᚿྥする者

は、当ヱ㡿ᇦ඲ての┳護学実習（10 ༢఩）が必修となり、合ࡏࢃて課題研究（4 ༢఩）

あるいは特別研究（8 ༢఩）を㑅ᢥする必要があります。なお、課題研究は各┳護学㡿

ᇦの㧗ᗘ実㊶⬟ຊの⋓ᚓを目ᣦし、問題ゎỴを୺║とした課題設定と研究実㊶となりま

すので、学఩ᑂᰝにあたってはその特ᛶを㋃まえたᇶ‽を設けています。また、実㊶コ

ースを㑅ᢥしᑓ㛛┳護ᖌをᚿྥする者が、研究理ㄽおよび研究手ἲについて、より学修

を῝めたいと考えた場合には、特別研究を㑅ᢥするࡇとでその目的を㐩ᡂするࡇとがྍ

⬟となりますが、その場合も、研究目的は課題ゎỴを୺║としたものが望ましいとしま

す。なお、┳護学実習を㑅ᢥしない場合は、特別研究を㑅ᢥするࡇとになります。 

次に、生活支᥼┳護学ศ㔝においては、඲ဨが特別研究を㑅ᢥするࡇとになります。

特別研究は、課題研究とྠ様に┳護問題のゎỴに┈する研究ですが、研究⬟ຊ、⛉学的

ุ断⬟ຊの育ᡂが୺║となります。 

┳ㆤ学ᐇ⩦㻌

ㄢ題◊✲㻌 㼛㼞 ≉ู◊✲㻌

≉ู◊✲㻌ㄽᩥ䝁䞊ス

ඹ ㏻ ⛉ ┠

┳ㆤ⟶⌮学䠆㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ┳ㆤ೔⌮学䠆㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ┳ㆤ⌮ㄽ䠆㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

┳ㆤ⥅⥆教⫱ㄽ䠆㻌 㻌 㻌 㻌 ┳ㆤ◊✲᪉法ㄽ䠆㻌 㻌 㻌 ヒ䝳䞊䝬ン・䝉䜽䝅䝳アリ䝔䜱㻌 㻌

䝁ン䝃䝹䝔䞊䝅䝵ンㄽ䠆㻌 㻌 ┳ㆤ᝟報処⌮ㄽ㻌 㻌 㻌 人య⤫合ᶵ⬟ㄽ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

┳ㆤᨻ策ㄽ䠆㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝣䜱䝆䜹䝹ア䝉スメント䠆㻌 㻌 㻌 ⑓ែ生⌮学䠆

⮫ᗋ⸆⌮学䠆

ᅗ 㻞 ┳ㆤ学◊✲⛉┳ㆤ学ᑓᨷの䜹リ䜻䝳ラ䝮ᵓᡂᅗ

が䜣┳ㆤ学㻌

䜽リ䝔䜱䜹䝹䜿ア学㻌

ᡂ人┳ㆤ学㻌

ᑠඣ┳ㆤ学㻌

⢭⚄保健┳ㆤ学㻌

≉㻌 ㄽ㻌 㻌

₇㻌 ⩦㻌

㧗ᗘᐇ㊶┳ㆤ学ศ㔝

ᇶ♏┳ㆤ学㻌

┳ㆤ⟶⌮学㻌

ᆅᇦάື┳ㆤ学㻌

≉㻌 ㄽ㻌

₇㻌 ⩦㻌

生άᨭ᥼┳ㆤ学ศ㔝

ᑓ 㛛 ⛉ ┠

ᐇ㊶䝁䞊ス

ㄽᩥ䝁䞊ス

䠆㻌ᐇ㊶䝁䞊スに䛚䛔て䛿㑅ᢥ必ಟ⛉┠㻌
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以上、ᑓ㛛┳護ᖌの㈨᱁ྲྀᚓを目的とし、┳護学実習に加えて課題研究あるいは特別

研究を㑅ᢥするコースを「実㊶コース」、ᑓ㛛┳護ᖌの㈨᱁ྲྀᚓを目ᣦす特別研究を㑅

ᢥするコースを「ㄽ文コース」としています（ᅗ 2）。 

�．ᒚಟ᪉ἲ࡜ಟ஢せ௳

ᮏ研究⛉では 13 ⛉目をᑓᨷ内各ศ㔝のඹ通⛉目としています。次に、各ศ㔝のᑓ㛛

㡿ᇦでは、特ㄽ(ㅮ⩏)及び₇習(₇習)が、1 ᖺ次࠿ら 2 ᖺ次前期にバࣛンスよࡃ配⨨ࡉ

れており、希望する研究ศ㔝に合ࡏࢃて必要な⛉目をᒚ修します。ࡉらに、2 ᖺ次࠿ら

配ᒓࡉれる特別研究または実㊶コースにおける課題研究と、1 ᖺ次࠿ら 2 ᖺ次に࠿けて

の┳護学実習（実㊶コースのみ）を通ࡌて研究ᣦᑟ教ဨのᣦᑟを受け、2 ᖺ間でㄽ文を

సᡂします。 

修஢要件は、㧗ᗘ実㊶┳護学ศ㔝の実㊶コースでは、ඹ通⛉目 8 ༢఩以上、ᑓ㛛⛉目

の特ㄽ及び₇習、実習、課題研究（または特別研究）、20 ༢఩以上のィ 32 ༢఩以上の

ᒚ修が、㧗ᗘ実㊶┳護学ศ㔝のㄽ文コースまたは生活支᥼┳護学ศ㔝では、ඹ通⛉目 8

༢఩以上、ᑓ㛛⛉目の特ㄽ及び₇習、特別研究、20 ༢఩以上のィ 32 ༢఩以上のᒚ修が

修஢要件となります。 

�．◊✲ᣦᑟの᪉ἲ࡜Ꮫ఩ᑂᰝのᴫせ

入学᫬࠿ら、ᑓᨷの㡿ᇦ㈐௵者または他の研究ᣦᑟ教ဨが研究をᣦᑟします。なお、

入学後に研究ᣦᑟ教ဨのኚ᭦を希望する場合は、┳護学研究⛉ጤဨ఍のᢎ認を必要とし

ます。 

2 ᖺ次前期には、研究ィ⏬書をもとに実㝿にࢹーࢱ཰㞟等の研究活動に入ります。研

究の╔手にあたってᇸ⋢་⛉大学೔理ᑂᰝጤဨ఍等のᢎ認をᚓる必要があります。研究

の㐙行にあたっては、ᣦᑟ教ဨのಶ別的なᣦᑟが୺となりますが、学内の研究ィ⏬発⾲

఍に参加して、研究⛉の他のスࣇࢵࢱや㝔生࠿らホ౯࣭ຓゝを受けます。2 ᖺ次の 11

᭶に学内で研究ᡂᯝのබ㛤発⾲を行い、その後、学఩ㄽ文をᥦ出します。ᥦ出ࡉれた学

఩ㄽ文は、学఩ㄽ文ᑂᰝጤဨ఍でᑂᰝࡉれ、ㄽ文に関連する⛉目の᭱⤊試験が行ࢃれま

す。 

ʵ����ʵ



ҩՊେֶେֶӃֶଇ౳ۄ࡛





ᇸ⋢་⛉኱Ꮫ኱Ꮫ㝔Ꮫ๎ 

（᫛࿴53ᖺ 3᭶24日ไ定） 

ᨵ正 ᫛࿴57ᖺ 4᭶ 1日 ᖹᡂඖᖺ 4᭶ 1日 

ᖹᡂ 3ᖺ 9᭶27日 ᖹᡂ 3ᖺ12᭶ 1日 

ᖹᡂ 4ᖺ 4᭶ 1日 ᖹᡂ 6ᖺ 4᭶ 1日 

ᖹᡂ 7ᖺ 4᭶ 1日 ᖹᡂ 8ᖺ 4᭶ 1日 

ᖹᡂ 9ᖺ 4᭶ 1日 ᖹᡂ10ᖺ 4᭶ 1日 

ᖹᡂ11ᖺ 3᭶20日 ᖹᡂ12ᖺ 4᭶ 1日 

ᖹᡂ13ᖺ 4᭶ 1日 ᖹᡂ14ᖺ 4᭶ 1日 

ᖹᡂ17ᖺ 4᭶ 1日 ᖹᡂ18ᖺ 4᭶ 1日 

ᖹᡂ19ᖺ 4᭶ 1日 ᖹᡂ19ᖺ12᭶ 1日 

ᖹᡂ20ᖺ 4᭶ 1日 ᖹᡂ21ᖺ 4᭶ 1日 

ᖹᡂ22ᖺ 4᭶ 1日 ᖹᡂ24ᖺ 4᭶ 1日 

ᖹᡂ25ᖺ 4᭶ 1日 ᖹᡂ26ᖺ 4᭶ 1日 

ᖹᡂ27ᖺ 4᭶ 1日 ᖹᡂ28ᖺ 4᭶ 1日 

ᖹᡂ29ᖺ 3᭶25日 ᖹᡂ30ᖺ 3᭶24日 

ᖹᡂ31ᖺ 3᭶23日 ௧࿴ඖᖺ11᭶30日 

௧࿴ 2ᖺ 3᭶30日 ௧࿴ 3ᖺ 3᭶27日 

௧࿴ 4ᖺ 3᭶26日 ௧࿴ 6ᖺ 3᭶30日 

 ௧࿴ 7ᖺ 3᭶29日 

目 次 

➨㸯❶ ⥲則 

➨㸰❶ ⤌⧊ 

➨㸱❶ 修業ᖺ限 

➨㸲❶ 学ᖺᗘ、学期及び休業日 

➨㸳❶ 授業⛉目、研究ᣦᑟ及びᒚ修᪉ἲ 

➨㸴❶ 入学、␃学、休学、㌿学及び㏥学等 

➨㸵❶ 課⛬修஢及び学఩の授୚ 

➨㸶❶ 㝖⡠及び㈹⨩ 

➨㸷❶ 学㈝ 

➨㸯㸮❶ 教ဨ⤌⧊ 

➨㸯㸯❶ 運Ⴀ 

➨㸯㸰❶ 特別研究学生、༠ຊ研究ဨ及び⛉目等ᒚ修生 

➨㸯㸱❶ ⿵則 

㝃 則 

➨㸯❶ ⥲則 

（目的） 

➨㸯᮲ ᇸ⋢་⛉大学大学㝔（以ୗ㺀ᮏ大学㝔㺁という。）は、学⾡の理ㄽ及びᛂ用を教授研究し、そ

の῝ዟをࢃࡁめて文化の進ᒎにᐤ୚するࡇとを目的とする。 

2  ᮏ大学㝔に⨨ࡃ課⛬は、修ኈ課⛬及び༤ኈ課⛬とし、その目的は次のとおりとする。 

(1) 修ኈ課⛬は、ᗈいど㔝に❧って⢭῝な学㆑を授け、ᑓᨷศ㔝における研究⬟ຊ又はࡇれに加え

て㧗ᗘのᑓ㛛ᛶがồめられる職業をᢸうための༟越した⬟ຊをᇵうࡇとを目的とする。 

(2) ༤ኈ課⛬は、ᑓᨷศ㔝について、་学研究者として自❧して研究活動を行うのに必要な、㧗ᗘ

の研究⬟ຊ及びそのᇶ♏となる㇏࠿な学㆑を㣴うものとする。 

3  ᮏ大学㝔は、研究⛉又はᑓᨷࡈとに、ேᮦの㣴ᡂに関する目的その他教育研究上の目的等を定め

るものとする。 

➨㸰❶ ⤌⧊ 

（研究⛉࣭ᑓᨷ࣭課⛬） 

ʵ����ʵ



➨㸰᮲ ᮏ大学㝔に、次の研究⛉、ᑓᨷ及び課⛬を⨨ࡃ。 

研究⛉ྡ ᑓᨷྡ 課⛬ྡ 

་学研究⛉ 

生物࣭་学研究⣔ᑓᨷ 

༤ኈ課⛬ 社఍་学研究⣔ᑓᨷ 

臨床་学研究⣔ᑓᨷ 

་⛉学ᑓᨷ 修ኈ課⛬ 

┳護学研究⛉ ┳護学ᑓᨷ 修ኈ課⛬ 

➨㸱᮲ ๐㝖 

➨㸲᮲ ๐㝖 

（定ဨ） 

➨㸳᮲ 各ᑓᨷの定ဨは、次のとおりとする。 

研究⛉࣭ᑓᨷ 入学定ဨ ཰ᐜ定ဨ 

་学研究⛉生物࣭་学研究⣔ᑓ

ᨷ 
10ྡ 40ྡ 

་学研究⛉社఍་学研究⣔ᑓᨷ 4ྡ 16ྡ 

་学研究⛉臨床་学研究⣔ᑓᨷ 36ྡ 144ྡ 

་学研究⛉་⛉学ᑓᨷ 8ྡ 16ྡ 

┳護学研究⛉┳護学ᑓᨷ 10ྡ 20ྡ 

➨㸱❶ 修業ᖺ限 

（修業ᖺ限࣭ᅾ学ᖺ限） 

➨㸴᮲ 修ኈ課⛬のᶆ‽修業ᖺ限は2ᖺとし、༤ኈ課⛬のᶆ‽修業ᖺ限は㸲ᖺとする。 

2  各研究⛉の修ኈ課⛬においては、別に定めるとࢁࡇにより、学生が職業を᭷している等の事᝟に

より、2ᖺのᶆ‽修業ᖺ限を超えて、୍定の期間にࢃたりィ⏬的に教育課⛬をᒚ修し課⛬を修஢する

 。るࡁとがでࡇは、そのィ⏬的なᒚ修を認めるࡁとを申し出たとࡇとを希望するࡇ

3  ᅾ学ᖺ限は、ᮏ᮲➨1㡯のᶆ‽修業ᖺ限の2ಸを超えるࡇとがでࡁない。 

➨㸲❶ 学ᖺᗘ、学期及び休業日 

（学ᖺ） 

➨㸵᮲ 学ᖺᗘは、4᭶1日にጞまり、翌ᖺ3᭶31日に⤊ࢃる。たࡔし、➨13᮲のつ定により後期のጞめ

に入学ࡏࡉた者の学ᖺᗘは、10᭶1日にጞまり、翌ᖺ9᭶30日に⤊ࢃる。 

（学期） 

➨㸶᮲ 学ᖺᗘをศけて次の㸰学期とする。 

(1) 前期 4᭶1日࠿ら9᭶30日まで 

(2) 後期 10᭶1日࠿ら翌ᖺ3᭶31日まで 

（休業日） 

➨㸷᮲ 休業日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) ᅜẸの⚃日に関するἲᚊ（᫛࿴23ᖺἲᚊ➨178号）につ定する休日 

(3) 大学๰❧グᛕ日 5᭶4日 

(4) ᫓Ꮨ休業日 4᭶1日࠿らྠ᭶7日まで 

(5) ኟᏘ休業日 7᭶11日࠿ら9᭶10日まで 

(6) ෤Ꮨ休業日 12᭶25日࠿ら翌ᖺ1᭶7日まで 

2  学㛗は、必要により前㡯各号の休業日をኚ᭦し、あるいは臨᫬に休業日を設け、又は休業日に授

業を行うࡇとがでࡁる。 

➨㸳❶ 授業⛉目、研究ᣦᑟ及びᒚ修᪉ἲ 
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（授業⛉目及び研究ᣦᑟ） 

➨㸯㸮᮲ 研究⛉における教育は、授業⛉目の授業及び学఩ㄽ文のసᡂ等にᑐするᣦᑟ（以ୗ㺀研究ᣦ

ᑟ㺁という。）によって行うものとする。 

2  研究⛉の各ᑓᨷにおける授業⛉目は、別⾲㸯࠿ら㸱のとおりとする。 

3  研究ᣦᑟについては、別に定める。 

(他の大学㝔等における研究ᣦᑟ) 

➨㸯㸮᮲の㸰 研究⛉において教育上᭷┈と認めるとࡁは、他の大学㝔又は研究所等との༠㆟にᇶ࡙

ࡁとがでࡇとを認めるࡇ学生が当ヱ他の大学㝔又は研究所等において必要な研究ᣦᑟを受ける、ࡁ

る。 

2  前㡯の研究ᣦᑟのうࡕ連ᦠ大学㝔に関し必要な事㡯は、別に定める。 

（ᒚ修᪉ἲ） 

➨㸯㸯᮲ 学生は、前᮲に定める授業⛉目について、別⾲にᚑって་学研究⛉では30༢఩以上、┳護

学研究⛉では32༢఩以上をᒚ修しなけれࡤならない。 

2  前㡯の༢఩のィ⟬については、ᇸ⋢་⛉大学学則➨㸯㸱᮲のつ定を‽用する。 

3  ᒚ修する授業⛉目の㑅定は、ᣦᑟ教ဨのᣦ示にᚑうものとする。 

4  ᣦᑟ教ဨが、研究ᣦᑟ上必要があると認めたとࡁは、研究⛉㛗のᢎ認をᚓて、他のᑓᨷ又は学㒊

の授業⛉目をᒚ修ࡏࡉるࡇとがでࡁる。 

5  学生は、ᒚ修する授業⛉目を所定の届書にグ㍕し、ᣦ定の期日までに研究⛉㛗にᥦ出しなけれࡤ

ならない。 

 。授業⛉目のᒚ修について必要な事㡯は研究⛉ጤဨ఍が定める、࠿࡯の᮲に定めるもののࡇ  6

（教育᪉ἲの特౛） 

➨㸯㸯᮲の㸰 ᮏ大学㝔は、教育上特別の必要があると認められる場合には、ኪ間その他特定の᫬間

又は᫬期において授業又は研究ᣦᑟを行う等の適当な᪉ἲにより教育を行うࡇとがでࡁる。 

（ᒚ修༢఩の認定） 

➨㸯㸰᮲ ᒚ修༢఩の認定は、➹グ又はཱྀ㏙試験ⱝしࡃは研究報告等により行うものとする。 

2  ⑌病その他やࡴをᚓない事᝟のため、正つの試験を受けるࡇとがでࡁな࠿った者には、㏣試験を

受けࡏࡉるࡇとがでࡁる。 

3  各授業⛉目の試験又は研究報告のᡂ⦼は、㸿㸬㹀㸬㹁㸬㹂をもって⾲し、㸿㸬㹀及び㹁を合᱁、

㹂を୙合᱁とする。 

➨㸴❶ 入学、␃学、休学、㌿学及び㏥学等 

（入学の᫬期） 

➨㸯㸱᮲ 入学の᫬期は、学期のጞめとする。たࡔし、学㛗は後期のጞめに入学をチྍするࡇとがで

 。るࡁ

（入学㈨᱁） 

➨㸯㸲᮲ 修ኈ課⛬に入学するࡇとのでࡁる者は、次の各号のいࡎれ࠿にヱ当する者とする。 

(1) 学校教育ἲ➨83᮲に定める大学を༞業した者 

(2) 学校教育ἲ➨104᮲➨4㡯のつ定により学ኈの学఩を授୚ࡉれた者 

(3) 外ᅜにおいて、学校教育における16ᖺの課⛬を修஢した者 

(4) 外ᅜの学校が行う通信教育における授業⛉目をᡃがᅜにおいてᒚ修するࡇとにより当ヱ外ᅜの

学校教育における16ᖺの課⛬を修஢した者 

(5) ᡃがᅜにおいて、外ᅜの大学の課⛬(その修஢者が当ヱ外ᅜの学校教育における16ᖺの課⛬を

修஢したとࡉれるものに限る。)を᭷するものとして当ヱ外ᅜの学校教育ไᗘにおいて఩⨨付けら

れた教育施設であって、文㒊⛉学大⮧が別にᣦ定するものの当ヱ課⛬を修஢した者 

(6) ᑓ修学校のᑓ㛛課⛬(修業ᖺ限が4ᖺ以上であるࡇとその他の文㒊⛉学大⮧が定めるᇶ‽を‶た

すものに限る。)で文㒊⛉学大⮧が別にᣦ定するものを文㒊⛉学大⮧が定める日以後に修஢した者 

(7) 文㒊⛉学大⮧のᣦ定した者 

(8) 学校教育ἲ➨102᮲➨1㡯につ定する学ኈの学఩を᭷する者 

(9) 学校教育ἲ➨102᮲➨2㡯のつ定により他の大学の大学にᅾ学した者であって、ᮏ学大学㝔にお

いて、大学㝔における教育を受けるにࢃࡉࡩしい学ຊがあると認めた者 

(10) ᮏ学大学㝔において、ಶ別の入学㈨᱁ᑂᰝにより、大学を༞業した者とྠ等以上の学ຊがあ

ると認めた者で、22ṓに㐩した者 

2  ༤ኈ課⛬に入学するࡇとのでࡁる者は、次の各号のいࡎれ࠿にヱ当する者とする。 
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(1) 大学の་学、ṑ学又は修業ᖺ限が6ᖺの⸆学ⱝしࡃは⋇་学をᒚ修する課⛬を༞業した者 

(2) 外ᅜにおいて、学校教育における18ᖺの課⛬(᭱⤊の課⛬は、་学、ṑ学、⸆学又は⋇་学)を

修஢した者 

(3) 外ᅜの学校が行う通信教育における授業⛉目をᡃがᅜにおいてᒚ修するࡇとにより当ヱ外ᅜの

学校教育における18ᖺの課⛬(᭱⤊の課⛬は、་学、ṑ学、⸆学又は⋇་学)を修஢した者 

(4) ᡃがᅜにおいて、外ᅜの大学の課⛬(その修஢者が当ヱ外ᅜの学校教育における18ᖺの課⛬(᭱

⤊の課⛬は、་学、ṑ学、⸆学又は⋇་学)を修஢したとࡉれるものに限る。)を᭷するものとし

て当ヱ外ᅜの学校教育ไᗘにおいて఩⨨付けられた教育施設であって、文㒊⛉学大⮧が別にᣦ定

するものの当ヱ課⛬を修஢した者 

(5) 文㒊⛉学大⮧のᣦ定した者 

(6) 学校教育ἲ➨102᮲➨1㡯につ定する修ኈの学఩を᭷する者 

(7) 学校教育ἲ➨102᮲➨2㡯のつ定により他の大学にᅾ学した者であって、ᮏ学大学㝔において、

大学㝔における教育を受けるにࢃࡉࡩしい学ຊがあると認めた者 

(8) ᮏ学大学㝔において、ಶ別の入学㈨᱁ᑂᰝにより、大学を༞業した者とྠ等以上の学ຊがある

と認めた者で、24ṓに㐩した者 

（入学試験） 

➨㸯㸳᮲ 入学をᚿ願する者は、入学᳨定料30�000円を添えて、所定の入学願書及び必要書類をᣦ定

の期日までにᥦ出しなけれࡤならない。 

2  入学者の㑅ᢤ᫬期、㑅ᢤ᪉ἲ等は、別に定める。 

（入学手⥆） 

➨㸯㸴᮲ 入学をチྍࡉれた者は、所定の期日までに入学金その他の学⣡金を添えて、ㄋ⣙書をᥦ出

しなけれࡤならない。 

2  前㡯につ定する手⥆をྲྀらない者は、入学のチྍをྲྀりᾘすࡇとがある。 

（␃学） 

➨㸯㸵᮲ ᮏ大学㝔との༠定によるᅜ内外の大学㝔又はࡇれに┦当する教育研究ᶵ関に␃学しようと

する者は、研究⛉ጤဨ఍に願い出なけれࡤならない。 

2  休学するࡇとなࡃ␃学でࡁる期間は、原則として㸯ᖺとする。たࡔし、教育上必要と認めるとࡁ

は᭦に1ᖺ以内に限りᘏ㛗を認める。 

（休学） 

➨㸯㸶᮲ ⑌病その他やࡴをᚓない事⏤のため、3⟠᭶以上修学するࡇとがでࡁないとࡁは、所定の願

書に必要書類を添えて、学㛗に願い出て休学するࡇとがでࡁる。 

2  学㛗は、特に必要と認めた者には、休学を࿨ࡎるࡇとがある。 

3  休学の期間は、1ᖺを超えるࡇとはでࡁない。たࡔし、特にやࡴをᚓない事⏤があると認められる

とࡁは、᭦に1ᖺを限りᘏ㛗するࡇとがある。 

4  休学の期間は、➨6᮲➨3㡯の修業ᖺ限に⟬入しない。 

（᚟学） 

➨㸯㸷᮲ 休学期間の‶஢のとࡁ又は休学期間୰にその事⏤が๐ῶしたとࡁは、所定の᚟学願によ

り、学㛗のチྍをᚓて᚟学するࡇとがでࡁる。 

（㌿学） 

➨㸰㸮᮲ 他の大学㝔にᅾ学する者が、ᮏ大学㝔に㌿入学を願い出たとࡁは、Ḟဨある場合に限り、

㑅考のうえ、ࡇれをチྍするࡇとがある。 

2  学生が、他の大学㝔に㌿学しようとするとࡁは、所定の㌿学願により、学㛗のチྍを受けなけれ

 。ならないࡤ

（㏥学） 

➨㸰㸯᮲ ⑌病その他の事⏤により㏥学しようとするとࡁは、所定の㏥学願により、学㛗のチྍを受

けなけれࡤならない。 

（෌入学） 

➨㸰㸰᮲ 前᮲のつ定により㏥学した者で、㏥学後㸯ᖺ以内に෌び入学を願い出る者があるとࡁは、

Ḟဨのあるとࡁに限り考ᰝのうえ、ࡇれをチྍするࡇとがある。たࡔし、研究⛉ጤဨ఍が特に認め

たとࡁは、㏥学後㸯ᖺを超える者についても෌入学を認めるࡇとがある。 

2  考ᰝの᪉ἲ、授業⛉目のᒚ修その他必要な事㡯は、研究⛉ጤဨ఍が定める。 

➨㸵❶ 課⛬修஢及び学఩の授୚ 
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（課⛬修஢） 

➨㸰㸱᮲ ᮏ大学㝔の修ኈ課⛬の修஢は、次のとおりとする。 

(1) 所定の授業⛉目について、་学研究⛉では30༢఩以上、┳護学研究⛉では32༢఩以上修ᚓし、

つ、必要な研究ᣦᑟを受けたうえ、学఩ㄽ文をᥦ出して、そのᑂᰝ及び᭱⤊試験に合᱁しなけ࠿

れࡤならない。 

(2) ᅾ学期間に関しては、研究⛉に㸰ᖺ以上ᅾ学するࡇと。たࡔし、ඃれた研究業⦼をあࡆた者に

ついては、㸯ᖺ以上ᅾ学すれࡤ㊊りるものとする。 

2  ᮏ大学㝔の༤ኈ課⛬の修஢は、次のとおりとする。 

(1) 所定の授業⛉目について30༢఩以上修ᚓし、࠿つ、必要な研究ᣦᑟを受けたうえ、学఩ㄽ文を

ᥦ出して、そのᑂᰝ及び᭱⤊試験に合᱁しなけれࡤならない。 

(2) ᅾ学期間に関しては、研究⛉に4ᖺ以上ᅾ学するࡇと。たࡔし、ඃれた研究業⦼をあࡆた者に

ついては、3ᖺ以上ᅾ学すれࡤ㊊りるものとする。 

3  修஢᫬期は学期の区ศにᚑう。 

（学఩の授୚） 

➨㸰㸲᮲ 前᮲のつ定により課⛬を修஢した者には、次の学఩を授୚する。 

研究⛉࣭ᑓᨷ 学 ఩ 

་学研究⛉生物࣭་学研究⣔ᑓᨷ(༤ኈ課⛬) 

༤ኈ(་学) ་学研究⛉社఍་学研究⣔ᑓᨷ(༤ኈ課⛬) 

་学研究⛉臨床་学研究⣔ᑓᨷ(༤ኈ課⛬) 

་学研究⛉་⛉学ᑓᨷ 生体ᶵ⬟⛉学ศ㔝(修ኈ課⛬) 
修ኈ(་⛉学)又は修ኈ(臨

床᳨ᰝ学) 

་学研究⛉་⛉学ᑓᨷ 生体་ᕤ学ศ㔝(修ኈ課⛬) 
修ኈ(་⛉学)又は修ኈ(་

ᕤ学) 

་学研究⛉་⛉学ᑓᨷ 理学療ἲ学ศ㔝(修ኈ課⛬) 
修ኈ(་⛉学)又は修ኈ(理

学療ἲ学) 

┳護学研究⛉┳護学ᑓᨷ(修ኈ課⛬) 修ኈ(┳護学) 

2  大学㝔་学研究⛉༤ኈ課⛬の課⛬を⤒ない者で、学఩ㄽ文をᥦ出し、そのᑂᰝ及び試験に合᱁

し、前᮲に定める者とྠ等以上の学ຊがあると認められた者には、༤ኈ（་学）の学఩を授୚す

る。 

3  学఩に関する事㡯は、ᇸ⋢་⛉大学学఩つ則で定める。 

➨㸶❶ 㝖⡠及び㈹⨩ 

（㝖⡠） 

➨㸰㸳᮲ 次の各号の୍にヱ当する者は、㝖⡠する。 

(1) 故なࡃして㸱⟠᭶以上授業料その他の学㈝の⣡付をᛰり、╩ಁしてもなお⣡付しない者 

(2) ᅾ学の期間が、修ኈ課⛬にあっては㸲ᖺ、༤ኈ課⛬にあっては㸶ᖺを超える者 

(3) Ṛஸした者 

(4) 行᪉୙明の届出のあった者 

（⾲ᙲ） 

➨㸰㸴᮲ ඃれた研究業⦼をᣲࡆ、又は学生のᶍ⠊となる者があるとࡁは、学㛗は研究⛉ጤဨ఍のព

見を⫈いてࡇれを⾲ᙲするࡇとがある。 

（ᠬᡄ） 

➨㸰㸵᮲ 学生が、ᮏ学の教育᪉㔪に㐪⫼し、又は学生としてのᮏศにもとる行Ⅽのある者は、学㛗

は研究⛉ጤဨ఍のព見を⫈いてࡇれをᠬᡄする。 

2  ᠬᡄは、けࢇ㈐、೵学及び㏥学とする。 

（㏥学の要件） 

➨㸰㸶᮲ 前᮲の㏥学は、次の各号の୍にヱ当する者について行う。 

(1) ᛶ行୙Ⰻでᨵၿの見込みがないと認められる者 

(2) 正当の事⏤なࡃして出ᖍᖖでない者 
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(3) 学則に㐪⫼し、又はᮏ学の⛛ᗎを஘した者 

➨㸷❶ 学㈝ 

（学㈝） 

➨㸰㸷᮲ 入学金及び授業料は、次のとおりとする。 

(1) 入学金（入学᫬のみ）  300�000円 

(2) 授業料（ᖺ㢠）༤ኈ課⛬ 500�000円 

   授業料（ᖺ㢠）修ኈ課⛬ 700�000円 

(3) 施設設備㈝（ᖺ㢠）   200�000円 

2  ➨6᮲➨2㡯のつ定にᇶ࡙ࡁ、当ヱᶆ‽修業ᖺ限を超えて、୍定の期間にࢃたりィ⏬的にᒚ修して

課⛬を修஢するࡇとを認められた者(「㛗期ᒚ修生」という。)については、前㡯のつ定にࢃ࠿࠿ら

 。別に定める、ࡎ

（学㈝の⣡入） 

➨㸱㸮᮲ 授業料は、所定の期日までに⣡入しなけれࡤならない。たࡔし、願い出により㸰期にศ⣡

するࡇとがでࡁる。 

2  授業料は、休学又は೵学୰であってもᚩ཰する。 

3  ㏥学、㝖⡠又はᠬᡄ㏥学の場合における授業料は、その⣡期にᒓするศはࡇれをᚩ཰する。 

4  授業料を所定の期日までに⣡入しないとࡁは、授業への出ᖍ、ᅗ書の㜀ぴ、その他施設の利用を

認めない。 

5  学㈝の⣡入の᫬期その他⣽目については、別に定める。 

➨㸯㸮❶ 教ဨ⤌⧊ 

（教ဨ⤌⧊） 

➨㸱㸯᮲ 研究⛉における授業は、ᮏ学の大学㝔教ဨがᢸ当する。 

2  研究⛉における研究ᣦᑟは、ᮏ学のᣦᑟ教ဨがᢸ当する。 

3  大学㝔教ဨ及びᣦᑟ教ဨの㈨᱁要件については、別に定める。 

（研究⛉㛗） 

➨㸱㸰᮲ 各研究⛉に研究⛉㛗を⨨ࡃ。 

2  㑅考については、別に定める。 

➨㸯㸯❶ 運Ⴀ 

（大学㝔ጤဨ఍） 

➨㸱㸱᮲ ᮏ大学㝔に大学㝔ጤဨ఍を⨨ࡁ、次のጤဨをもって⤌⧊する。 

(1) 学㛗 

(2) 各研究⛉㛗 

(3) 学校ἲேᇸ⋢་⛉大学の理事ⱝᖸྡ 

(4) 各研究⛉࠿ら㑅出ࡉれた教ဨⱝᖸྡ 

(5) その他学㛗が必要と認め、大学㝔ጤဨ఍のᢎ認をᚓた者 

（大学㝔ጤဨ఍のᙺ割） 

➨㸱㸲᮲ 大学㝔ጤဨ఍のᙺ割は、次のとおりとする。 

(1) 各研究⛉の連⤡ㄪᩚに関する事㡯 

(2) 大学㝔と学㒊その他のᶵ関との連⤡ㄪᩚに関する事㡯 

(3) その他学㛗のㅎ問事㡯 

（大学㝔ጤဨ఍のᣍ㞟） 

➨㸱㸳᮲ 大学㝔ጤဨ఍は、学㛗がᣍ㞟し、その㆟㛗となる。 

2  学㛗に事故あるとࡁは、ጤဨのう࠿ࡕらあらࡌ࠿め学㛗のᣦྡする者が、その職ົを௦行する。 

（大学㝔ጤဨ఍の職ົ） 

➨㸱㸴᮲ ➨33᮲࠿ら前᮲までに定めるものの࠿࡯、大学㝔ጤဨ఍について必要な事㡯は、学㛗が定

める。 

（研究⛉ጤဨ఍） 

➨㸱㸵᮲ 各研究⛉に、研究⛉ጤဨ఍を⨨ࡃ。 

2  研究⛉ጤဨ఍の構ᡂဨ及び運Ⴀに関する事㡯は、別に定める。 

（研究⛉ጤဨ఍のᑂ㆟事㡯） 

➨㸱㸶᮲ 研究⛉ጤဨ఍は、学㛗が次に掲ࡆる事㡯についてỴ定を行うに当たりព見を㏙࡭るものと
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する。 

(1) 学生の入学、༞業及び課⛬の修஢ 

(2) 学఩の授୚ 

(3) 前஧号に掲ࡆるものの࠿࡯、教育研究に関する㔜要な事㡯で、研究⛉ጤဨ఍のព見を⫈ࡇࡃと

が必要なものとして学㛗が定めるもの 

2  研究⛉ጤဨ఍は、前㡯につ定するものの࠿࡯、学㛗及び研究⛉㛗（以ୗࡇの㡯において「学㛗

等」という。）がつࡉ࠿どる教育研究に関する事㡯についてᑂ㆟し、及び学㛗等のồめにᛂࡌ、ព

見を㏙࡭るࡇとがでࡁる。 

（研究⛉ጤဨ఍のᣍ㞟） 

➨㸱㸷᮲ 研究⛉ጤဨ఍は、研究⛉㛗がᣍ㞟し、その㆟㛗となる。 

2  研究⛉㛗に事故あるとࡁは、ጤဨのう࠿ࡕらあらࡌ࠿め研究⛉㛗がᣦྡする者が、その職ົを௦

行する。 

（研究⛉ጤဨ఍の職ົ） 

➨㸲㸮᮲ ➨37᮲࠿ら前᮲までに定めるものの࠿࡯、研究⛉ጤဨ఍について必要な事㡯は、研究⛉ጤ

ဨ఍が定める。 

➨㸯㸰❶ 特別研究学生、༠ຊ研究ဨ及び⛉目等ᒚ修生 

（特別研究学生） 

➨㸲㸯᮲ ᅜ内外の他の大学㝔࠿ら大学㝔学生の研究ᣦᑟの申入れがあったとࡁは、研究⛉ጤဨ఍の

ព見を⫈いて受け入れるࡇとがでࡁる。 

2  特別研究学生の受クつ則は、別に定める。 

（༠ຊ研究ဨ） 

➨㸲㸰᮲ බඹ又はẸ間のㅖᶵ関࠿ら学外研究者の研究ᣦᑟの申入れがあったとࡁは、研究⛉ጤဨ఍

の㆟を⤒て受け入れるࡇとがでࡁる。 

2  ༠ຊ研究ဨの受クつ則は、別に定める。 

（⛉目等ᒚ修生） 

➨㸲㸱᮲ ᮏ大学㝔の学生以外の者࠿らᮏ大学㝔が定める所定の授業⛉目のうࡕ、୍又は」数の授業

⛉目についてᒚ修の申入れがあったとࡁは、研究⛉ጤဨ఍のព見を⫈いて受け入れるࡇとがでࡁ

る。 

2  ⛉目等ᒚ修生の受クつ則は、別に定める。 

(大学㝔研究生) 

➨㸲㸲᮲ ᮏ大学㝔教ဨのᣦᑟを受け、特定のᑓ㛛事㡯を研究しようとする者があるとࡁは、研究⛉

ጤဨ఍のព見を⫈いて受け入れるࡇとがでࡁる。 

2  大学㝔研究生に関する事㡯は、別に定める。 

➨㸯㸱❶ ⿵則 

(⿵則) 

➨㸲㸳᮲ ࡇの学則に定めるものの࠿࡯、別ẁの定めがない限り、学㒊学生に関するつ定を‽用す

る。 

2  前㡯のつ定により、学㒊学生に関するつ定を‽用するに当たっては、㺀教授఍ⱝしࡃは教ဨ௦⾲者

఍㆟㺁とあるのは、㺀研究⛉ጤဨ఍㺁とㄞみ᭰えるものとする。 

㝃 則 

 。ら施行する࠿の学則は、᫛࿴53ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（᫛࿴57ᖺ4᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、᫛࿴57ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂඖᖺ4᭶1日） 

し、ᖹᡂඖᖺᗘ入学生については、ᨵ正後のつࡔら施行する。た࠿の学則は、ᖹᡂඖᖺ4᭶1日ࡇ  

定にࢃ࠿࠿らࡎ、前ᖺᗘの3᭶31日までに⣡入した入学金については、なおᚑ前の㢠による。 

㝃 則（ᖹᡂ3ᖺ9᭶27日） 
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 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ3ᖺ9᭶27日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ3ᖺ12᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ3ᖺ12᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ4ᖺ4᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ4ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ6ᖺ4᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ6ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ7ᖺ4᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ7ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ8ᖺ4᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ8ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ9ᖺ4᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ9ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ10ᖺ4᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ10ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ11ᖺ3᭶20日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ11ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ12ᖺ4᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ12ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ13ᖺ4᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ13ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ14ᖺ4᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ14ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ17ᖺ4᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ17ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ18ᖺ4᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ18ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ19ᖺ4᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ19ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ19ᖺ12᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ19ᖺ12᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ20ᖺ4᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ20ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ21ᖺ4᭶1日） 
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 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ21ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ22ᖺ4᭶1日） 

し、ᖹᡂ22ᖺ3᭶31日以前に入学した学生にಀるࡔら施行する。た࠿の学則は、ᖹᡂ22ᖺ4᭶1日ࡇ  

授業料等学⣡金の㢠は、ᨵ正後の学則➨29᮲のつ定にࢃ࠿࠿らࡎ、なおᚑ前の౛による。 

㝃 則（ᖹᡂ24ᖺ4᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ24ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ25ᖺ4᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ25ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則（ᖹᡂ26ᖺ4᭶1日） 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ26ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ27ᖺ3᭶20日) 

し、ᖹᡂ27ᖺ3᭶31日以前に入学した学生にಀるࡔら施行する。た࠿の学則は、ᖹᡂ27ᖺ4᭶1日ࡇ  

別⾲3の適用については、なおᚑ前の౛による。 

㝃 則(ᖹᡂ28ᖺ4᭶1日) 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ28ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ29ᖺ3᭶25日) 

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ29ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ30ᖺ3᭶24日)  

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ30ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ31ᖺ3᭶23日)  

 。ら施行する࠿の学則は、ᖹᡂ31ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(௧࿴ඖᖺ11᭶30日)  

 。ら施行する࠿の学則は、௧࿴2ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(௧࿴2ᖺ3᭶30日)   

 。ら施行する࠿の学則は、௧࿴2ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(௧࿴3ᖺ3᭶27日)  

 。ら施行する࠿の学則は、௧࿴3ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(௧࿴4ᖺ3᭶26日)   

 。ら施行する࠿の学則は、௧࿴4ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(௧࿴6ᖺ3᭶30日) 

 。ら施行する࠿の学則は、௧࿴6ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(௧࿴7ᖺ3᭶29日) 

 。ら施行する࠿の学則は、௧࿴7ᖺ4᭶1日ࡇ  
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ู⾲ �㸦➨ �� ᮲㛵ಀ㸧་Ꮫ◊✲⛉་⛉Ꮫᑓᨷ㸦ಟኈㄢ⛬㸧ᤵᴗ⛉┠ཬࡧ༢఩ᩘ

ඹ通⛉目

 ┠⛉ᚲಟࡣ┠⛉༳の۔

ಟ஢せ௳ �� ༢఩ 

授業⛉目ྡ 授業のᙧ式 ༢఩数 備考

 ་療ᨻ⟇学概ㄽ ㅮ⩏ 2

8 ༢఩

以上

 生࿨೔理学概ㄽ ㅮ⩏ 2

 㑇ఏ࢝࢘ンࣜࢭンࢢ学概ㄽ ㅮ⩏ 2

 行動⛉学概ㄽ ㅮ⩏ 2

 ⣽⬊生物学概ㄽ ㅮ⩏ 2

 ་療Ᏻ඲⟶理学概ㄽ ㅮ⩏ 2

 病理学概ㄽ ㅮ⩏ 2

 生体ᶵ⬟ᙧែ学概ㄽ ㅮ⩏ 2

ン་療学概ㄽࣙࢩーࢸࣜࣅࣁࣜ  ㅮ⩏ 2

 実験動物学概ㄽ ㅮ⩏ 2

 実用実験་学特別ㅮ⩏ ㅮ⩏ 2

 ⤫ィ᝟報ゎᯒ特ㄽ ㅮ⩏ 2

 ␿学᪉ἲ特ㄽ ㅮ⩏ 2

 ᭱᪂་学特別ㅮ⩏ ㅮ⩏ 2

 ⪁ᖺ学概ㄽ ㅮ⩏ 2

ᑓ㛛⛉目 

ศ㔝 授業⛉目ྡ 授業のᙧ式 ༢఩数 備考

生
体
ᶵ
⬟
⛉
学
ศ
㔝

་学特ㄽ࣒ࣀࢤ  ㅮ⩏ 2

必修をྵࡴ

22 ༢఩以上

 生体࣭病ែ་⛉学特ㄽ ㅮ⩏ 2

 生体ᶵ⬟⛉学特ㄽ ㅮ⩏ 2

 ᰤ㣴学特ㄽ ㅮ⩏ 2

 ⎔ቃ⾨生⛉学特ㄽ ㅮ⩏ 2

 ⎔ቃᚤ生物学特ㄽ ㅮ⩏ 2

 ⬻⛉学特ㄽ ㅮ⩏ 2

 ศᯒ་⛉学特ㄽ ㅮ⩏ 2

 臨床᳨ᰝ་学特ㄽ ㅮ⩏ 2

生体ศᏊᶵ⬟་⛉学₇習۔  ₇習 4

生体ศᏊᶵ⬟་⛉学特別研究۔  実験࣭実習 8

生
体
་
ᕤ
学
ศ
㔝

 ་療Ᏻ඲ᕤ学特ㄽ ㅮ⩏ 2

 生体ᶵ⬟௦行ᕤ学特ㄽ ㅮ⩏ 2

 生体ࢩス࣒ࢸᕤ学特ㄽ ㅮ⩏ 2

 生体信号処理特ㄽ ㅮ⩏ 2

 生体᝟報ィ 特ㄽ ㅮ⩏ 2

 ே間ᕤ学特ㄽ ㅮ⩏ 2

 ࣞーࢨー་ᕤ学特ㄽ ㅮ⩏ 2

 光ᛂ用ィ 特ㄽ ㅮ⩏ 2

生体་ᕤ学₇習۔  ₇習 4

生体་ᕤ学特別研究۔  実験࣭実習 8

理
学
療
ἲ
学
ศ
㔝

 理学療ἲ研究᪉ἲㄽ ㅮ⩏ 2

 ே体ᶵ⬟ᙧែ学特ㄽϨ ㅮ⩏ 2

 ே体ᶵ⬟ᙧែ学特ㄽϩ ㅮ⩏ 2

 ᚐ手理学療ἲ学特ㄽ ㅮ⩏ 2

 がࢇ理学療ἲ学特ㄽ ㅮ⩏ 2

 ண㜵理学療ἲ学特ㄽ ㅮ⩏ 2

 ➽㦵᱁理学療ἲ学特ㄽϨ(上⫥࣭⬨᳝） ㅮ⩏ 2

 ➽㦵᱁理学療ἲ学特ㄽϩ(ୗ⫥） ㅮ⩏ 2

 ⚄⤒理学療ἲ学特ㄽϨ ㅮ⩏ 2

 ⚄⤒理学療ἲ学特ㄽϩ ㅮ⩏ 2

 ス࣏ーࢶ理学療ἲ学特ㄽ ㅮ⩏ 1 

 ス࣏ーࢶ理学療ἲ学₇習 ₇習 1 

理学療ἲ学₇習۔  ₇習 4

理学療ἲ学特別研究۔  実験࣭実習 8
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ᇸ⋢་⛉኱Ꮫ኱Ꮫ㝔の┠ⓗ࡟㛵ࡿࡍつ๎ 

(ᖹᡂ21ᖺ11᭶13日ไ定) 

ᨵ正 ᖹᡂ25ᖺ 3᭶15日 

(㊃ ᪨) 

➨㸯᮲ ࡇのつ則は、ᇸ⋢་⛉大学大学㝔学則➨1᮲➨㸱㡯のつ定にᇶ࡙ࡁ、大学㝔の各研究⛉におࡃ

ᑓᨷࡈとのேᮦ㣴ᡂに関する目的その他の教育研究上の目的を定めるものとする。 

(各研究⛉ᑓᨷの目的) 

➨㸰᮲ 各研究⛉におࡃᑓᨷࡈとの目的は、次のとおりとする。 

(1) ་学研究⛉生物࣭་学研究⣔ᑓᨷ(༤ኈ課⛬)は、生物࣭་学研究ศ㔝に関する研究者として、

㧗ᗘで᭱先➃のᇶ♏的研究にᚑ事し、自❧して研究活動を行うに必要な研究⬟ຊ及びそのᇶ♏と

なる㇏࠿な学㆑を㣴うࡇとを目的とする。 

(2) ་学研究⛉社఍་学研究⣔ᑓᨷ(༤ኈ課⛬)は、社఍་学研究ศ㔝に関する研究者として、㧗ᗘ

で᭱先➃の社఍་学研究にᚑ事し、自❧して研究活動を行うに必要な研究⬟ຊ及びそのᇶ♏とな

る㇏࠿な学㆑を㣴うࡇとを目的とする。 

(3) ་学研究⛉臨床་学研究⣔ᑓᨷ(༤ኈ課⛬)は、臨床་学研究ศ㔝に関する研究者並びに職⬟ே

として、㧗ᗘで᭱先➃の臨床་学研究にᚑ事し、自❧して研究࣭་療活動を行うに必要な⬟ຊ及

びそのᇶ♏となる㇏࠿な学㆑を㣴うࡇとを目的とする。 

(4) ་学研究⛉་⛉学ᑓᨷ(修ኈ課⛬)は、་⛉学にಀࢃる様ࠎなศ㔝において、ᖜᗈࡃ῝い学㆑と

㧗い೔理観をᣢࡕ、学㝿的ศ㔝へもᑐᛂྍ⬟なᑓ㛛的研究⬟ຊ並びに༟越したᢏ⬟を᭷する㧗ᗘ

ᑓ㛛職者を育ᡂするࡇとを目的とする。 

(5) ┳護学研究⛉┳護学ᑓᨷ(修ኈ課⛬)は、⛉学的࣭研究的どⅬをもとにして、㧗い೔理観と㧗ᗘ

な研究⬟ຊ、実㊶⬟ຊ及びከ様なேࠎにᑐする生活支᥼⬟ຊを᭷する┳護職者を育ᡂし、ᆅᇦの

 。とを目的とするࡇにᛂえるࢬーࢽ࢔ࢣ

㝃 則 

 。ら施行する࠿のつ則は、ᖹᡂ22ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ25ᖺ3᭶15日) 

 。ら施行する࠿のつ則は、ᖹᡂ25ᖺ4᭶1日ࡇ  
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ᒚಟ࡟㛵ࡿࡍ஦㡯

  授業⛉目のᒚ修に当たっては、次の内ᐜを༑ศ理ゎのうえ、ᒚ修登録を行うࡇと。 

  

 㸯㸬ඹ通⛉目 

   ඹ通⛉目には┳護⟶理学等 13 の授業⛉目（ㅮ⩏）があり、ࡇのうࡕ各㡿ᇦでᣦ定ࡉれた⛉目

をྵࡴ 8 ༢఩以上を修ᚓする必要がある。 

 㸰㸬ᑓ㛛⛉目 

   各ศ㔝のྲྀᢅいは次のとおりである。 

  (1) 㧗ᗘ実㊶┳護学ศ㔝 

    㡿ᇦࡈとに特ㄽ(ㅮ⩏)、₇習、実習、特別研究(₇習)及び課題研究(₇習)がある。ࡇのう

ࡕ 20 ༢఩以上を修ᚓしなけれࡤならない。たࡔし課題研究を㑅ᢥする者は┳護学実習 6 ༢఩

が必修となる。 

  (2) 生活支᥼┳護学ศ㔝 

    㡿ᇦࡈとに特ㄽ(ㅮ⩏)、₇習、実習、特別研究(₇習)がある。ࡇのうࡕ当ヱ㡿ᇦで 20 ༢఩

以上を修ᚓしなけれࡤならない。 

 㸱㸬修஢要件 

   以上のศ㔝ࡈとの各⛉目のྲྀᚓ要件を‶たし、合ィ 32 ༢఩以上を修ᚓして、必要な研究ᣦ 

ᑟを受けたうえ、学఩ㄽ文をᥦ出して、そのᑂᰝ及び᭱⤊試験に合᱁しなけれࡤならない。 

    

㸲㸬学఩の授୚ 

   ᭱⤊試験に合᱁した者には修ኈ(┳護学)の学఩が୚えられる。(学఩つ則参↷) 

 㸳㸬コースไ 

   㧗ᗘ実㊶┳護学ศ㔝には、ㄽ文コースと実㊶コースがあり、ㄽ文コースでは特別研究を㑅ᢥ

し、実㊶コースでは課題研究と┳護学実習を㑅ᢥしなけれࡤならない。 

   なお生活支᥼┳護学ศ㔝はㄽ文コースࡔけとなる。 

 㸴㸬ᒚ修ࣔࢹル 

   授業⛉目のᒚ修౛について、୍⯡学生と㛗期ᒚ修生、各ศ㔝、各㡿ᇦ、コースࡈとのᒚ修ࣔ

ら࠿ル㸯ࢹルについて、ᒚ修ࣔࢹ 3 までの౛を示している。(ᒚ修ࣔࢹル参↷) 

 㸵㸬㛗期ᒚ修生  

   修ኈ課⛬のᶆ‽修業ᖺ限は 2 ᖺであるが、職業を᭷し就業しているなどのため、ᶆ‽修業ᖺ

限内では修学がᅔ㞴な学生について、修業ᖺ限を 3 ᖺとして修学を認めるものである。ࡇのไ

ᗘを活用する場合は、届出が必要となる。 (㛗期ᒚ修生ไᗘ参↷) 

 㸶㸬ᒚ修登録 

ᣦᑟ教ဨと┦ㄯしてᒚ修⛉目を㑅ᢥし、ᒚ修届をᥦ出するࡇと。なおᒚ修届には、ᣦᑟ教ဨ

が☜認及びᢲ印したものを届出るࡇと。 

 㸷㸬⛉目等ᒚ修生 

⛉目等ᒚ修生を希望する場合には、⛉目等ᒚ修生受クつ則を参↷するࡇと。 
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ᇸ⋢་⛉኱Ꮫ኱Ꮫ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉ᒚಟせ㡿 

(㊃᪨) 
➨ � ᮲ ᇸ⋢་⛉大学┳護学研究⛉の大学㝔学生(以ୗ「学生」という。)の授業⛉目のᒚ修᪉ἲ

については、学則に定めるもののࡇ࠿࡯のᒚ修要㡿による。

(ᒚ修⛉目等) 
➨ � ᮲ 学生は、入学試験において㑅ᢥしたศ㔝、㡿ᇦの⛉目⩌（以ୗ、୺⛉目⩌という。）を

୰ᚰに㑅ᢥし、ᒚ修するものとする。

2 学生は、┳護学研究⛉ጤဨ఍でỴ定ࡉれた研究ᣦᑟに㈐௵をもつ者(以ୗ「ᣦᑟ教ဨ」という。) 
のᣦᑟとᣦ示にᇶ࡙ࡁసᡂしたᒚ修ィ⏬にᚑい、授業⛉目をᒚ修するものとする。

(ᒚ修᪉ἲ）

➨ � ᮲ 学生は、ᣦᑟ教ဨのᣦ示にᇶ࡙ࡁ、次に掲ࡆる授業⛉目をᒚ修し、合ࡏࢃて 32 ༢఩以

上を修ᚓしなけれࡤならない。

2 ඹ通⛉目は、ᣦ定ࡉれた授業⛉目をྵࡴ 8 ༢఩以上

3 ᑓ㛛⛉目は、当ヱ㡿ᇦ 20 ༢఩以上

4 ㅮ⩏⛉目は 1 ༢఩ 15 ᫬間、₇習⛉目は 1 ༢఩ 30 ᫬間、実習⛉目は 1 ༢఩ 45 ᫬間とする。

(他の研究⛉の授業⛉目のᒚ修) 
➨㸲᮲ ᣦᑟ教ဨが必要と認めて、他の研究⛉の授業⛉目を㑅ᢥᒚ修ࡏࡉた場合は、その⛉目を

ᒚ修༢఩として認定するࡇとがでࡁる。たࡔし前᮲➨ 1 㡯の 32 ༢఩にはྵめない。

(入学前の᪤修ᚓ༢఩等の認定) 
➨５᮲ 教育上᭷┈と認めるとࡁは、学生がᮏ学に入学前に大学㝔においてᒚ修した授業⛉目に

ついて修ᚓした༢఩を、15 ༢఩を超えない⠊ᅖでᮏ学に入学した後のᮏ研究⛉における授業⛉

目のᒚ修により修ᚓしたものとみなすࡇとがでࡁる。

2 教育上᭷┈と認めるとࡁには、学生がᮏ学に入学する前に行った前㡯につ定する学修を、別

に定めるとࢁࡇにより、ᮏ学における授業⛉目のᒚ修とみなし、༢఩を୚えるࡇとがでࡁる。

(ᒚ修届) 
➨㸴᮲ 学生は、学ᖺጞめにᒚ修しようとする⛉目について、ᣦᑟ教ဨの☜認をᚓたうえで所定

の期日までにᒚ修届を研究⛉㛗にᥦ出しなけれࡤならない。

(ᡂ⦼のホ౯) 
➨㸵᮲ ᡂ⦼のホ౯は、ẖ学期ࡈとに➹グ試験等により行う。

2 授業⛉目のᡂ⦼ホ౯は、A㸬B㸬C㸬D をもってホ౯し、A㸬B 及び C を合᱁とし、D を୙合

 ᱁とする。

3 学఩ㄽ文及び᭱⤊試験のᡂ⦼は、合࣭ྰをもってホ౯し、合を合᱁、ྰを୙合᱁とする。   

4 病Ẽその他やࡴをᚓない事⏤によりᡂ⦼ホ౯を受けるࡇとがでࡁな࠿った者は、願い出によ

り⛉目㈐௵者のᣦ定する᪉ἲによりホ౯を受けるࡇとがでࡁる。

(༢఩の授୚) 
➨㸶᮲ 前᮲➨ 2 㡯のᡂ⦼ホ౯により合᱁した授業⛉目には、所定の༢఩を୚える。

(୺⛉目⩌のኚ᭦) 
➨㸷᮲ 㑅ᢥした㡿ᇦのኚ᭦は、原則として認めない。特別の事᝟がある場合に限り、研究⛉ጤ

ဨ఍の㆟を⤒て、チྍするࡇとがある。たࡔし、ኚ᭦先の㡿ᇦの⛉目を඲てᒚ修しなけれࡤな

らない。
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のつ則は、ᖹᡂࡇ 22 ᖺ 4 ᭶ 1 日࠿ら施行する。

のつ則は、௧࿴ඖᖺࡇ 6 ᭶ 27 日࠿ら施行する。

のつ則は、௧࿴ࡇ 2 ᖺ 7 ᭶ 30 日࠿ら施行する。

のつ則は、௧࿴ࡇ 4 ᖺ 2 ᭶ 24 日࠿ら施行する。
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ᇸ⋢་⛉኱ᏛᏛ఩つ๎ 

(᫛࿴53ᖺ 3᭶24日ไ定) 

ᨵ正 ᖹᡂ 8ᖺ 4᭶ 1日 ᖹᡂ12ᖺ 4᭶ 1日 

ᖹᡂ13ᖺ 4᭶ 1日 ᖹᡂ18ᖺ 4᭶ 1日 

ᖹᡂ18ᖺ11᭶20日 ᖹᡂ19ᖺ 4᭶ 1日 

ᖹᡂ22ᖺ 4᭶ 1日 ᖹᡂ23ᖺ11᭶18日 

ᖹᡂ24ᖺ 5᭶21日 ᖹᡂ25ᖺ 3᭶15日 

ᖹᡂ26ᖺ 3᭶12日 ᖹᡂ27ᖺ 3᭶12日 

ᖹᡂ27ᖺ11᭶20日ᖹᡂ29ᖺ11᭶17日      

ᖹᡂ31ᖺ 3᭶15日 ௧࿴ 2ᖺ 3᭶24日 

(㊃᪨) 

➨㸯᮲ ࡇのつ則は、学఩つ則(᫛࿴28ᖺ文㒊省௧➨9号。)➨13᮲のつ定にᇶ࡙ࡁ、ᇸ⋢་⛉大学(以

ୗ「ᮏ学」という。)において授୚する学఩に関し必要な事㡯を定めるものとする。 

(学఩の✀類) 

➨㸰᮲ ᮏ学において授୚する学఩は、学ኈ、修ኈ及び༤ኈとする。 

(学఩授୚の要件) 

➨㸱᮲ 次の各号のいࡎれ࠿にヱ当する者には、学఩を授୚する。 

(1) 学ኈの学఩は、ᮏ学学㒊を༞業した者 

(2) 修ኈの学఩は、ᮏ学大学㝔の修ኈ課⛬を修஢した者 

(3) ༤ኈの学఩は、ᮏ学大学㝔の༤ኈ課⛬を修஢した者 

(4) 前号につ定するものの࠿࡯、ᮏ学に学఩ㄽ文をᥦ出してそのᑂᰝに合᱁し、࠿つ、ᑓᨷ学⾡に

関しᮏ学大学㝔༤ኈ課⛬の修஢者とྠ等以上の学ຊを᭷するࡇとが☜認ࡉれた者には༤ኈの学఩

を授୚するࡇとがでࡁるࡇと。 

2  前㡯のつ定により学఩を授୚するに当たっては、別⾲に掲ࡆる区ศにより、ᑓᨷศ㔝のྡ⛠を付

グするものとする。 

(学఩ㄽ文ᥦ出の㈨᱁) 

➨㸲᮲ 修ኈ課⛬又は༤ኈ課⛬の学生が、修ኈ又は༤ኈの学఩ㄽ文(以ୗ「学఩ㄽ文」という。)をᥦ

出するためには、所定の༢఩等を修ᚓし、学఩ㄽ文の୺題及びその研究ィ⏬書を当ヱᣦᑟ教ဨにᥦ

出し、そのᢎ認を受けなけれࡤならない。 

2  前᮲➨1㡯➨4号のつ定によりᮏ学に学఩ㄽ文をᥦ出するࡇとのでࡁる者は、༞業͌修஢した課⛬に

ᛂࡌた研究Ṕがなけれࡤならない。なお、研究Ṕ期間等については、別に定める。 

(学఩ㄽ文のᥦ出) 

➨㸳᮲ ᮏ学大学㝔の修ኈ課⛬に1ᖺ以上ᅾ学し、所定の⛉目について་学研究⛉にあっては30༢఩以

上、┳護学研究⛉にあっては32༢఩以上をྲྀᚓした者は、学఩ㄽ文ᑂᰝ願により学఩ㄽ文をᥦ出す

るࡇとがでࡁる。 

2  ᮏ学大学㝔の༤ኈ課⛬に3ᖺ以上ᅾ学し、所定の⛉目について30༢఩以上をྲྀᚓした者は、学఩ㄽ

文ᑂᰝ願(様式➨㸯号)により学఩ㄽ文をᥦ出するࡇとがでࡁる。 

3  学఩ㄽ文は、ᅾ学期間୰にᥦ出するものとし、その期日は研究⛉ጤဨ఍において別に定める。 

4  ᮏ学大学㝔の༤ኈ課⛬に4ᖺ以上ᅾ学し、所定の༢఩を修ᚓし、必要な研究ᣦᑟを受けたのみで㏥

学した者が学఩を申請する場合は、➨3᮲➨1㡯➨4号のつ定のヱ当者としてྲྀりᢅう。 

(༤ኈの学఩授୚の申請) 

➨㸴᮲ ➨3᮲➨1㡯➨4号のつ定により༤ኈの学఩の授୚を申請する者は、学఩申請書に、学఩ㄽ文、

ᒚṔ書及び学఩ㄽ文ᑂᰝ手数料(以ୗ「ᑂᰝ手数料」という。)を添えて研究⛉㛗を⤒て学㛗にᥦ出

するものとする。 

2  学఩ㄽ文のᥦ出は、次の各号に掲ࡆるとおりとする。 

(1) ୺ㄽ文1⦅とし、他に参考ㄽ文を添えるࡇとがでࡁるࡇと。ࡇの場合において、ㄽ文目録を付

すものとする。 

(2) ᑂᰝのため必要があるとࡁは、研究Ṕ証明書の関ಀ㈨料をᥦ出ࡏࡉるࡇとがあるࡇと。 

(ᑂᰝ手数料) 

➨㸵᮲ ᑂᰝ手数料は、次の各号に掲ࡆるとおりとする。 

(1) ➨5᮲➨2㡯のつ定により申請する場合 30�000円 
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(2) 前᮲➨1㡯のつ定により申請する場合 200�000円 

(学఩ㄽ文及びᑂᰝ手数料の㏉付) 

➨㸶᮲ いったࢇ受理した学఩ㄽ文及び⣡入したᑂᰝ手数料は、い࠿なる事⏤があっても㏉༷しな

い。 

(学఩ㄽ文のᑂᰝ) 

➨㸷᮲ ➨5᮲➨1㡯及び➨2㡯又は➨6᮲➨1㡯のつ定によりᥦ出ࡉれた学఩ㄽ文を受理したとࡁは、学

㛗は研究⛉ጤဨ఍にそのᑂᰝを付クする。 

(ᑂᰝጤဨ఍) 

➨㸯㸮᮲ ᑂᰝጤဨ఍は、研究⛉ጤဨ఍がᣦྡするጤဨをもって構ᡂする。 

2  ᑂᰝጤဨ఍は、༤ኈ課⛬にあっては4ྡ以上、修ኈ課⛬にあっては3ྡ以上とする。 

3  ᑂᰝの୺ᰝは、ᑂᰝጤဨのう࠿ࡕら研究⛉ጤဨ఍がᣦྡする者をもって඘てる。 

(学఩ㄽ文のᑂᰝ及び学ຊの☜認等) 

➨㸯㸯᮲ ᑂᰝጤဨ఍は、次の各号に定めるとࢁࡇにより学఩ㄽ文のᑂᰝ、᭱⤊試験及び学ຊの☜認

を行う。 

(1) ᭱⤊試験は学఩ㄽ文を୰ᚰとして、ཱྀ⟅又は➹⟅試問によって行うࡇと。 

(2) ➨6᮲➨1㡯のつ定により学఩ㄽ文をᥦ出した者のㄽ文ᑂᰝについては前号とྠ୍の᪉ἲによる

ものとし、᭦に学ຊの☜認のための試問を行うࡇと。ࡇの場合において、外ᅜ語を課すものとす

る。たࡔし、་学研究⛉に所定のᖺ限以上ᅾ学し、所定の༢఩を修ᚓした者については、学ຊ☜

認のための試問をච㝖するࡇとがある。 

2  ᑂᰝጤဨ఍は、ᑂᰝの⤖ᯝを研究⛉ጤဨ఍に報告する。 

3  研究⛉ጤဨ఍は、ᑂᰝについて必要があるとࡁは、他の大学の大学㝔等の教ဨ等の༠ຊをᚓるࡇ

とがでࡁる。 

4  前3㡯に定めるものの࠿࡯、必要な事㡯については、別に定める。 

(学఩ㄽ文のᑂᰝ期限) 

➨㸯㸰᮲ ᑂᰝጤဨ఍は、➨5᮲➨1㡯又は➨2㡯のつ定にಀる者については、ᅾ学期間୰にᑂᰝを⤊஢

するものとする。 

2  ᑂᰝጤဨ఍は、➨5᮲➨4㡯又は➨6᮲➨1㡯のつ定にಀる者についてはㄽ文のᑂᰝをጤკࡉれて࠿

ら1ᖺ以内にᑂᰝ及び試験を⤊஢するものとする。たࡔし、特別の事⏤があるとࡁは、研究⛉ጤဨ఍

のព見を⫈いて学㛗がその期間を1ᖺ以内に限りᘏ㛗するࡇとがでࡁる。 

(ุ定) 

➨㸯㸱᮲ 研究⛉ጤဨ఍は、➨11᮲➨2㡯のつ定による報告にᇶ࡙ࡁ、学㛗がỴ定するに当たり学఩ㄽ

文のᑂᰝ、学ຊの☜認及び試験の合ྰを㆟Ỵする。 

2  前㡯の㆟Ỵに当たっては、研究⛉ጤဨ఍の3ศの2以上の出ᖍを要し、出ᖍጤဨの3ศの2以上のྠ

ពを要する。 

3  前㡯の㆟Ỵは、↓グྡᢞ⚊をもって行う。 

(学఩の授୚) 

➨㸯㸲᮲ 学㛗は、ᇸ⋢་⛉大学学則➨15᮲及び➨16᮲のつ定により༞業した者並びに前᮲の㆟Ỵに

より課⛬を修஢した者及びㄽ文ᑂᰝに合᱁した者にᑐし、学఩グにより学఩を授୚し、学఩を授୚

でࡁない者にはその᪨通▱する。 

(ㄽ文要᪨のබ⾲) 

➨㸯㸳᮲ 学㛗は、༤ኈの学఩を授୚したとࡁ、当ヱ༤ኈの学఩を授୚した日࠿ら3᭶以内に、当ヱ༤

ኈの学఩の授୚にಀるㄽ文の内ᐜの要᪨及びㄽ文ᑂᰝの⤖ᯝの要᪨をインࢱーࢵࢿトの利用により

බ⾲するものとする。 

(学఩ㄽ文のබ⾲) 

➨㸯㸴᮲ ༤ኈの学఩を授୚ࡉれた者は、授୚ࡉれた日࠿ら1ᖺ以内に、当ヱ༤ኈの学఩の授୚にಀる

ㄽ文の඲文をබ⾲するものとする。たࡔし、当ヱ༤ኈの学఩を授୚ࡉれる前に᪤にබ⾲したとࡁ

は、ࡇの限りでない。 

2  前㡯のつ定にࢃ࠿࠿らࡎ、༤ኈの学఩を授୚ࡉれた者は、やࡴをᚓない事⏤がある場合には、ᮏ

学のᢎ認を受けて、当ヱ༤ኈの学఩の授୚にಀるㄽ文の඲文に௦えてその内ᐜを要⣙したものをබ

⾲するࡇとがでࡁる。ࡇの場合において、ᮏ学はそのㄽ文の඲文をồめにᛂࡌて㜀ぴに౪するもの

とする。 

3  ༤ኈの学఩を授୚ࡉれた者が行う前஧㡯のつ定によるබ⾲は、ᮏ学の༠ຊをᚓて、インࢱーࢵࢿ

トの利用により行うものとする。 

ʵ����ʵ



(༤ኈの学఩のྡ⛠) 

➨㸯㸵᮲ ༤ኈの学఩の授୚を受けた者が学఩のྡ⛠を用いるとࡁは、当ヱ学఩ྡのୗに、「ᇸ⋢་

⛉大学」と大学ྡを付グするものとする。 

(学఩のྲྀᾘし) 

➨㸯㸶᮲ ᮏ学において学఩の授୚を受けた者が次の各号の୍にヱ当する場合は、学㛗は関ಀ学㒊の

教授఍又は研究⛉ጤဨ఍のព見を⫈いて、᪤に授୚した学఩をྲྀりᾘし、学఩グを㏉付࠿、ࡏࡉ

つ、その᪨をබ⾲するものとする。 

(1) ୙正の᪉ἲによって学఩を受けた事実がุ明した場合 

(2) ྡ㄃をởす行Ⅽがあると認められた場合 

2  学㒊教授఍又は研究⛉ጤဨ఍において、前㡯の㆟Ỵを行う場合は、➨13᮲➨2㡯のつ定を‽用す

る。 

(学఩グの෌交付) 

➨㸯㸷᮲ 学఩グの෌交付を受けようとする者は、理⏤を明グして、学㛗に申請しなけれࡤならな

い。 

(登録及び報告) 

➨㸰㸮᮲ ᮏ学において༤ኈの学఩を授୚したとࡁは、学㛗は学఩⡙に登録し、ేࡏて3࠿᭶以内に学

఩(༤ኈ)授୚報告書により文㒊⛉学大⮧に報告するものとする。 

(学఩グ等の様式) 

➨㸰㸯᮲ 学఩グ及び学఩授୚申請関ಀ書類等の様式については、別に定める。 

㝃 則 

 。ら施行する࠿のつ則は、᫛࿴56ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ8ᖺ4᭶1日) 

 。ら施行する࠿のつ則は、ᖹᡂ8ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ12ᖺ4᭶1日) 

 。ら施行する࠿のつ則は、ᖹᡂ12ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ13ᖺ4᭶1日) 

 。ら施行する࠿のつ則は、ᖹᡂ13ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ18ᖺ4᭶1日) 

 。ら施行する࠿のつ則は、ᖹᡂ18ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ18ᖺ11᭶20日) 

 。ら施行する࠿のつ則は、ᖹᡂ18ᖺ11᭶20日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ19ᖺ3᭶19日) 

 。ら施行する࠿のつ則は、ᖹᡂ19ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ21ᖺ11᭶13日) 

 。ら施行する࠿のつ則は、ᖹᡂ22ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ23ᖺ11᭶18日) 

 。ら施行する࠿のつ則は、ᖹᡂ23ᖺ11᭶18日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ24ᖺ5᭶21日) 

 。ら適用する࠿ら施行し、ᖹᡂ24ᖺ3᭶31日࠿のつ則は、ᖹᡂ24ᖺ5᭶21日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ25ᖺ3᭶15日) 
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 。ら施行する࠿のつ則は、ᖹᡂ25ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ26ᖺ3᭶12日) 

 。ら施行する࠿のつ則は、ᖹᡂ26ᖺ3᭶12日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ27ᖺ3᭶12日) 

ら施行する。なお、ᖹᡂ27ᖺ3᭶31日以前に入学した学生にಀる別࠿のつ則は、ᖹᡂ27ᖺ4᭶1日ࡇ  

⾲(学఩及びᑓᨷศ㔝のྡ⛠)の適用については、ᚑ前の౛による。 

㝃 則(ᖹᡂ27ᖺ11᭶20日) 

 。ら施行する࠿のつ則は、ᖹᡂ27ᖺ11᭶20日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ29ᖺ11᭶17日)  

 。ら施行する࠿のつ則は、ᖹᡂ30ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(ᖹᡂ31ᖺ3᭶15日)   

 。ら施行する࠿のつ則は、ᖹᡂ31ᖺ4᭶1日ࡇ  

㝃 則(௧࿴2ᖺ3᭶24日)  

 。ら施行する࠿のつ則は、௧࿴2ᖺ4᭶1日ࡇ  
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ᇸ⋢་⛉኱ᏛᏛ఩つ๎のࡕ࠺ಟኈ࡟㛵ࡿࡍ㐠⏝⣽๎ 

 (௧࿴7ᖺ10᭶24日ไ定) 

(㊃᪨) 

➨㸯᮲ ᇸ⋢་⛉大学(以ୗ「ᮏ学」という。)における修ኈの学఩(་⛉学、臨床᳨ᰝ学、་ᕤ学、理

学療ἲ学、┳護学。以ୗ「学఩」という。)の運用については、ᇸ⋢་⛉大学学఩つ則(᫛࿴53ᖺ3᭶

24日ไ定。以ୗ「つ則」という。)に定めるもののࡇ、࠿࡯の⣽則の定めるとࢁࡇによる。 

(学఩授୚の要件) 

➨㸰᮲ 学఩は、つ則➨3᮲➨1㡯➨2号につ定する区ศにより、ᇸ⋢་⛉大学大学㝔་学研究⛉修ኈ課

⛬又はᇸ⋢་⛉大学大学㝔┳護学研究⛉修ኈ課⛬(以ୗ「修ኈ課⛬」と⥲⛠する。)において所定の

༢఩を修ᚓし、学఩申請ㄽ文のᑂᰝ及び᭱⤊試験に合᱁した者に授୚する。 

(学఩申請ㄽ文) 

➨㸱᮲ 学఩申請ㄽ文は༢ⴭㄽ文とし、原ⴭㄽ文としてྲྀりᢅࢃないものとする。 

2  学఩申請ㄽ文は、次の各号に掲ࡆるいࡎれの要件を‶たࡉなけれࡤならない。 

(1) 学఩申請ㄽ文の研究内ᐜ又はㄽ文సᡂにᮏ学の大学㝔ᣦᑟ教ဨが、次のいࡎれ࠿の要件に関୚

し、࠿つ、当ヱ研究を୺として実施した施設の೔理ᑂᰝ申請書及び研究ィ⏬書に、申請者及びᣦ

ᑟ教ဨのẶྡがグ㍕ࡉれているࡇと。 

 。とࡇれているࡉ学఩申請ㄽ文のㅰ㎡にẶྡがグ㍕ ࢔

イ 当ヱ研究に関୚しているࡇとが証明で࠿、ࡁつ、所定の書類をᥦ出し、ᇸ⋢་⛉大学大学㝔

་学研究⛉修ኈ課⛬運Ⴀጤဨ఍又はᇸ⋢་⛉大学大学㝔┳護学研究⛉修ኈ課⛬運Ⴀጤဨ఍(以ୗ

「修ኈ課⛬運Ⴀጤဨ఍」と⥲⛠する。)が認めたものであるࡇと。 

(2) 申請者の所ᒓにᮏ学のྡ⛠がグ㍕ࡉれているࡇと。 

3  学఩授୚の申請に当たっては、修ኈ課⛬での研究ᡂᯝを報告するものとする。 

4  学఩ㄽ文のᑂᰝは、」数ᅇ࠿つᑂᰝ㡯目にᇶ࡙いてཝᐦに行ࢃれ、┦当の期間を要するࡇとがで

 。るࡁ

5  学఩申請ㄽ文には、ேをᑐ㇟とする生࿨⛉学࣭་学⣔研究に関する೔理ᣦ㔪(ᖹᡂ3ᖺ文㒊⛉学

省࣭ཌ生ປാ省࣭⤒῭⏘業省告示➨1号)、研究ᶵ関等における動物実験等の実施に関するᇶᮏᣦ㔪

(ᖹᡂ18ᖺ文㒊⛉学省告示➨71号)その他研究の実施に当たり必要なἲ௧及びᣦ㔪にᇶ࡙ࡁ適正な手

⥆を⤒ているࡇとをグ㍕するものとする。 

6  前各㡯に定めるものの࠿࡯、学఩申請ㄽ文に関し必要な⣽目については、学఩申請ㄽ文సᡂの手

引(修ኈ課⛬運Ⴀጤဨ఍సᡂ)の定めるとࢁࡇによる。 

(ᑂᰝጤဨの㑅出) 

➨㸲᮲ つ則➨10᮲のᑂᰝጤဨ఍は、原則として୺ᰝ1ྡ及び๪ᰝ2ྡのィ3ྡのᑂᰝጤဨ(以ୗ「ᑂᰝ

ጤဨ」という。)をもって⤌⧊する。 

2  ᑂᰝጤဨの㑅出は、次の各号に掲ࡆるとおりとする。 

(1) ௦⾲ᣦᑟ教ဨは、大学㝔にᒓする教ဨのう࠿ࡕらೃ⿵者をᣦྡし、修ኈ課⛬運Ⴀጤဨ఍に᥎⸀

するࡇと。 

(2) 申請者のㄽ文ᣦᑟを行ったᣦᑟ教ဨは、原則としてᑂᰝጤဨになるࡇとがでࡁないࡇと。たࡔ

し、正当な理⏤があると認められる場合は、ࡇの限りでない。 

(3) ་学研究⛉修ኈ課⛬にあっては、原則として୺ᰝ及び๪ᰝの各1ྡは申請者のᒓする大学㝔ᇶ

ᮏ学⛉の教ဨとし、他の๪ᰝ1ྡは当ヱ申請者がᒓࡉない大学㝔ᇶᮏ学⛉の教ဨ࠿ら㑅出するࡇ

と。たࡔし、正当な理⏤があると認められる場合は、ࡇの限りでない。 

(4) 修ኈ課⛬運Ⴀጤဨ఍は、᥎⸀ࡉれたᑂᰝጤဨೃ⿵者を参考に、ᑂᰝጤဨ(୺ᰝ及び๪ᰝ)を㑅出

し、ᇸ⋢་⛉大学大学㝔་学研究⛉ጤဨ఍又はᇸ⋢་⛉大学大学㝔┳護学研究⛉ጤဨ఍(以ୗ「研

究⛉ጤဨ఍」と⥲⛠する。)にその᪨を報告するࡇと。 

(5) 当ヱ研究⛉ጤဨ఍は、報告ࡉれたᑂᰝጤဨについてព見を⫈いてỴ定するࡇと。 

(ᑂᰝጤဨ఍でのᑂᰝ㡯目) 

➨㸳᮲ ᑂᰝጤဨ఍でのᑂᰝ㡯目は、次の各号に掲ࡆるとおりとする。 

(1) 研究⫼ᬒの理ゎᗘ 

研究ࢸー࣐の⫼ᬒについて正しࡃ理ゎし、そのศ㔝の先行研究にᑐして、⢭☜なㄞゎ及び的☜

なホ౯が行ࢃれている࠿その適ྰ 

(2) 研究ࢸー࣐のጇ当ᛶ 
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研究⫼ᬒにᇶ࡙ࡁ、どのような問題ព㆑で研究ࢸー࣐を設定した࠿を༑ศに説明でࡁる࠿その

適ྰ 

(3) 研究手ἲのጇ当ᛶ 

研究ࢸー࣐の᥈ồのための᪉ἲㄽについて正しࡃ理ゎし、その⤖ᯝ、適ษな理ㄽ、実験、ㄪᰝ

又は᝟報཰㞟を行っている࠿その適ྰ 

(4) 研究の೔理ᛶ 

研究の೔理に関して研究ィ⏬とㄽ文内ᐜが୍⮴しているࡇと。また、特定୙正行Ⅽ(ᤐ㐀࣭ᨵࡊ

 その適ྰ࠿れていないࢃ用)その他の୙正行Ⅽ(஧㔜ᢞ✏等)が行┐࣭ࢇ

(5) ㄽ文のㄽ理ᛶ 

ㄽ文のグ㏙(ᮏ文、ᅗ⾲、引用文⊩等)が༑ศ࠿つ適ษであり、㤳ᑿ୍㈏したㄽ理構ᡂになって

おり、ㄽ理的に明☜な⤖ㄽがᑟ࠿れている࠿その適ྰ 

(6) ㄽ文の学⾡的ព⩏ 

当ヱ研究㡿ᇦの理ㄽ的見ᆅ又は実証的見ᆅに加え、ᅜ㝿学⾡Ỉ‽及び学㝿的観Ⅼ࠿らみて⊂自

の౯್を᭷するものとなっている࠿その適ྰ 

(7) 申請者の学㆑࣭㆑見 

研究ࢸー࣐について、その研究のᑗ᮶のᒎ望を༑ศに説明でࡁ、ᑂᰝጤဨ఍における㉁問にᑐ

して、適ษにᅇ⟅するࡇとがでࡁる࠿その適ྰ 

(学఩ㄽ文のᅗ書㤋へのᥦ౪) 

➨㸴᮲ 修ኈの学఩を授୚ࡉれた者は、ᮏ学の日㧗キャンパスศ㤋ᅗ書㤋及び川角キャンパスศ㤋ᅗ

書㤋(以ୗ「ᅗ書㤋」と⥲⛠する。)での配ᯫのために当ヱ学఩ㄽ文を〇ᮏし、ᅗ書㤋にᥦ౪する。 

㝃 則 

 。ら施行する࠿の⣽則は、௧࿴7ᖺ10᭶24日ࡇ  
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㻝ᖺḟ 㻝ᖺḟ

㻠᭶䚷 ◊✲指導教員の決ᐃ 㻠᭶䚷 ◊✲指導教員の決ᐃ

ᩥ⊩᳨ウ ᩥ⊩᳨ウ

㻝㻝᭶ ◊✲ィ⏬の発⾲会㻌㻌㻔第㻝ᅇ㻕 㻝㻝᭶ ◊✲ィ⏬の発⾲会䚷㻔第㻝ᅇ㻕

䠎ᖺḟ 䠎ᖺḟ

㻠᭶䚷 ◊✲ィ⏬の発⾲会䚷㻔第㻞ᅇ㻕 㻠᭶䚷 ᩥ⊩᳨ウ

◊✲ィ⏬᭩のಟṇ・☜ㄆ

㻠᭶また䛿 ◊✲ィ⏬の発⾲会䚷㻔第㻞ᅇ㻕

㻝㻞᭶ึ᪪ ◊✲発⾲会 㻝㻝᭶

㻝᭶ୖ᪪ ㄽᩥのᥦฟ

ಟኈㄽᩥのᑂ査・᭱⤊ヨ㦂

㻟᭶ୖ᪪ ᭱⤊ㄽᩥのᥦฟ

㻟᭶ୗ᪪ ಟኈㄢ⛬のಟ஢ド᭩・学఩グ授୚

䠏ᖺḟ

㻠᭶䚷 ◊✲㻦ィ⏬の発⾲会䚷㻔第㻟ᅇ㻕

◊✲ィ⏬᭩のಟṇ・☜ㄆ

㻝㻞᭶ึ᪪ ◊✲発⾲会

㻝᭶ୖ᪪ ㄽᩥのᥦฟ

ಟኈㄽᩥのᑂ査・᭱⤊ヨ㦂

㻟᭶ୖ᪪ ᭱⤊ㄽᩥのᥦฟ

㻟᭶ୗ᪪ ಟኈㄢ⛬のಟ஢ド᭩・学఩グ授୚

学఩ㄽᩥ㻔ಟኈ㻕ᥦฟ・ᑂ査のス䜿䝆䝳䞊䝹

㏻ᖖㄢ⛬ 長ᮇᒚಟㄢ⛬
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ᇸ⋢་⛉大学大学㝔┳護学研究⛉修ኈ課⛬ 

学఩ㄽ文ᑂᰝᇶ‽ 

Ϩ 特別研究ㄽ文（8༢఩） 

1� ┳護の学⾡的研究としてのព⩏を᭷する研究課題である。 

2� 原ⴭㄽ文をྵࡴ先行研究の༑ศな᳨ウにもと࡙いて、研究課題の必要ᛶやጇ当ᛶが㏙

 。られている࡭

3� 研究目的が明☜に㏙࡭られている。 

4� 研究目的に適した研究ࢨࢹインおよび研究᪉ἲが用いられている。 

5� 必要なࢹーࢱが༑ศに཰㞟でࡁている。 

6�  。ているࡁが適ษにศᯒでࢱーࢹ

7� 研究⤖ᯝが適ษに㏙࡭られている。 

8� 文⊩を用いて適ษに⤖ᯝをゎ㔘し、研究目的にそった考ᐹが㏙࡭られている。 

9� ㄽ᪨の୍㈏ᛶ࣭ㄽ理ᛶがある。 

10�学఩ㄽ文の発⾲は研究内ᐜを༑ศにఏえており、㉁問へのᛂ⟅も的☜である。 

ϩ 課題研究ㄽ文（4༢఩） 

1� ┳護実㊶における問題ゎỴを୺║とした研究課題である。 

2� 原ⴭㄽ文をྵࡴ先行研究の᳨ウにもと࡙いて、研究課題の必要ᛶやጇ当ᛶが㏙࡭られ

ている。 

3� 研究目的が明☜に㏙࡭られている。 

4� 研究目的に適した研究ࢨࢹインおよび研究᪉ἲが用いられている。 

5� 必要なࢹーࢱが཰㞟でࡁている。 

6�  。ているࡁが適ษにศᯒでࢱーࢹ

7� 研究⤖ᯝが適ษに㏙࡭られている。 

8� 文⊩を用いて適ษに⤖ᯝをゎ㔘し、研究目的にそった考ᐹが㏙࡭られている。 

9� ㄽ᪨の୍㈏ᛶ࣭ㄽ理ᛶがある。 

10�学఩ㄽ文の発⾲は研究内ᐜを༑ศにఏえており、㉁問へのᛂ⟅も的☜である。 
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኱Ꮫ㝔ಟኈㄢ⛬の㛗ᮇᒚಟ⏕ไᗘ 

修ኈ課⛬のᶆ‽修業ᖺ限は㸰ᖺですが、職業を᭷し就業しているなど、ᶆ‽修業ᖺ内

では、修学がᅔ㞴な学生について、修業ᖺ限を㸱ᖺとして修学を認めるものです。 

(ᇸ⋢་⛉大学大学㝔㛗期ᒚ修生つ則(以ୗ「つ則」という。)を参↷してࡉࡔࡃい。) 

㸯 修学がᅔ㞴な者として認める理⏤(つ則➨㸰᮲の各号) 

(1)職業を᭷し、就業している者 

(2)ᐙ事、育ඣ、௓護等に当たる必要がある者 

(3)その他学㛗が┦当と認めた者 

※(3)については、(1)や（2）に‽ࡌた理⏤が必要です。 

㸰 㛗期ᒚ修生にᚿ願する手⥆ࡁ(つ則➨㸱᮲) 

（ᚿ願手⥆は入学手⥆ࡁ期間内に行う必要があります。) 

(1) 㛗期ᒚ修生ᚿ願書 

(2) 理⏤書 

(3) 職業を᭷する場合にはᅾ職証明書又はᅾ職が☜認でࡁる書類 

(4) その他学㛗が必要と認める書類 

  ※(4)については、育ඣや௓護等を行っている場合に必要な書類とします。 

㸱 㛗期ᒚ修生のための教育課⛬ 

 （ᣦᑟ教ဨとࡈ┦ㄯࡉࡔࡃい。） 

㸲 学 ㈝ 

区 ศ
学

ᖺ
入学金 授業料 施設設備㈝

修業期間の

学㈝のィ

୍⯡学生
㸯 ������� 円 ������� 円 ������� 円 ��������� 円
㸰 ̿ ������� 円 ������� 円

㛗期ᒚ修生

㸯 ������� 円 ������� 円 ������� 円

��������� 円㸰 ̿ ������� 円 ������� 円

㸱 ̿ ������� 円 ������� 円

  
  なお㛗期ᒚ修生の学㈝は、入学金以外を修業ᖺ限の㸰ᖺศを㸱ᖺ間で支ᡶう 

ィ⟬となりますが、㸯୓円ᮍ‶はษり上ࡆます。 
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ᇸ⋢་⛉኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㛗ᮇᒚಟ⏕つ๎ 

(㊃᪨) 

➨ � ᮲ ᇸ⋢་⛉大学大学㝔学則(以ୗ「大学㝔学則」という。)➨ 6 ᮲➨ 2 㡯のつ定にᇶ࡙ࡁ、

修ኈ課⛬においてィ⏬的な㛗期ᒚ修を認められた者（以ୗ「㛗期ᒚ修生」という。）のྲྀᢅい

については、ࡇのつ則の定めるとࢁࡇによる。 

 (ᚿ願㈨᱁) 

➨ � ᮲ 㛗期ᒚ修生にᚿ願でࡁる者は、ᮏ学大学㝔修ኈ課⛬へ入学する者で、次の各号のいࡎれ

 。にヱ当し、ᶆ‽修業ᖺ限内での修学がᅔ㞴な者とする࠿

��� 職業を᭷し、就業している者

��� ᐙ事、育ඣ、௓護等に当たる必要がある者 

��� その他学㛗が┦当と認めた者 

(ᚿ願手⥆) 

➨ � ᮲ 㛗期ᒚ修生にᚿ願する者は、入学手⥆ࡁ期間内に次の書類をᥦ出しなけれࡤならない。

  たࡔし、原則として入学後 1 ᖺᮍ‶の者については、研究⛉ጤဨ఍の㆟を⤒てᥦ出期間のᘏ

㛗を認めるࡇとがある。 

��� 㛗期ᒚ修生ᚿ願書

��� 理⏤書 

��� 職業を᭷する場合にはᅾ職証明書又はᅾ職が☜認でࡁる書類 

��� その他学㛗が必要と認める書類 

(ᒚ修期間のኚ᭦) 

➨ � ᮲ 㛗期ᒚ修生が、認められたᒚ修期間のኚ᭦を希望する場合には、各研究⛉が定める期日

までに、次の書類をᥦ出しなけれࡤならない。 

��� 㛗期ᒚ修生ᒚ修期間ኚ᭦申請書

��� 理⏤書 

��� その他学㛗が必要と認める書類 

(学㈝) 

➨ � ᮲ 大学㝔学則➨ �� ᮲に定める授業料及び施設設備㈝のᖺ㢠については、ᶆ‽修業ᖺ限の

� ᖺศの授業料及び施設設備㈝の㢠を、認められたᒚ修期間で㝖した㢠�その㢠が � ୓円ᮍ‶の

場合には � ୓円にษり上ࡆるものとする。�とする。たࡔし、前᮲のつ定によりᒚ修期間のᘏ

㛗が認められた場合においても、授業料及び施設設備㈝のᖺ㢠はኚ᭦しない。

(Ỵ定及びチྍ)

➨ � ᮲ 㛗期ᒚ修生のỴ定及び前᮲につ定するᒚ修期間のኚ᭦のチྍは、研究⛉ጤဨ఍の㆟を⤒

て学㛗がࡇれを行う。 

(その他) 

➨ � ᮲ ࡇのつ則に定めるものの࠿࡯、㛗期ᒚ修生に関して必要な事㡯は、各研究⛉が定める。

   㝃 則   

のつ則は、ᖹᡂࡇ �� ᖺ � ᭶ � 日࠿ら施行する。 
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         研究⛉㛗 Ẋ

㛗 期 ᒚ 修 生 ᚿ 願 書

  ⚾は、大学㝔修ኈ課⛬の㛗期ᒚ修生として認めていたࡁࡔたࡃ、

別⣬の理⏤書を添えてᚿ願書をᥦ出します。

       ᖺ  ᭶  日

   大学㝔修ኈ課⛬ 研究⛉ ᑓᨷ

          Ặ   ྡ           ॓

          ᣦᑟ教ဨ（ண定）Ặྡ         ॓
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㛗 期 ᒚ 修 生 ᚿ 願 理 ⏤ 書

研究⛉

ᑓᨷྡ
Ặ ྡ

（ᚿ願理⏤）
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           研究⛉㛗 Ẋ

㛗期ᒚ修生ᒚ修期間ኚ᭦申請書

   ⚾は、ᒚ修期間のኚ᭦を認めていたࡁࡔたࡃ、別⣬の理⏤書を

添えて申請書をᥦ出します。

       ᖺ  ᭶  日

    大学㝔修ኈ課⛬ 研究⛉ ᑓᨷ

          Ặ   ྡ           ॓
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㛗期ᒚ修生ᒚ修期間ኚ᭦理⏤書

研究⛉

ᑓᨷྡ
Ặ ྡ

（ኚ᭦理⏤）
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ᇸ⋢་⛉኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⛉┠➼ᒚಟ⏕ཷクつ๎ 

  ➨㸯❶ 目的 

 (目的) 

➨㸯᮲ ࡇのつ則は、ᇸ⋢་⛉大学大学㝔学則(᫛࿴ 53 ᖺ 3 ᭶ 24 日ไ定。以ୗ「大学㝔学則」と

いう。)➨ 43 ᮲➨ 2 㡯のつ定にᇶ࡙ࡁ、正つ学生の研究及びᣦᑟに支障のない⠊ᅖにおいて、་

学研究⛉及び┳護学研究⛉における⛉目等ᒚ修生を受クするために必要な事㡯を定めるࡇとを

目的とする。 

  ➨㸰❶ ⛉目等ᒚ修生の受ク(⛉目等ᒚ修生の受入れ) 

(㈨᱁) 

➨㸰᮲ 各研究⛉の⛉目等ᒚ修生として受入れするࡇとがでࡁる者は、ᮏ大学㝔学則➨ 14 ᮲に定

める入学㈨᱁をᣢつ者とྠ等の者とする。 

(申請) 

➨㸱᮲ ⛉目等ᒚ修生としての受入をᚿ願する者は、所定の期間内に関ಀ書類を添えて学㛗に申請

するものとする。 

2  申請の᪉ἲ、᫬期については別に定める。 

(㑅考) 

➨㸲᮲ 学㛗は前᮲の申請があったとࡁ、研究⛉㛗にᑂ㆟をጤクする。 

2  研究⛉㛗は書類ᑂᰝ等大学が定める必要な᪉ἲにより㑅考を行い、研究⛉ጤဨ఍の㆟を⤒て、

その受入れのྍྰをỴ定し学㛗にその᪨報告するものとする。 

3  学㛗は研究⛉㛗の報告を受けて申請者に⤖ᯝを通▱するものとする。 

(受入手⥆、チྍ) 

➨５᮲ 合᱁の通▱を受けた者は、所定の期日までに登録料その他の学⣡金を添えて、ㄋ⣙書をᥦ

出しなけれࡤならない。 

2  学㛗は、前㡯の受入手⥆ࡁを᏶஢した者について受入をチྍする。 

(受入の᫬期) 

➨㸴᮲ 受入の᫬期は学ᖺ又は学期のጞめとする。 

(ᒚ修期間) 

➨㸵᮲ ᒚ修期間は、受入をチྍࡉれた᫬より 1 ᖺ以内とする。 

2  前㡯のᒚ修期間を超えて引ࡁ⥆ࡁ⛉目等ᒚ修生としてᅾ学する場合は、学㛗に願い出てそのチ
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ྍを受けなけれࡤならない。 

(⛉目のᒚ修) 

➨㸶᮲ ᒚ修でࡁる⛉目は、各研究⛉において当ヱᖺᗘに㛤ㅮࡉれる⛉目とする。 

2  ᒚ修の登録及び᪉ἲについては別に定める。 

 (༢఩の授୚) 

➨㸷᮲ ᒚ修をチྍࡉれた⛉目をᒚ修し、その試験に合᱁した場合は༢఩を授୚する。 

2  ⛉目等ᒚ修生として修ᚓでࡁる༢఩はᖺ間 10 ༢఩を上限とする。 

(受入チྍのྲྀᾘし) 

➨㸯㸮᮲ ⛉目等ᒚ修生が次の各号の୍にヱ当する場合は、学㛗はᑂ㆟の上、受入チྍをྲྀりᾘし

その᪨を当ヱ学生に通▱するものとする。 

 (1) ᮏ学のㅖつ⛬その他㑂Ᏺ事㡯に㐪཯したと認められるとࡁ。 

 (2) 各研究⛉で⛉目のᒚ修を受けるࡇとが適当でないと認められるとࡁ。 

(授業料及びその⣡付)  

➨㸯㸯᮲ ⛉目等ᒚ修生の授業料等は次のとおりとする。 

 (1) ᳨定料 ������ 円

 (2) 登録料 ������ 円

 (3) 授業料㸸� ༢఩あたり ������ 円

2  ୍᪦⣡入ࡉれた᳨定料、登録料及び授業料は୍ษ㏉㑏しない。 

(⅏害保㝤等への加入) 

➨㸯㸰᮲ ⛉目等ᒚ修生は、学生教育研究⅏害傷害保㝤等に加入しておࡃものとする。 

 (ᦆ害㈺ൾ) 

➨㸯㸱᮲ 学㛗は、⛉目等ᒚ修生が故ព又は㔜大な㐣ኻにより、各研究⛉の施設࣭設備等にᦆ害を

及ࡰしたとࡁ、当ヱ学生にᑐして、ᦆ害の඲㒊又は୍㒊について㈺ൾをồめるものとする。 

(⿵㊊) 

➨㸯㸲᮲ ࡇのつ則に定めるものの࠿࡯、⛉目等ᒚ修生に関し必要な事㡯は、ᮏ学大学㝔学則を‽

用するものとする。 

(その他) 

➨㸯５᮲ 各研究⛉の⛉目等ᒚ修生として特別なコースをᒚ修する場合のつ則については別に定

める。 
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ㅮ⩏区ศ 㛤ㅮ᫬期 曜日࣭᫬限 曜日࣭᫬限(14᮲特౛） ᖺ次 ༢఩数 授ࠉ業ࠉ⛉ࠉ目ࠉ㈐ࠉ௵ࠉ者 㡫

ㅮ⩏ 後期 金࣭1㹼4 ᅵ࣭1㹼4 1 2 㕥ᮌⱥᏊ 㠀ᖖ໅ㅮᖌ 63
ㅮ⩏ 前期 Ỉ࣭1㹼2 ᅵ࣭1㹼2 1 2 ▼ᇉ㟹Ꮚ 㠀ᖖ໅ㅮᖌ 66
ㅮ⩏ 前期 ⅆ࣭4㹼5 ⅆ࣭6㹼7 1 2 ୸஭明⨾ 教授 69
ㅮ⩏ 後期 ᭶࣭1㹼2 ᅵ࣭1㹼2 1 2 ᮏ㇂ஂ⨾Ꮚ 教授 72
ㅮ⩏ 前期 1 2 ༓⏣みࡁࡺ 特௵教授 76
ㅮ⩏ 前期 ⅆ࣭5 ⅆ࣭6 1 2 大᳃ᬛ⨾ 教授 80
ㅮ⩏ 前期 ᭶࣭3㹼4 ᭶࣭6㹼7 1 2 大㈡῟Ꮚ 特௵教授 83
ㅮ⩏ 前期 Ỉ࣭4 Ỉ࣭6 1 2 ᳝ᶫ実ᬛ⏨ 教授 86
ㅮ⩏ 前期 ⅆ࣭1 ᮌ࣭6 1 2 金ᏊඃᏊ 教授 90
ㅮ⩏ 後期 ⅆ࣭1㹼4 ᅵ࣭1㹼4 1 2 㕥ᮌⱥᏊ 㠀ᖖ໅ㅮᖌ 94
ㅮ⩏ 後期 ᮌ�金࣭2 ᭶�金࣭6 1 2 ㎷⨾㝯 教授 97
ㅮ⩏ 後期 Ỉ࣭3 Ỉ࣭6 1 2 ⸨原ᬛᚨ 教授 99

ㅮ⩏ 後期 1 2 ∾㔝ዲ೔ 教授 103

ศ㔝 㡿ᇦ ㅮ⩏区ศ 㛤ㅮ᫬期 曜日࣭᫬限 曜日࣭᫬限(14᮲特౛） ᖺ次 ༢఩数 授ࠉ業ࠉ⛉ࠉ目ࠉ㈐ࠉ௵ࠉ者 㡫

ㅮ⩏ 通ᖺ 金࣭4㹼5 金࣭6㹼7 1 1 Ḉᗞዉ⨾ ෸教授 105

ㅮ⩏ 通ᖺ 金࣭4㹼5 金࣭6 1 1 Ḉᗞዉ⨾ ෸教授 108

ㅮ⩏ 通ᖺ 1 2 Ḉᗞዉ⨾ ෸教授 111

ㅮ⩏ 後期 金࣭3㹼5 金࣭4㹼6 1 2 Ḉᗞዉ⨾ ෸教授 115

₇習 通ᖺ 1 2 Ḉᗞዉ⨾ ෸教授 119

₇習 後期 1 2 Ḉᗞዉ⨾ ෸教授 125

₇習 後期 1 2 Ḉᗞዉ⨾ ෸教授 131

₇習 前期 2 2 Ḉᗞዉ⨾ ෸教授 136

実習 通ᖺ 1 1 Ḉᗞዉ⨾ ෸教授 141

実習 通ᖺ 1 2 Ḉᗞዉ⨾ ෸教授 142

実習 通ᖺ 2 4 Ḉᗞዉ⨾ ෸教授 143

実習 通ᖺ 2 3 Ḉᗞዉ⨾ ෸教授 145

ㅮ⩏ 前期 1 3 ᮍ定 147

ㅮ⩏ 前期 1 3 ᮍ定 150

₇習 1ᖺ後期㹼2ᖺ前期 1㹼2 3 ᮍ定 153

₇習 1ᖺ後期㹼2ᖺ前期 1㹼2 3 ᮍ定 158

実習 1ᖺ後期㹼2ᖺ前期 1㹼2 6 ᮍ定 163

ㅮ⩏ 前期 ᭶࣭4㹼5 ᭶࣭6㹼7 1 3 ᮏ㇂ஂ⨾Ꮚ 教授 165

ㅮ⩏ 後期 ᭶࣭4㹼5 ᭶࣭6㹼7 1 3 ᮏ㇂ஂ⨾Ꮚ 教授 171

₇習 通ᖺ ᅵ࣭3㹼5 1 3 ᮏ㇂ஂ⨾Ꮚ 教授 177

₇習 1ᖺ後期㹼2ᖺ前期 Ỉ࣭4㹼5 Ỉ࣭6㹼7 1㹼2 3 ⢖生⏣཭Ꮚ 客ဨ教授 186

₇習 通ᖺ 2 8 ᮏ㇂ஂ⨾Ꮚ 教授 197

₇習 通ᖺ 2 4 Ḉᗞዉ⨾ ෸教授 198

ㅮ⩏ 前期 Ỉ࣭3㹼4 Ỉ࣭6㹼7 1 3 ᅵᖌしのࡪ ෸教授 199

ㅮ⩏ 後期 金࣭3㹼4 金࣭6㹼7 1 3 ᅵᖌしのࡪ ෸教授 204

₇習 通ᖺ ᭶࣭1㹼2 ᭶࣭6㹼7 1 3 ᅵᖌしのࡪ ෸教授 209

₇習 通ᖺ ᭶࣭3㹼4 ᭶࣭6㹼7 2 3 ᅵᖌしのࡪ ෸教授 217

実習 1ᖺ後期㹼2ᖺ前期 1㹼2 6 ᅵᖌしのࡪ ෸教授 226

₇習 通ᖺ 2 8 ᅵᖌしのࡪ ෸教授 227

₇習 通ᖺ 2 4 ᅵᖌしのࡪ ෸教授 228

ㅮ⩏ 前期 金࣭3㹼4 金࣭6㹼7 1 2 大㈡῟Ꮚ 特௵教授 229

ㅮ⩏ 前期 金࣭3㹼4 金࣭6㹼7 1 2 大㈡῟Ꮚ 特௵教授 233

ㅮ⩏ 前期 金࣭3㹼4 金࣭6㹼7 1 2 大㈡῟Ꮚ 特௵教授 237

ㅮ⩏ 後期 Ỉ�金࣭3㹼4 Ỉ�金࣭6㹼7 1 2 大㈡῟Ꮚ 特௵教授 241

₇習 後期 金࣭3㹼5 ᅵ࣭3㹼5 1 2 大㈡῟Ꮚ 特௵教授 245

₇習 後期 Ỉ�金࣭3㹼4 Ỉ�ᅵ࣭3㹼7 1 2 大㈡῟Ꮚ 特௵教授 252

₇習 前期 Ỉ࣭3㹼4 Ỉ࣭6㹼7 2 2 大㈡῟Ꮚ 特௵教授 259

実習 後期 1 1 大㈡῟Ꮚ 特௵教授 266

実習 後期 1 2 大㈡῟Ꮚ 特௵教授 267

実習 前期 2 4 大㈡῟Ꮚ 特௵教授 268

実習 後期 2 3 大㈡῟Ꮚ 特௵教授 270

₇習 通ᖺ 2 8 大㈡῟Ꮚ 特௵教授 272

₇習 通ᖺ 2 4 大㈡῟Ꮚ 特௵教授 273

ㅮ⩏ 前期 金࣭3㹼4 金࣭6㹼7 1 3 ᶓ山ࢁࡦみ 教授 274

ㅮ⩏ 後期 金࣭3㹼5 ᅵ࣭3㹼7 1 3 ᶓ山ࢁࡦみ 教授 279

₇習 通ᖺ ᮌ࣭3㹼5 ᅵ࣭3㹼5 1 3 ᶓ山ࢁࡦみ 教授 284

₇習 通ᖺ Ỉ࣭3㹼4 ᅵ࣭1㹼2 2 3 ᶓ山ࢁࡦみ 教授 293

ㅮ⩏ 前期 ᮌ࣭2㹼4 ᮌ࣭3㹼4�6㹼7 1 3 ᶓ山ࢁࡦみ 教授 302

ㅮ⩏ 後期 ᭶�金࣭2㹼4 ⅆ�ᅵ࣭5㹼7 1 3 ᶓ山ࢁࡦみ 教授 307

₇習 通ᖺ ᮌ࣭3㹼4 ᅵ࣭3㹼4 1 3 ᶓ山ࢁࡦみ 教授 312

₇習 通ᖺ Ỉ࣭3㹼4 ᅵ࣭1㹼2 2 3 ᶓ山ࢁࡦみ 教授 321

₇習 通ᖺ 2 8 ᶓ山ࢁࡦみ 教授 330

ㅮ⩏ 前期 1 3 ༓⏣みࡁࡺ 特௵教授 331

ㅮ⩏ 前期 1 3 ༓⏣みࡁࡺ 特௵教授 336

₇習 後期 1 3 ༓⏣みࡁࡺ 特௵教授 341

₇習 1ᖺ後期㹼2ᖺ前期 1㹼2 3 ༓⏣みࡁࡺ 特௵教授 350

₇習 通ᖺ 2 8 ༓⏣みࡁࡺ 特௵教授 355

Ỉ�ᅵ࣭6㹼7

ᅵ࣭3㹼5

ᅵ࣭3㹼4

ᅵ࣭1㹼4

ᅵ࣭1㹼2

ᅵ࣭1㹼2

ⅆ�金࣭6

ᅵ࣭3㹼4

ᅵ࣭3㹼5

ᅵ࣭3㹼6

ᅵ࣭3㹼6

(ὀ)ྑࠉḍの「㡫」はヱ当授業⛉目のࣛࢩバスの࣌ーࢪ数である。

ᇶ♏┳護学࣭┳護⟶理学特別研究

ᆅ
ᇦ
活
動
┳
護
学

㡿
ᇦ

ᆅᇦ活動┳護学特ㄽϨ

ᆅᇦ活動┳護学特ㄽϩ

ᆅᇦ活動┳護学₇習Ϩ

ᆅᇦ活動┳護学₇習ϩ

ᆅᇦ活動┳護学特別研究

生
活
支
᥼
┳
護
学
ศ
㔝

┳護⟶理学₇習Ϩ

⢭
⚄
保
೺
┳
護
学
㡿
ᇦ

ᇶ♏┳護学特ㄽϨ

ᇶ♏┳護学特ㄽϩ

ᇶ♏┳護学₇習Ϩ

⢭⚄保೺┳護学₇習ϩ

⢭⚄保೺┳護学実習Ϩ

⢭⚄保೺┳護学特ㄽϫ

ᇶ
♏
┳
護
学
࣭

┳
護
⟶
理
学
㡿
ᇦ

┳護⟶理学₇習ϩ

┳護⟶理学特ㄽϨ

クࣜ࢝࢕ࢸル࢔ࢣ学実習

ᡂே┳護学特別研究

ᡂே┳護学課題研究

ᡂே┳護学特ㄽϨ

⢭⚄保೺┳護学特ㄽϨ

⢭⚄保೺┳護学特ㄽϩ

ᡂே┳護学₇習Ϩ

ᡂே┳護学₇習ϩ

ᑠඣ┳護学₇習Ϩ

ᑠඣ┳護学₇習ϩ

┳護⟶理学特ㄽϩ

ᇶ♏┳護学₇習ϩ

ᡂே┳護学特ㄽϩ

⢭⚄保೺┳護学実習ϫ

⢭⚄保೺┳護学特別研究

⢭⚄保೺┳護学課題研究

⢭⚄保೺┳護学₇習Ϩ

ᑠඣ┳護学実習

ᑠඣ┳護学特別研究

ᑓ㛛⛉目

授ࠉ業ࠉ⛉ࠉ目ྡࠉ

㧗
ᗘ
実
㊶
┳
護
学
ศ
㔝

ᡂ
ே
┳
護
学
㡿
ᇦ

がࢇ┳護学特ㄽϨ

がࢇ┳護学特ㄽϩ

がࢇ┳護学特ㄽϪ

ᑠඣ┳護学課題研究

クࣜ࢝࢕ࢸル࢔ࢣ学₇習ϩ

┳護研究᪉ἲㄽ
࢕ࢸࣜ࢔ࣗࢩクࢭー࣐ン࣭ࣗࣄ
コンサルࢸーࣙࢩンㄽ
┳護᝟報処理ㄽ
ே体⤫合ᶵ⬟ㄽ
┳護ᨻ⟇ㄽ

がࢇ┳護学実習Ϩ

がࢇ┳護学実習ϩ

┳護学研究⛉┳護学ᑓᨷ(修ኈ課⛬）ࠉࠉ授業⛉目࣭ᢸ当教ဨ୍ぴ（᱌）
ඹ通⛉目

授ࠉ業ࠉ⛉ࠉ目ྡࠉ

┳護⟶理学
┳護೔理学

スメントࢭ࢔ル࢝ࢪ࢕ࣇ

┳護理ㄽ
┳護⥅⥆教育ㄽ

病ែ生理学

臨床⸆理学

クࣜ࢝࢕ࢸル࢔ࢣ学特ㄽϨ

クࣜ࢝࢕ࢸル࢔ࢣ学特ㄽϩ

がࢇ┳護学₇習Ϩ

ᑠ
ඣ
┳
護
学
㡿
ᇦ

ᑠඣ┳護学特ㄽϨ

ᑠඣ┳護学特ㄽϩ

がࢇ┳護学₇習ϩ

がࢇ┳護学₇習Ϫ

௧࿴㻤ᖺᗘ

がࢇ┳護学特ㄽϫ

がࢇ┳護学₇習ϫ

がࢇ┳護学実習ϫ

⢭⚄保೺┳護学実習ϩ

⢭⚄保೺┳護学実習Ϫ

⢭⚄保೺┳護学₇習Ϫ

⢭⚄保೺┳護学特ㄽϪ

がࢇ┳護学実習Ϫ

クࣜ࢝࢕ࢸル࢔ࢣ学₇習Ϩ

ʵ����ʵ



ศ㔝 㡿ᇦ 区ศ 教ဨẶྡ ㈨᱁ 所ᒓ（大学㝔ᇶᮏ学⛉ྡ）

ە Ḉᗞࠉዉ⨾ ෸教授 （護学┳ࢇが）ᡂே┳護学ࠉ

ە ᮏ㇂ ஂ⨾Ꮚ 教授 ᡂே┳護学（ᡂே┳護学）ࠉ

ە ⢖生⏣ ཭Ꮚ 客ဨ教授 ᡂே┳護学（ᡂே┳護学）ࠉ

ە ᅵᖌしのࡪ ෸教授 ᑠඣ┳護学ࠉ

ە 大㈡ ῟Ꮚ 特௵教授 ⢭⚄保೺┳護学ࠉ

ۑ 大⃝ ඃᏊ ෸教授 ⢭⚄保೺┳護学ࠉ

ە ᶓ山 ࢁࡦみ 教授 ᇶ♏┳護学࣭┳護⟶理学（ᇶ♏┳護学）ࠉ

ۑ 山㷂 ⨾ᬛᏊ ㅮᖌ ᇶ♏┳護学࣭┳護⟶理学（ᇶ♏┳護学）ࠉ

ە ᶓ山 ࢁࡦみ 教授 ᇶ♏┳護学࣭┳護⟶理学（┳護⟶理学）ࠉ

ۑ 山㷂 ⨾ᬛᏊ ㅮᖌ ᇶ♏┳護学࣭┳護⟶理学（┳護⟶理学）ࠉ

ە ༓⏣ みࡁࡺ 特௵教授 ᆅᇦ活動┳護学ࠉ

ە 山㊰ ┿బᏊ ෸教授 ᆅᇦ活動┳護学ࠉ

ᇶ
♏
┳
護
学
࣭

┳
護
⟶
理
学

ᆅ
ᇦ
活
動
┳
護
学

┳護学研究⛉┳護学ᑓᨷ(修ኈ課⛬）ࠉࠉ教ဨ୍ぴ

㧗
ᗘ
実
㊶
┳
護
学
ศ
㔝

生
活
支
᥼
┳
護
学
ศ
㔝

は大学㝔教ဨۑࠉはᣦᑟ教ဨەࠉ

ᡂ
ே
┳
護
学

ᑠ
ඣ
┳
護
学

⢭
⚄
保
೺
┳
護
学

ʵ����ʵ



௧࿴8ᖺᗘࠉ┳護学研究⛉┳護学ᑓᨷ(修ኈ課⛬）ࠉࠉᢸ当教ဨ࣭࢜࢕ࣇス࣡࢔ー

ศ㔝 㡿ᇦ ᡤᒓ ᭙᪥ ᫬㛫 ゼ問ඛ メ䞊䝹ア䝗䝺ス ഛ⪃

┳護⟶理学 㕥ᮌⱥᏊ（㠀ᖖ໅）

▼ᇉ㟹Ꮚ（㠀ᖖ໅）

Ḉᗞዉ⨾ ࠉ

┳護理ㄽ ୸஭明⨾ ࠉ

┳護⥅⥆教育ㄽ ᮏ㇂ஂ⨾Ꮚ ࠉ

┳護研究᪉ἲㄽ ༓⏣みࡁࡺ ࠉ

大᳃ᬛ⨾ ࠉ

大㈡῟Ꮚ ࠉ

┳護᝟報処理ㄽ ᳝ᶫ実ᬛ⏨ 
金ᏊඃᏊ ࠉ

⸨原ᬛᚨ ࠉ

┳護ᨻ⟇ㄽ 㕥ᮌⱥᏊ（㠀ᖖ໅）

スメントࢭ࢔ル࢝ࢪ࢕ࣇ ㎷⨾㝯 ࠉ

病ែ生理学 ⸨原ᬛᚨ ࠉ

臨床⸆理学 ∾㔝ዲ೔（㠀ᖖ໅）

ศ㔝 㡿ᇦ ᡤᒓ ᭙᪥ ᫬㛫 ゼ問ඛ メ䞊䝹ア䝗䝺ス ഛ⪃

がࢇ┳護学特ㄽϨ Ḉᗞዉ⨾ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
がࢇ┳護学特ㄽϩ Ḉᗞዉ⨾ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
がࢇ┳護学特ㄽϪ Ḉᗞዉ⨾ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
がࢇ┳護学特ㄽϫ Ḉᗞዉ⨾ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
がࢇ┳護学₇習Ϩ Ḉᗞዉ⨾ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
がࢇ┳護学₇習ϩ Ḉᗞዉ⨾ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
がࢇ┳護学₇習Ϫ Ḉᗞዉ⨾ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
がࢇ┳護学₇習ϫ Ḉᗞዉ⨾ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
がࢇ┳護学実習Ϩ Ḉᗞዉ⨾ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
がࢇ┳護学実習ϩ Ḉᗞዉ⨾ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
がࢇ┳護学実習Ϫ Ḉᗞዉ⨾ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
がࢇ┳護学実習ϫ Ḉᗞዉ⨾ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ

ᮍ定 ᮍ定
ᮍ定 ᮍ定
ᮍ定 ᮍ定
ᮍ定 ᮍ定
ᮍ定 ᮍ定
ᮏ㇂ஂ⨾Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᮏ㇂ஂ⨾Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᮏ㇂ஂ⨾Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
⢖生⏣཭Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
⢖生⏣཭Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᮏ㇂ஂ⨾Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
Ḉᗞዉ⨾ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
⢖生⏣཭Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᮏ㇂ஂ⨾Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
Ḉᗞዉ⨾ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᅵᖌしのࡪ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᅵᖌしのࡪ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᅵᖌしのࡪ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᅵᖌしのࡪ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᅵᖌしのࡪ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᅵᖌしのࡪ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᅵᖌしのࡪ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
大㈡῟Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
大㈡῟Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
大㈡῟Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
大㈡῟Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
大㈡῟Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
大㈡῟Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
大㈡῟Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
大㈡῟Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
大㈡῟Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
大㈡῟Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
大㈡῟Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
大㈡῟Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
大㈡῟Ꮚ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᶓ山ࢁࡦみ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᶓ山ࢁࡦみ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᶓ山ࢁࡦみ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᶓ山ࢁࡦみ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᶓ山ࢁࡦみ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᶓ山ࢁࡦみ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᶓ山ࢁࡦみ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᶓ山ࢁࡦみ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
ᶓ山ࢁࡦみ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
༓⏣みࡁࡺ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
༓⏣みࡁࡺ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
༓⏣みࡁࡺ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ
༓⏣みࡁࡺ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ

༓⏣みࡁࡺ 保་㹝┳護学⛉ ࠉ

䈜䚷㝶᫬、メ䞊䝹にて㉁問をཷ䛡௜䛡䜛

䚽䚷ᢸᙜ教員へ連絡ᚋ、教員䜘䜚連絡

ᆅᇦ活動┳護学特別研究

ᆅ
ᇦ
活
動
┳

護
学
㡿
ᇦ

⢭⚄保೺┳護学実習Ϩ

ே体⤫合ᶵ⬟ㄽ

クࣜ࢝࢕ࢸル࢔ࢣ学₇習Ϩ

クࣜ࢝࢕ࢸル࢔ࢣ学特ㄽϨ

ᑠඣ┳護学課題研究

クࣜ࢝࢕ࢸル࢔ࢣ学特ㄽϩ

ᑠඣ┳護学₇習Ϩ

生
活
支
᥼
┳
護
学
ศ
㔝

┳護೔理学

ᡂ
ே
┳
護
学
㡿
ᇦ

ᆅᇦ活動┳護学特ㄽϨ
ᆅᇦ活動┳護学特ㄽϩ
ᆅᇦ活動┳護学₇習Ϩ
ᆅᇦ活動┳護学₇習ϩ

ᑠ
ඣ
┳
護
学
㡿
ᇦ

ᑠඣ┳護学特ㄽϨ
ᑠඣ┳護学特ㄽϩ

ඹ通⛉目

⢭⚄保೺┳護学実習ϩ

⢭⚄保೺┳護学₇習Ϫ

⢭⚄保೺┳護学特ㄽϪ

ᑓ㛛⛉目

授ࠉ業ࠉ⛉ࠉ目ྡࠉ

ᡂே┳護学特ㄽϨ
ᡂே┳護学特ㄽϩ
ᡂே┳護学₇習Ϩ
ᡂே┳護学₇習ϩ

ᑠඣ┳護学₇習ϩ
ᑠඣ┳護学実習
ᑠඣ┳護学特別研究

⢭⚄保೺┳護学課題研究

⢭⚄保೺┳護学特ㄽϫ

⢭⚄保೺┳護学特別研究

⢭⚄保೺┳護学実習Ϫ

ᇶ♏┳護学࣭┳護⟶理学特別研究

ᇶ
♏
┳
護
学
࣭
┳
護
⟶
理
学

㡿
ᇦ

ᇶ♏┳護学特ㄽϨ
ᇶ♏┳護学特ㄽϩ
ᇶ♏┳護学₇習Ϩ

┳護⟶理学特ㄽϨ

┳護⟶理学₇習ϩ

┳護⟶理学特ㄽϩ

ᇶ♏┳護学₇習ϩ

┳護⟶理学₇習Ϩ

⢭
⚄
保
೺
┳
護
学

㡿
ᇦ

⢭⚄保೺┳護学特ㄽϨ
⢭⚄保೺┳護学特ㄽϩ

⢭⚄保೺┳護学₇習Ϩ
⢭⚄保೺┳護学₇習ϩ

⢭⚄保೺┳護学実習ϫ

ᡂே┳護学特別研究

ᡂே┳護学課題研究

࢕ࢸࣜ࢔ࣗࢩクࢭー࣐ン࣭ࣗࣄ

コンサルࢸーࣙࢩンㄽ

授ࠉ業ࠉ⛉ࠉ目ྡࠉ

㧗
ᗘ
実
㊶
┳
護
学
ศ
㔝

クࣜ࢝࢕ࢸル࢔ࢣ学₇習ϩ
クࣜ࢝࢕ࢸル࢔ࢣ学実習

ʵ����ʵ
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࠙ᡂே┳ㆤᏛ㡿ᇦ ᫬㛫๭⾲ࠚ 

 ࠔ๓ᮇࠓ
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  � ᖺ通ᖺ ᑠඣ┳護学課題研究

  � ᖺ通ᖺ ᑠඣ┳護学特別研究
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ֶੜੜ׆ʹؔ͢Δ規定

Ꮫ⏕⏕ά࡟㛵ࡿࡍつᐃ

௧࿴ 4 ᖺ 4᭶ 1 日࠿ら、Ẹἲᨵ正により、ᡂᖺᖺ㱋が 20 ṓ࠿ら 18 ṓに引ࡁୗࡆられました。 

ᡂᖺᖺ㱋引ࡁୗࡆにకい、ⱝᖺᒙをࢱーࢵࢤトにしたᾘ㈝者⿕害等にᕳࡁ込まれないようὀពし

ましࡻう。 

ἲົ省のᡂᖺᖺ㱋引ୗࡆについて࠿ࢃる特設࢙࢘ࣈサイトがあります。ࡇの࢙࢘ࣈサイト等で、

ᡂᖺᖺ㱋が引ࡁୗࡆられるࡇとのព⩏や、引ࡁୗࡆにあたってẼを付けておࡇࡁ࡭ࡃと等を☜認、

理ゎするとともに、ᡂேとなるࡇとの自ぬをᣢࡕましࡻう。 

「࡭大ேへの道しる」サイトࣈ特設࢙࢘ࡆୗࡁᡂᖺᖺ㱋引ە
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Ꮫ⏕⏕ά࡟㛵ࡿࡍつᐃ

㸯．Ꮫ⡠␒ྕ

学⡠␒号は入学᫬に定められ、学఩ྲྀᚓまでの間、୍㈏して大学㝔生ᅛ᭷の␒号となりま

す。 

学⡠␒号は研究⛉を示す࢔ルࢵ࣋࢓ࣇトグ号と 5 ᱆の数Ꮠで構ᡂࡉれています。数Ꮠにつ

いては、1�2 ᱆目は入学ᖺᗘ(すᬺ)、3 ᱆目は入学区ศ、4�5 ᱆目はಶ別␒号を示しています。 

㸰．Ꮫ⏕ド

学生証は、「学生証(,& 内ⶶのプࣛスࢵࢳク࢝ーࢻ)」と⿬面に㈞付する「ᅾ⡠☜認ࢩール」

を合ࡏࢃて᭷ຠな≧ែとなります。学生証にはᮏ学の大学㝔生であるࡇとが☜認でࡁるよう、

㢦写┿࣭研究⛉࣭ᑓᨷ࣭課⛬࣭学⡠␒号࣭Ặྡ࣭生ᖺ᭶日࣭発行日࣭᭷ຠ期限が印Ꮠࡉれて

います。なお、⿬面のఫ所ḍは自㌟でグ入してࡉࡔࡃい。 

学生証はᮏ学の大学㝔生としての㌟ศを証明する大ษなものです。キャンパス内ではᖖ᫬

ᦠᖏし、教職ဨにᥦ示をồめられた場合は㏿や࠿にᥦ示しなけれࡤなりまࢇࡏ。また、ロࢵ

࢝ー室への入室、ࣞࢸサ࣍ールやࣛ࢘ンࢿ࣐ࣖࢪを利用する㝿の㟁ᏊỴ῭ᶵ⬟、ᅗ書㤋を利

用する㝿の㌟ศ証明、通学定期券の購入などを円⁥に行うために必要となります。⣮ኻ、┐

㞴、◚ᦆのないように༑ศにὀពしてࡉࡔࡃい。 

㸦�㸧グ㍕஦㡯のኚ᭦

ఫ所࣭Ặྡ等がኚࢃった場合には、┤ࡕに事ົ室に届け出てࡉࡔࡃい。届け出をᛰると、

通学定期券の購入や学割の使用がでࡁなࡃなります。 

㸦�㸧㏻Ꮫ༊㛫のグධ᪉ἲ㸦㏻Ꮫᐃᮇๆࢆ㉎ධࡿࡍሙྜ㸧

学生通学区間ḍに⌧ఫ所࠿ら大学までの通学区間をグ入してࡉࡔࡃい。グ入上のὀព事㡯

は次のとおりです。 

࣭ ⌧ఫ所࠿ら大学までの᭱▷通学区間をグ入する 

࣭ バスの利用もྵめ、交通ᶵ関ࡈとにそれࡒれグ入する 

࣭ 通学区間ḍ内にグ入しࡁれない場合は事ົ室へ申し出る 

࣭ ⌧ఫ所のኚ᭦などにより通学区間をኚ᭦する場合や、通学定期券購入ḍにグ入する

వᆅがなࡃなった場合は、「ᅾ⡠☜認ࢩール」の෌発行を事ົ室に申し出る 

㸦�㸧Ꮫ⏕ドのᦠᖏ࡜ᥦ♧

学生証はᖖにᦠᖏし、次のような場合には必ࡎᥦ示してࡉࡔࡃい。 

࣭ 証明書の交付を受ける᫬ 

࣭ ᮏ学施設を利用する᫬（ロ࢝ࢵー室࣭ࣞࢸサ࣍ール࣭ࣛ࢘ン࣭ࢿ࣐ࣖࢪᅗ書㤋等）

࣭ ᅗ書の㈚し出しを受ける᫬ 

࣭ 通学定期券࣭学生割引乗車券を購入する᫬、又は、それを使用して乗車しಀဨ࠿ら

ᥦ示をồめられた᫬ 

࣭ その他、ᮏ学教職ဨ࠿らᥦ示をồめられた᫬ 

ʵ�����ʵ



㸦�㸧ྲྀᢅୖのὀព

学生証には、学⡠␒号を㆑別するバーコーࢻ⾲示や、ࣞࢸサ࣍ールやࣛ࢘ンࢿ࣐ࣖࢪで

利用する㟁ᏊỴ῭ᶵ⬟や施設への入㤋ᶒ限などがグ᠈ࡉれている,&ࢵࢳプが内ⶶࡉれてい

ます。そのため、ởしたりᢡり᭤ࡆたりするとそれらがᶵ⬟しなࡃなる場合がありますの

で大ษにྲྀりᢅってࡉࡔࡃい。 

㸦�㸧Ꮫ⏕ドの⣮ኻ࡜෌஺௜

学生証の⣮ኻや、◚ᦆ࣭ởᦆ࣭,& プがᦆ傷した場合には事ົ室に෌交付を申し出てࢵࢳ

れ、⣮ኻや◚ᦆ等の場合には෌交付料が必ࡉい。原則として申請の㸯㐌間後に交付ࡉࡔࡃ

要となります。 

なお、⣮ኻや┐㞴の場合は、必ࡎ、᭱ᐤりの交␒࠿㆙ᐹに届け出てࡉࡔࡃい。また、学

生証をᣠᚓした場合には┤ࡕに事ົ室に届けてࡉࡔࡃい。 

㸦�㸧Ꮫ⏕ドの㏉༷

修஢࣭㏥学࣭㝖⡠などによりᮏ学の学⡠を㞳れる場合は、㏿や࠿に学生証を事ົ室に㏉

༷してࡉࡔࡃい。 

㸱．ࢻ࣮࣒࣮࢝ࢿ

࣭ ᮏ学の大学㝔生であるࡇとが☜認でࡁるよう、㢦写┿࣭研究⛉࣭ᑓᨷ࣭課⛬࣭学⡠␒号࣭

Ặྡを掲㍕したࢿー࣒࢝ーࢻを支⤥します。 

࣭ キャンパス内におけるࢿー࣒࢝ーࢻの╔用は、大学㝔生であるࡇとの☜認および㒊外者

との㆑別をᐜ᫆にするࡇとを目的としています。㜵≢ᑐ⟇のព࿡合いもྵࢇでいますので、

キャンパス内では、ࢿー࣒࢝ーࢻはᖖ᫬╔用してࡉࡔࡃい。 

࣭  。れていますࡉとにⰍศけࡈ⛉プは研究ࢵのストࣛࢻー࣒࢝ーࢿ

 ⛉ルー ་学研究ࣈ

ピンク ┳護学研究⛉ 

࣭ 修஢࣭㏥学࣭㝖⡠などによりᮏ学の学⡠を㞳れる場合は、㏿や࠿に、ࢿー࣒࢝ーࢻを事

ົ室に㏉༷してࡉࡔࡃい。 

㸲．㏻Ꮫ

㸦�㸧ࢫࣂ࣮ࣝࢡࢫ

ୗグより、日㧗キャンパスおよび川角キャンパス行ࡁのスクールバスを運行しています。 

なお、スクールバスの運行㐜ᘏにより㐜้࣭Ḟᖍするࡇととなっても、その事ែを考慮

するࡇとは୍ษありまࢇࡏ。 

ᮾṊᮾ上⥺「ᆏᡞ㥐(༡ཱྀ)」 

JR 川越⥺「Ṋⶶ㧗ⴗ㥐(あཱྀࡦࡉ)」 

毛呂山キャンパス(㘐ᡂ㤋) 

ᮾṊ越生⥺「ᮾ毛呂㥐」付㏆のࠗᮾ毛呂㥐༡バス೵࠘ 

㸦�㸧㏻Ꮫᐃᮇๆ

通学定期券は、ᒃఫᆅ(学生証にグ㍕したఫ所)の᭱ᐤ㥐࠿ら大学の᭱ᐤ㥐までの区間を

᭱も⤒῭的なコースで通学する場合に限り購入するࡇとがでࡁます。࢔ルバイトなど通学
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以外の目的では購入でࡁまࢇࡏ。 

通学定期券の購入にあたっては、定期券㈍኎所で「定期券購入申込書」に必要事㡯をグ

㍕し、⿬面の「通学区間ḍ」に乗㝆㥐をグ入した学生証をᥦ示してࡉࡔࡃい。 

㸦�㸧ᐇ⩦⏝ᐃᮇๆ

学外実習などのために通学区間外の定期券が必要な場合には、「通学証明書(臨床実習用)

申込書(様式 54 号)」を事ົ室にᥦ出し、㕲道఍社に申請するࡇとにより、「実習用定期券」

を購入するࡇとがでࡁます。 

なお、㕲道఍社࠿ら定期券購入のためのᢎ認通▱書が届ࡃまでに期間を要しますので、

㐜ࡃとも実習㛤ጞの 1 ࢃい。申請が㐜いと実習᫬期に間に合ࡉࡔࡃ᭶前までに申請して࠿

ないࡇとがあります。 

㸦�㸧⮬ᐙ⏝㌴࣭ࢡ࢖ࣂ�ཎ௜ࡴྵࢆ�࣭⮬㌿㌴࡛の㏻Ꮫ

自ᐙ用車࣭バイクでの通学にあたっては事ົ室で手⥆ࡁを行ってࡉࡔࡃい。駐車場の利

用᪉ἲについてはキャンパスにより␗なりますのでὀពしてࡉࡔࡃい。また、学内外を問

㊰上駐車や㐪ἲな駐車場༨ᣐ、ᣦ定場所以外の駐車࣭駐㍯はཝ⚗です。ุ明した場合ࡎࢃ

は、処ศのᑐ㇟となります。 

なお、バイクおよび自㌿車で通学する場合は、所定の駐㍯場を利用し、必ࡎ施㘄するよ

うにしてࡉࡔࡃい。また、ᨺ⨨バイクおよび自㌿車はᙉไ的に᧔ཤするࡇとがあります。 

通学用の車୧をኚ᭦する㝿は、事ົ室で登録ኚ᭦の手⥆ࡁを行ってࡉࡔࡃい。 

㸦�㸧㥔㌴ሙの౑⏝࡚࠸ࡘ࡟

᪥㧗࢟ࣕࣥࢫࣃ 

日㧗キャンパスに自動車で通学する場合には、事ົ室前駐車場の利用をチྍしており

ます。利用を希望する場合は事ົ室にて所定の手⥆ࡁをするࡇとで「駐車チྍ証」を発

行いたします。駐車場利用᫬には必ࡎ「駐車チྍ証」を࣎ࣗࢩࢵࢲーࢻ上などの☜認が

でࡁる場所に⨨いてࡉࡔࡃい。 

ᕝゅ࢟ࣕࣥࢫࣃ 

川角キャンパスの学生用駐車場は、「通学用自動車等登録申請書(様式 71 号)」を川

角キャンパス事ົ室にᥦ出するࡇとにより利用するࡇとがでࡁます。学生用駐車場の࿘

㎶にはẸᐙもありますので、駐車場利用にあたっては✵࠿ࡩしや↓㥏な࢔イࣜࢻンࢢは

しないでࡉࡔࡃい。 

࣮ࢼ࣐ࢫࣃࣥࣕ࢟．５

࣭ ᮏ学大学㝔生としての品఩を保つよう、自ぬをもって行動してࡉࡔࡃい。ࡇれはキャン

パス外においてもྠ様です。 

࣭ බඹの交通ᶵ関を利用して通学する㝿は、೵␃所での割り込み行Ⅽ࣭車内における大ኌ

での఍ヰはៅみ、おᖺᐤりや体の୙自⏤なேがいたらᖍをㆡるなど、་療ேをᚿす者とし

ての自ぬをᣢࡕましࡻう。 

࣭ 大学࠿ら࿧出しを受けた㝿は、㏿や࠿に事ົ室をゼれる࠿、㟁ヰ等の連⤡をしてࡉࡔࡃい。

㸴．኱Ꮫ㝔⏕࡟ᑐࡿࡍ㏻▱࣭㐃⤡

大学㝔生にᑐする通▱や連⤡等はメールまたは所定の掲示ᯈに掲示します。掲示した事㡯
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については、඲ての大学㝔生に࿘▱ࡉれたものとみなしますので、掲示ᯈおよび配信ࡉれる

メールの☜認をᛰらないでࡉࡔࡃい。また、自㌟がᒓする研究⛉のみならࡎ、඲体掲示ᯈや

保೺室前の掲示ᯈも☜認するようにしてࡉࡔࡃい。 

 また、掲示物にみࡔりにゐれるࡇとは⚗Ṇです。掲示物を᧔ཤ࣭◚ᦆ࣭ởᦆした者は処ศ

のᑐ㇟となります。 

㸵．Ꮫෆの ,&7 ⎔ቃ

㸦�㸧6061(7 ᇸ⋢་⛉኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ⾡᝟ሗࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ

学内ྥけにබ㛤している᝟報を㜀ぴするࡇとがでࡁます。ᅗ書㤋の文⊩᳨⣴ࢩス࣒ࢸの

利用や教ဨの㟁Ꮚメールࣞࢻ࢔スの᳨⣴などが出᮶ます。 

㹙8R/㹛 KWWSV���VPVZZZ�VDLWDPD�PHG�DF�MS� 

㸦�㸧᳨ࢫࣂࣛࢩ⣴

  ᮏ学࣍ー࣒࣌ーࢪの「་学研究⛉修ኈ課⛬」、「┳護学研究⛉修ኈ課⛬」の࣌ーࢪで㟁

Ꮚࣛࢩバスの᳨⣴がྍ⬟です。 

㹙8R/㹛 KWWSV���ZZZ�VDLWDPD�PHG�DF�MS�HGXFDWLRQ�JUDGBPHG�PDVWHU�KWPO(་⛉学)

KWWSV���ZZZ�VDLWDPD�PHG�DF�MS�HGXFDWLRQ�JUDGBQXUVH�PDVWHU�KWPO(┳護学)

㸦�㸧:HE &ODVV

ㅮ⩏動⏬のど⫈、㈨料の㜀ぴや࢘ࢲンローࢻ、ᑠࢸストや࣏ࣞートᥦ出などがでࡁます。

また、教ဨと大学㝔生間で連⤡をとるなどㅮ⩏に関ࢃる様ࠎな場面、用㏵で活用でࡁます。 

  >8R/@ KWWSV���IP�OPV�VDLWDPD�PHG�DF�MS�ZHEFODVV�ORJLQ�SKS 

㸦�㸧Ꮫෆࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥの฼⏝᪉ἲ

大学㝔生が使用でࡁるコンピࣗー7)6061）ࢱ 㜀ぴ）は以ୗの場所に設⨨しています。 

利用の㝿はࣘーࢨー,'࣭パス࣡ーࢻを入ຊしてロࢢインしてࡉࡔࡃい。使用後はロ࢘࢔ࢢ

トし、ࢩャࢵト࢘ࢲンをしてࡉࡔࡃい。 

᪥㧗࢟ࣕࣥࢫࣃ 

%Ჷ�) ࣐ࣝ࢔࢕ࢹ࣓ࢳᩍᐊ 

%Ჷ�) ┳ㆤᏛ◊✲⛉㝔⏕ᐊ 

$Ჷ�㺃�) ᅗ᭩㤋 ᝟ሗ᳨⣴࣮ࢼ࣮ࢥ 

ᕝゅ࢟ࣕࣥࢫࣃ 
 ᐊࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ (�⯋ᰯ

ᅗ᭩㤋 ᝟ሗᶵჾ࣮ࢼ࣮ࢥ 

ẟ࿅ᒣ࢟ࣕࣥࢫࣃ ᅗ᭩㤋�㺃�) ᝟ሗᶵჾ࣮ࢼ࣮ࢥ 

 ,7 ⎔ቃの୙ㄪࠊその他のሗ࿌࣭┦ㄯ 

,7 ⎔ቃ(設⨨する 3& ࣭のㄪᏊがᝏい᫬は、「学⡠␒号࣭ྡ前࣭ヱ当の場所(3&)(ࡴྵ 症≧」

を事ົ室まで連⤡してࡉࡔࡃい。 

 ᯝሗ࿌⤖ ࢫࣞࢻ࢔࣮࣓ࣝ 㐃⤡ඛ ࢫࣃࣥࣕ࢟

᪥㧗࢟ࣕࣥࢫࣃ ஦ົᐊ KPDVWHU#VDLWDPD�PHG�DF�MS &Ჷ�)ᥖ♧ᯈ 

ᕝゅ࢟ࣕࣥࢫࣃ ஦ົᐊ NDZDNDGR#VDLWDPD�PHG�DF�MS ஦ົᐊ๓ᥖ♧ᯈ 
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㸦�㸧࣓࣮ࣝࢫࣞࢻ࢔の௜୚

大学㝔生には「学⡠␒号#IKPF�VDLWDPD�PHG�DF�MS」で⾲すಶ別メールࣞࢻ࢔スを付୚しま

す。ᮏ学では *RRJOH 社の *PDLO を利用しており、パࢯコン࣭ス࣐ート࢛ࣇン࣭ࢵࣞࣈࢱト

などのインࢱーࢵࢿト接⥆がྍ⬟なᶵჾでメール受信するࡇとがでࡁます。大学࠿らの連

⤡は୺にメールで行いますので、ᖖにメールの受信を☜認してࡉࡔࡃい。 

 ⏝の฼ࢺࢫࣜࢢ࣮࣓ࣥࣜ

次のメーࣜンࣜࢢストࣞࢻ࢔スを利用すれࡤ、学ᖺ及び研究⛉඲ဨにメールを配信する

ストは、修学上必要な連⤡を目的としたものでࣜࢢのメーࣜンࡇ、ます。なおࡁとがでࡇ

あり、⚾用や່ㄏなどでの利用は⚗Ṇします。 

 ࢫࣞࢻ࢔࣮࣓ࣝ ࣉ࣮ࣝࢢ

་Ꮫ◊✲⛉་⛉Ꮫᑓᨷ�ᖺ⏕ P�V�1QHQVHL#VDLWDPD�PHG�DF�MS 

┳ㆤᏛ◊✲⛉┳ㆤᏛᑓᨷ�ᖺ⏕ P�Q�1QHQVHL#VDLWDPD�PHG�DF�MS 

་Ꮫ◊✲⛉་⛉Ꮫᑓᨷ�ᖺ⏕�ྵࠊ㛗ᮇᒚಟ⏕� P�V�2QHQVHL#VDLWDPD�PHG�DF�MS 

┳ㆤᏛ◊✲⛉┳ㆤᏛᑓᨷ�ᖺ⏕�ྵࠊ㛗ᮇᒚಟ⏕� P�Q�2QHQVHL#VDLWDPD�PHG�DF�MS 

㸦�㸧ಶேᡤ᭷࡛ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥのᏛෆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ฼⏝

申請によりಶே所᭷コンピࣗーࢱを学内ࢵࢿト࣡ークに接⥆し使用するࡇとがでࡁます。

申請の㝿は6061(7の「保೺་療学㒊におけるコンピࣗーࢱの利用について」を必ࡎ☜認し、

次のὀពをᏲってࡉࡔࡃい。また、ಶே所᭷コンピࣗーࢱが原ᅉで大学業ົに支障が生ࡌ

た᫬は処ศのᑐ㇟となります。 

㹙8R/㹛 KWWSV���VPVZZZ�VDLWDPD�PHG�DF�MS�KRNHQ�JDNXVHL�SF�LQGH[�KWPO 

㸺౑⏝ୖのὀព㸼

ձ コンピࣗー࢕࢘ࢱルスᑐ⟇の☜実なᒚ行 

D㸬࢘࢕ルスᑐ⟇ࣇࢯトの実行（グ᠈፹体、メール、࣍ー࣒࣌ーࢪにᑐして、༶᫬及び

定᫬実行） 

E㸬࢘࢕ルスパࢱーンの定期的な᭦᪂(᭱ప㐌 1 ᅇ） 

ղ  ールᑐ⟇の☜実なᒚ行࣍࢕ࢸキࣗࣜࢭ

D㸬࢘࢕ンࢵ࢔ࢬ࢘ࢻプࢹートの実行（自動実行で᭦᪂᫬に☜認設定） 

E㸬࢔プࣜࢣーࣙࢩンのࢵ࢔プࢹート（適ᐅ） 

ճ ᝟報₃ὤ㜵Ṇの☜実なᒚ行 

D㸬使用者認証の設定 

E㸬᝟報の⣮ኻ㜵Ṇ、₃れてはᅔる᝟報の保Ꮡの⚗Ṇ、学外ᣢࡕ出し⚗Ṇ（学内ࢵࢿト

࣡ークに関する᝟報、ಶே᝟報など） 

F㸬࢓ࣇイルඹ᭷ࣇࢯト（323 ト、:LQQ\、VKDUH、&DERV、:LQ0;、/LPH :LUH、%LW &RPHWࣇࢯ

など）の使用⚗Ṇ 

学内ࢵࢿト࣡ークの利用には研究⛉㛗（または修ኈ課⛬運Ⴀጤဨ㛗）のチྍが必要で

す。利用を希望する大学㝔生は、事ົで所定の手⥆ࡁを行ってࡉࡔࡃい。

࣭申込期間は、原則として 5 ᭶と 11 ᭶のそれࡒれ 1 ࣨ᭶間です。 

࣭申込には、使用するパࢯコンのメー࢝ーྡ、ᆺ式、26、0$& スの᝟報が必要となࣞࢻ࢔

りますので、あらࡌ࠿めㄪ࡭ておいてࡉࡔࡃい。 
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࣭使用㛤ጞにはࢵࢿト࣡ーク設定が必要です。「ᇸ⋢་⛉大学教育学⾡᝟報ࢵࢿト࣡ーク

(KWWSV���VPVZZZ�VDLWDPD�PHG�DF�MS�)」を参↷し、設定をしてࡉࡔࡃい。 

࣭学⡠がなࡃなった場合は、登録が᢯ᾘࡉれます。 

࣭登録内ᐜがኚࢃった場合は、෌申請が必要となります。 

࣭必要と認められる場合、パࢯコンの使用≧ែをㄪ࡭るࡇとがあります。 

㸶．Ꮫෆの⎔ቃಖ඲

࣭ 大学㝔生は、ᮏ学のᘓ物࣭設備࣭備品などを◚ᦆ࣭ởᦆするࡇとのないようດめてࡃ

い。場合によっては処ศのᑐ㇟になります。また、キャンパス内のΎᤲ࣭ᩚ理ᩚ㡻࣭ࡉࡔ

ⅆẼྲྀり⥾まりにはᖖに␃ពしてࡉࡔࡃい。 

࣭ ᮏ学は、ႚ↮により罹患するྍ⬟ᛶが㧗ࡃなる⑌病等のண㜵་療を実施する་療ᶵ関

を᧦する大学として、学内およびᣦ定ࡉれたᆅᇦで඲面⚗↮を実施しています。 

࣭ キャンパス内での㣧㓇は⚗Ṇします。たࡔし、┦ᛂの理⏤が認められる場合には、修

ኈ課⛬運Ⴀጤဨ㛗のチྍにより場所࣭᫬間を限って認められるࡇとがあります。 

なお、࢔ルコールの㐣๫ᦤྲྀによりṚஸ事故に⮳るࢣースもあるので、「イࢵキ㣧み」

等の༴㝤な㣧㓇行Ⅽ及び㣧㓇運㌿は⤯ᑐにしないでࡉࡔࡃい。 

࣭ キャンパス内での㯞㞛等の㉃༤ᛶのある㐟ᡙを行うࡇとは⚗Ṇです。 

㸷．ᰯ⯋࡬のฟධࡾ

ཱྀࡾのฟධ࡬⯋ᰯ

᪥㧗࢟ࣕࣥࢫࣃ 

ฟධཱྀ
㛤㘄᫬㛫 

㸦᭶㹼ᅵ㸧
ධ㤋᪉ἲ ㏥㤋᪉ἲ ഛ⪃

ṇ㠃⋞㛵㸦஦ົᐊ๓㸧 ����ࠥ����� ⮬ື㛤㛢 ᫬㛫እࡣ᪋㘄 

$ Ჷ すഃฟධཱྀ

����ࠥ�����
Ꮫ⏕ドࢆ 
࣮ࢲ࣮ࣜࢻ࣮࢝
ࡍࡊ࠿࡟

ෆഃの 
㘄࣮ࣥࢱ࣒ࢧ
㛤㘄ࡋᅇࢆ

᫬㛫እࡣධ㤋

୙ྍ 

& Ჷ ໭ഃฟධཱྀ 
㸦(9 ഃ㸧

& Ჷ ໭ഃฟධཱྀ 
㸦࣮ࣟ࢝ࢵᐊഃ㸧 

  ※休日࣭入学試験および大学がᣦ定するᖺᮎᖺጞの休暇期間は入㤋でࡁまࢇࡏ。 

  ※14 ᮲特౛ㅮ⩏等、修学上必要な場合は施設使用を認めるࡇとがあります。 

 �࣮ࣝ࣍⏕Ꮫ� ࣮࣮ࣝ࣍ࣛࢫ࢜

ฟධཱྀ
㛤㘄᫬㛫 

㸦᭶㹼ᅵ㸧
ධ㤋᪉ἲ ㏥㤋᪉ἲ ഛ⪃

ṇ㠃ฟධཱྀ

����ࠥ�����
Ꮫ⏕ドࢆ 
࣮ࢲ࣮ࣜࢻ࣮࢝
ࡍࡊ࠿࡟

⮬ື㛤㛢

⤊᪥᪋㘄 

᫬㛫እࡣධ㤋
୙ྍᮾഃ⿬ฟධཱྀ

※自ᕫ学習や㣧㣗などከ目的で使用するࡇとがでࡁます。 

※休日࣭入学試験日および大学がᣦ定するᖺᮎᖺጞの休暇期間は入㤋でࡁまࢇࡏ。 

※ኪ間の㠀ᖖ᫬は、ᅜ㝿་療ࢭンࢱー㆙備室(042�984�4110)に連⤡してࡉࡔࡃい。 
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ᕝゅ࢟ࣕࣥࢫࣃ 

校⯋は᭶曜日㹼ᅵ曜日の 9�00㹼18�00 は入㏥㤋がでࡁます。なお、休日および大学がᣦ

定するᖺᮎᖺጞの休暇期間は出入りでࡁまࢇࡏ。 

特別な事⏤により「教室使用願(様式 76 号)」が事ົ室にᥦ出ࡉれた場合に、事ົ室㛗

のチྍのୗ、休日の教室等の使用および使用᫬間のᘏ㛗を認めるࡇとがあります。

��．㣗ᇽ࣭኎ᗑ

᪥㧗࢟ࣕࣥࢫࣃ 

㣗ᇽ(ࣞࢸサ࣍ール࣭ࣛ࢘ンࢿ࣐ࣖࢪ)では、学生証に⌧金をࢳャーࢪし、࢝ーࣜࢻーࢲ

ーにࡊ࠿して௦金を支ᡶいます。

施設ྡ 場所 Ⴀ業日 Ⴀ業᫬間 

 サ࣍ール ᖺ୰↓休ࣞࢸ サ࣍ール（㣗ᇽ）ࣞࢸ
11�00㹼14�30 

17�00㹼18�30(ᖹ日のみ)

ࣛ࢘ンࢿ࣐ࣖࢪ（㣗ᇽ） ⟶理Ჷ 1 㝵 ᭶㹼金 11�00㹼14�30 

コンࢽࣅ（ローࢯン） ࣞࢸサ࣍ール 2 㝵 ᭶㹼金 11�00㹼13�30 

$70（ᇸ⋢りそな㖟行） ࣞࢸサ࣍ール 2 㝵 ᭶㹼金 09�00㹼17�00 

文光ᇽ書ᗑ ⟶理Ჷ 1 㝵 ᭶㹼金 12�00㹼16�30㸨

㸨教⛉書㈍኎期間は␗なります 

ᕝゅ࢟ࣕࣥࢫࣃ 

学生㣗ᇽでは券኎ᶵで㣗券を購入します。 

施設ྡ 場所 Ⴀ業日 Ⴀ業᫬間 

学生㣗ᇽ 㣗ᇽᲷ 㣗ᇽᲷ内に掲示 11�00㹼13㸸00 

��．ᥖ♧≀

࣭ 掲示する場合は、事ົ室に「印刷物掲示･配布願(様式 75 号)」をᥦ出し、修ኈ課⛬運Ⴀ

ጤဨ㛗のチྍをᚓる必要があります(掲示チྍまでに⣙ 1 㐌間要します) 。 

࣭ 掲示期間は原則 2 㐌間以内です。 

࣭ 掲示物は᭱大で $3 用⣬サイࢬまでです。 

࣭ 所定の場所以外の掲示は⚗Ṇです。 

࣭ 掲示期間が㐣ࡂたら、掲示を願い入れた者が掲示物を᧔ཤしてࡉࡔࡃい。 

࣭ 㐪཯した掲示物は᧔ཤします。 

࣭ 掲示物を↓断で㝖ཤ࣭◚ᦆ࣭ở染する行Ⅽは処ศのᑐ㇟となります。 

��．༳ๅ≀の㓄ᕸ

大学㝔生が᪂⪺࣭࣭ࣛࣅその他の印刷物またはࡇれらに‽ࡎるものをキャンパス内で配

布しようとする場合は、௦⾲者が⌧物を添えて「印刷物掲示･配布願(様式 75 号)」を事ົ

室にᥦ出し、修ኈ課⛬運Ⴀጤဨ㛗のチྍをᚓる必要があります。 

��．㞟఍࣭ദ࡝࡞ࡋ

࣭ 学内外を問ࡎࢃ、ᮏ学大学㝔生として㞟఍やദしなどを行う場合は、実施の 1 㐌間前ま

でに「㞟఍チྍ願(様式 74 号)」を事ົ室にᥦ出し、修ኈ課⛬運Ⴀጤဨ㛗チྍをᚓる必要

があります。 
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࣭ 㞟఍やദしなどに㝿し大学施設を使用する場合は、「㞟఍チྍ願」とేࡏて「施設使用

願(様式 77 号)」を事ົ室にᥦ出し、事ົ室㛗のチྍをᚓる必要があります。 

࣭ 参加㈝や入場料などをᚩ཰する場合は、その㢠および使㏵を明グした書類を「㞟఍チྍ

願」に添付してࡉࡔࡃい。 

࣭ 㞟఍が⤊஢したら、㈐௵者は㏿や࠿に修ኈ課⛬運Ⴀጤဨ㛗に⤒㐣を報告してࡉࡔࡃい。

また、཰入があった場合は修ኈ課⛬運Ⴀጤဨ㛗に఍ィ報告書をᥦ出してࡉࡔࡃい。 

࣭ 㞟఍で使用した施設や備品は、Ύᤲ࣭Ⅼ᳨し、ඖの≧ែにᡠしてࡉࡔࡃい。また、ⅆ⅏

に༑ศὀពしてࡉࡔࡃい。 

࣭ 㞟఍における行Ⅽが、大学㝔生としてࢃࡉࡩしࡃな࠿ったり、大学や社఍の⛛ᗎを஘した

り、༴㝤な事ែが発生するᜍれがあると認められた場合は、その㞟఍の⚗Ṇ࣭ゎᩓを࿨ࡎ

るࡇとがあります。 

࣭ 署ྡ運動࣭ࣔࢹなどおよびᑐ外的な活動をする場合も上グ各㡯が適用ࡉれます。 

࣭ 学内において布教活動と認められる行Ⅽの୍ษを⚗Ṇします。また、教育等に使用する

ఫ所録࣭メールࣞࢻ࢔ス等のಶே᝟報を布教活動に使用するࡇとも⚗Ṇします。 

��．ഛရ࡝࡞の౑⏝

࣭ 大学の備品などを課外活動やその他の目的で使用する場合は、「備品使用願(様式 78 号)」

を事ົ室にᥦ出し、事ົ室㛗のチྍをᚓる。 

࣭ 使用した備品などはΎᤲ࣭Ⅼ᳨し、ඖの場所に☜実にᡠし、事ົ室㛗の☜認を受けてୗ

 。いࡉ

��．೺ᗣ⟶⌮

「学生೺ᗣ᥎進室(以ୗ 保೺室)」は事ົ室とともに、೺ᗣ┦ㄯ、೺ᗣ診断、ண㜵接✀など

を行い、ⓙࢇࡉがᛌ適で೺ᗣ的な学生生活を㏦れるように支᥼します。 

保೺室は、日㧗キャンパス࣭川角キャンパスそれࡒれの校⯋ 1 㝵にあり、ⓙࢇࡉの೺ᗣ⟶

理に関する᝟報ᥦ౪やᣦᑟを行っています。日㡭࠿ら掲示を☜認し、࿧び出しがあった

場合には㏿や࠿にᑐᛂしてࡉࡔࡃい。

�連 ⤡ 先! 

7HO㸸042�984�4412（内⥺㸸3123） 

H�PDLO㸸KBNHQVXL#VDLWDPD�PHG�DF�MS 

㸦�㸧యㄪ୙Ⰻ᫬のึᮇᑐᛂཬཷࡧデᣦᑟ

保೺室では、⡆༢な傷の手当てや࣋ࢻࢵでの休㣴がでࡁます。場合によっては、ᇸ⋢་

⛉大学ᅜ㝿་療ࢭンࢱーやᇸ⋢་⛉大学病㝔、その他の་療ᶵ関への受診ᣦᑟ等をします。

病㝔で診療を受ける㝿には保㝤証のᥦ示が必要です。ᮏ学の病㝔を受診する㝿には、学生

証と࣐イࢼ保㝤証または㈨᱁☜認書を必ࡎᣢ参してࡉࡔࡃい。

㸦�㸧ᐃᮇ೺ᗣデ᩿のᐇ᪋࡜೺デᚋのಖ೺ᣦᑟ

ẖᖺ 1 ᅇの೺ᗣ診断が⩏ົ付けられているので、必ࡎ受診してࡉࡔࡃい。 

定期೺ᗣ診断は、⌧ᅾのⓙࢇࡉの೺ᗣ≧ែをᢕᥱするࡔけでなࡃ、ᑗ᮶の生活習័病を

ண㜵するための㔜要な㈨料となります。 

保೺室では、೺ᗣ診断の⤖ᯝにᇶ࡙ࡁ、生活ᣦᑟや་療ᶵ関の受診を່ዡしています。

೺ᗣ診断の⤖ᯝで␗ᖖが認められた場合には、適ษな་療ᶵ関を受診してࡉࡔࡃい。 
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ᐇ᪋ෆᐜ 

㌟㛗、体㔜、どຊ、⫈ຊ、⾑ᅽ 定、内⛉診ᐹ、ᒀ᳨ᰝ（⢾、⺮ⓑ、₯⾑）、⬚㒊࢚

 クス⥺᳨ᰝࢵ

஦ᚋᣦᑟ 

೺ᗣ診断の⤖ᯝは「೺ᗣ診断ᡂ⦼⾲」を配付しお▱らࡏします。「೺ᗣ診断ᡂ⦼⾲」

は、ᅾ学୰、大ษに保⟶してࡉࡔࡃい。 

೺ᗣ診断の⤖ᯝによって、生活習័ᨵၿのためのᣦᑟやᑓ㛛་療ᶵ関への受診່ዡ

を行います。通▱ࡉれた大学㝔生は㏿や࠿にᣦᑟにᚑって受診し、「受診報告書」を

保೺室にᥦ出してࡉࡔࡃい。

㸦�㸧ண㜵᥋✀のᐇ᪋

インࣇル࢚ンࢨのண㜵接✀を希望者に実施しますので、お▱らࡏを☜認して申し込みし

てࡉࡔࡃい。 

㸦�㸧デ᩿᭩࣭ド᫂᭩のⓎ⾜

実習、␃学、就職活動などに必要な診断書や証明書は、೺ᗣ診断のࢹーࢱを用いてసᡂ

します。ヲ⣽は次㡯目「19�೺ᗣ診断書」を参↷ࡉࡔࡃい。 

㸦�㸧㌟యⓗ࡞೺ᗣの┦ㄯ

体ㄪ୙Ⰻや೺ᗣ上ᚰ配なࡇとがある場合には㐲慮なࡃ┦ㄯしてࡉࡔࡃい。必要があれࡤ、

ᇸ⋢་⛉大学ᅜ㝿་療ࢭンࢱーやᇸ⋢་⛉大学病㝔のᑓ㛛診療⛉などを⤂௓します。 

㸦�㸧ࢁࡇࡇの┦ㄯ

の┦ㄯは、඘実した学生生活を㏦るためのサ࣏ートのࢁࡇࡇ 1つです。学業、ᑐே関ಀ、

ᑗ᮶の୙Ᏻなど大学生活で┤面する様ࠎなᝎみや問題について、Ẽ㍍に┦ㄯでࡁます。┦

ㄯはண⣙ไです。ึᅇは「保೺室」࠿「学生サ࣏ート┦ㄯ室」に᮶室、又は㟁ヰ（保೺室

042�984�4412）でண⣙してࡉࡔࡃい。 

㸦�㸧యㄪ୙Ⰻのᑐᛂ

学校感染症に罹患した場合（別⾲ 1）は、⑌病ࡈとに定める出ᖍ೵Ṇ期間を㑂Ᏺするࡇと。

་ᖌにより「治癒」または「感染のᜍれがない」ࡇとが認められる必要がある⑌病㹙➨ 1

✀および➨ 3 ✀ならびに➨ 2 ✀の୍㒊の感染症(インࣇル࢚ン࣭ࢨ᪂ᆺコロ࢘ࢼイルス感染

症を㝖ࡃ)㹛に関しては、必ࡎ་療ᶵ関を受診し、「治癒(見込み)証明書」あるいは「Ḟᖍ

期間(見込み)が明グࡉれた診断書」発行を౫㢗し、ᥦ出するࡇと。 
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��．೺ᗣデ᩿᭩

就職活動その他の申請など、ᮏ学での修学上必要と認められ、࠿つ、᥇⾑などの特Ṧ᳨ᰝ

を要しない場合、೺ᗣ診断のࢹーࢱを用いて೺ᗣ診断書を発行します。೺ᗣ診断書の発行を

希望する場合は、2 㐌間前までに事ົ室に「証明書交付願(様式 51 号)」をᥦ出してࡉࡔࡃい㹿 

たࡔし、ᮏ学実施の೺ᗣ診断を受診していない場合や、␗ᖖ್があるのに受診や⢭ᰝを受

けていない場合は、診断書のసᡂはでࡁまࢇࡏ。発行は大学書式のものに限りまࢇࡏが、グ

㍕は大学で実施した೺ᗣ診断⤖ᯝのみとなります。᳨ᰝを必要とする೺ᗣ診断書は各自で病

㝔を受診౫㢗してࡉࡔࡃい。 

��．യᐖಖ㝤

ᮏ学においては、大学㝔生が୙慮の事故等にあった場合の支᥼ᥐ⨨として保㝤ไᗘが設け

られています。 

㸦�㸧Ꮫ⏕ᩍ⫱◊✲⅏ᐖയᐖಖ㝤ไᗘ㸦␎⛠㺀Ꮫ◊⅏㺁㸧

の保㝤は、බ┈㈈ᅋἲே日ᮏᅜ㝿教育支᥼༠఍とᅜ内ᦆ害保㝤఍社ࡇ 4 社との間で⥾⤖

 。れたඹྠ保㝤ዎ⣙であり、ᮾி海上日動が他の保㝤఍社の௦理࣭௦行を行いますࡉ

各大学は、බ┈㈈ᅋἲே日ᮏᅜ㝿教育支᥼༠఍の㈶ຓ఍ဨとして⿕保㝤者となる大学㝔

生の保㝤加入をとりまとめ、保㝤金請ồ᫬の証明などの事ົを行います。 

ᮏ学では、඲ဨが $ コースに加入していますので、 

ヱ当する傷害を⿕った場合は、保㝤金請ồをᑓ用࢔プࣜ

「6NHWW%RRN(KWWSV���VNHWWERRN�MS�VWRUH)」で行います。

ಖ㝤㔠ࡀᨭᡶࡿࢀࢃᑐ㇟⠊ᅖ 

⿕保㝤者が教育研究活動୰(ୗグ)に⿕った✺↛の事故による㌟体の傷害(病Ẽはᑐ㇟

になりまࢇࡏ) 

ձ 正課୰࣭学校行事୰ 

ղ 上グձ以外で学校施設内にいる間࣭通学୰࣭学校施設等┦஫間の⛣動୰ 

ճ 学校施設内外を問ࡎࢃ、届け出た課外活動(クࣛࣈ活動)を行っている間 

⿵ൾෆᐜ 

Ṛஸ保㝤金㸸ձ2�000 ୓円 ղճ1�000 ୓円 

後㑇障害保㝤金㸸ձ120 ୓円㹼3�000 ୓円 ղճ60 ୓円㹼1�500 ୓円 

་療保㝤金㸸ձ治療日数 1 日以上ᑐ㇟ 3�000 円㹼30 ୓円 

 ղ治療日数 4 日以上ᑐ㇟ 6�000 円㹼30 ୓円 

ճ治療日数 14 日以上ᑐ㇟ 3 ୓円㹼30 ୓円 

入㝔加⟬金㸸ձղճ1 日につࡁ 4�000 円 

ಖ㝤ᩱ 

2 ᖺ間ศの保㝤料については入学᫬の学⣡金にྵまれています。 

なお、修学期間の 2 ᖺを超えてᅾ⡠するࡇととなった㛗期ᒚ修生࣭␃ᖺ者について

は、後㏙の「21�㈺ൾ㈐௵保㝤 (1)学研⅏付ᖏ㈺ൾ㈐௵保㝤(඲ဨ加入)」の保㝤料と合ࡏࢃ

て、ᖺ㢠 1�520 円を当ヱᖺᗘの学㈝にྵめてᚩ཰します。 
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ಖ㝤ᮇ㛫 

入学ᖺ次の 4 ᭶ 1 日㹼༞業ᖺ次の 3 ᭶ 31 日

㸦�㸧ᇸ⋢་⛉኱ᏛᏛ⏕ࣉ࣮ࣝࢢಖ㝤ࡧࡼ࠾ᬑ㏻യᐖಖ㝤

の保㝤は、加入者が保㝤期間୰にṚஸした場合にṚஸ保㝤金が、傷害または⑌病によࡇ

って㧗ᗘ障害≧ែになった場合に㧗ᗘ障害保㝤金が、それࡒれ支ᡶࢃれます。また、傷害

による入㝔࣭通㝔についても保㝤金が支ᡶࢃれます。 

ᮏ学では඲ဨが加入していますので、ヱ当する傷害を⿕った場合は、事ົ室に報告して

 。いࡉࡔࡃ

保㝤金の請ồは事ົ室を通ࡌて行います。

ಖ㝤㔠ࡀᨭᡶࡿࢀࢃᑐ㇟⠊ᅖ 

24 ᫬間⿵ൾ 

⿵ൾෆᐜ 

病ẼṚஸ㸸100 ୓円 

傷害Ṛஸ࣭後㑇障害㸸᭱㧗⣙ 357 ୓円まで 

傷害入㝔日㢠(⑌病によるものはᑐ㇟外)㸸1�000 円(1 日࠿ら⿵ൾ) 

傷害通㝔日㢠(⑌病によるものはᑐ㇟外)㸸500 円(1 日࠿ら⿵ൾ) 

ಖ㝤ᩱ 

保㝤料はẖᖺの学⣡金にྵまれています。

㸦�㸧Ꮫ◊⅏௜ᖏᏛ⏕⏕ά⥲ྜಖ㝤㸦␎⛠㺀௜ᖏᏛ⥲㺁㸧

 。の保㝤です(᱌内ࡈ᫬にࡁ⥆入学手)の保㝤は௵ព加入ࡇ

入学ᖺᗘにより⿵ൾ内ᐜが␗なるので、ヲ⣽につࡁましては、ྲྀᢅ௦理

ᗑの「日ᮏ㜵⅏保障ᰴ式఍社(049�294�6385)」で☜認してࡉࡔࡃい。 

保㝤金の請ồはインࢱーࢵࢿトの受付࢛ࣇー࣒

(KWWSV���ZZZ�ZHE�WDF�FR�MS�IRUP�XQLBFODLP01�KWPO)で行います。 

��．㈺ൾ㈐௵ಖ㝤

㸦�㸧Ꮫ◊⅏௜ᖏ㈺ൾ㈐௵ಖ㝤㸦␎⛠㺀௜ᖏ㈺㈐㺁㸧

、の保㝤は、「19㸬傷害保㝤 (1)学生教育研究⅏害傷害保㝤」に付ᖏするものでありࡇ

ㅮ⩏୰、実験࣭実習୰、学校行事、࣎ࣛン࢔࢕ࢸ、クࣛࣈ活動等の課外活動およびその活

動を行うための交通の㏵上で、他者に᛹ᡃを㈇ࡏࢃてしまった、他者の㈈物をᦆቯしてし

まったなどの㈺ൾ㈐௵事故にᑐする⿕害者ᩆ῭のための㈺ൾ㈐௵保㝤です。 

ᮏ学では、඲ဨが&コース(་学生教育研究㈺ൾ㈐௵保㝤(་療関連学㒊をྵࡴ))に加入し

ていますので、㈺ൾを㈇うような場合は、事ົ室に報告してࡉࡔࡃい。 

保㝤金の請ồは事ົ室を通ࡌて行います。 

⿵ൾのᑐ㇟ࡿ࡞࡜୺࡞஦ᨾ౛㸦ᅜෆのࡳᑐ㇟㸧 

ձ 実習୰に患者ࢇࡉの⛣動を手ఏい、ㄗって㌿ಽなどにより、᛹ᡃを㈇ࡏࢃてし

まった場合。 

ղ 患者ࢇࡉの᳨ᰝに付ࡁ添い、患者ࢇࡉの║㙾やᣢࡕ物を㡸࠿り、◚ᦆあるいは

⣮ኻしてしまった場合など。 
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ಖ㝤ᮇ㛫 

入学次の 4 ᭶ 1 日より༞業ᖺ次の 3 ᭶ᮎまでの 2 ᖺ間 

ಖ㝤ᩱ 

2 ᖺ間ศの保㝤料については入学᫬の学⣡金にྵまれています。 

なお、修学期間の 2 ᖺを超えてᅾ⡠するࡇととなった㛗期ᒚ修生࣭␃ᖺ者について

は、先㏙の「19㸬障害保㝤 (1)学生教育研究⅏害保㝤ไᗘ(඲ဨ加入)」の保㝤料と合ࡏࢃ

て、ᖺ㢠 1�520 円を当ヱᖺᗘの学㈝にྵめてᚩ཰します。 

��．ዡᏛ㔠

ዡ学金には以ୗのものがあります。 

なお、ເ㞟ᑐ㇟࣭ເ㞟ே数࣭ເ㞟内ᐜはᖺᗘによって␗なります。 

࣭ 日ᮏ学生支᥼ᶵ構ዡ学金(㈚୚ዡ学金 ➨ 1 ✀>↓利Ꮚ@�➨ 2 ✀>᭷利Ꮚ@)  

ዡ学金のເ㞟要㡯を掲示ᯈに掲示するので、希望する学生は☜認してࡉࡔࡃい。ዡ学金

に関するࡇとは事ົ室に問い合ࡏࢃてࡉࡔࡃい。 

ࢺ࢖ࣂࣝ࢔．��

 。いࡉࡔࡃとを㑂Ᏺしてࡇルバイトをする場合には、以ୗの࢔

࣭ 研究に支障がない⛬ᗘとするࡇと。 

   ࣭ 大学㝔生としての品఩にࢃ࠿࠿るような職✀を㑅定しないࡇと。 

��．ྛ✀┦ㄯ❆ཱྀ

㸦�㸧ᣦᑟᩍဨ

࣭ ᣦᑟ教ဨをᣦ定し、2 ᖺ間（㛗期ᒚ修生は 3 ᖺ間）学修が円⁥に行ࢃれるようサ࣏ート

します。 

࣭ 修ኈ課⛬運Ⴀጤဨ఍(教ဨ)もサ࣏ートしています。各ศ㔝に修ኈ課⛬運Ⴀጤဨがいます

のでẼ㍍に┦ㄯしてࡉࡔࡃい。 

㸦�㸧㞀ᐖᏛ⏕ᨭ᥼࡚࠸ࡘ࡟

ᮏ学は、ேᶒをᑛ㔜し、障害の᭷↓によってᕪ別ࡉれるࡇとなࡃ、ಶேを大ษに教育す

る大学を目ᣦします。必要にᛂࡌて合理的配慮をᥦ౪し、障害学生が他の学生とྠ等の教

育を受けられるように支᥼します。支᥼、合理的配慮のᥦ౪に関する┦ㄯ❆ཱྀは「学生サ

࣏ート┦ㄯ室(042�984�4914)」です。 

㸦�㸧࢟ࣕࣜ࢔ᨭ᥼࡜Ꮫ⏕࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣅ࣮ࢧ

キャࣜ࢔支᥼と学生サーࣅスに関する❆ཱྀを設⨨し、大学㝔生（修ኈ課⛬）に᝟報ᥦ

౪等の支᥼を行います。

連⤡先㸸保೺་療学㒊 事ົ室 ᗢົ課 大学㝔ᢸ当 

7HO㸸042�984�4801、(�PDLO㸸KPDVWHU#VDLWDPD�PHG�DF�MS 
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ࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁ．��

ࠗᇸ⋢་⛉大学 保೺་療学㒊ࣛࣁスメント㜵Ṇつ則࠘にᇶ࡙ࣛࣁ、ࡁスメントをྵめே

ᶒを౵害する行Ⅽを⚗Ṇしています。大学㝔生がᏳᚰして学修、研究がでࡁるように、ࣁ

ࣛスメントの㜵Ṇにもດめています。ࣛࣁスメントとは、୙当なゝ動を行うࡇとによりಶ

ேのᑛཝを傷つけே᱁を౵害する行Ⅽです。ࢭクࢩャルࣛࣁスメント、ࢵ࣑ࢹ࢝࢔クࣛࣁ

スメント、パ࣡ーࣛࣁスメント、ࣔࣛルࣛࣁスメント等の඾ᆺ的なࣛࣁスメントの࠿࡯、

ᛶᭀຊなどேᶒ౵害行Ⅽもྵまれます。ࠗࣛࣁスメントに関する࢞イࣛࢻイン࠘も参↷し

てࡉࡔࡃい。 

㸦�㸧ࡀ➼ࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁ␲ࡽࡓࢀࢃ

とがあった、又は場面を目ᧁした場合、ヰしやすい教ဨまたࡇれるࢃスメントとᛮࣛࣁ

はࣛࣁスメント❆ཱྀ(保೺་療学㒊事ົ室 大学㝔ᢸ当または保೺室)にᑐ面࠿メール

(KPFBKDUD#VDLWDPD�PHG�DF�MS)で┦ㄯしてࡉࡔࡃい。そのẁ㝵で┦ㄯ内ᐜをヲしࡃ説明す

る必要はありまࢇࡏ。修ኈ課⛬運Ⴀጤဨ఍内に⨨࠿れた┦ㄯဨが連⤡を受け、あなたのព

見を᭱大限ᑛ㔜しながら、問題をᩚ理し、問題ゎỴにྥけて୍⥴に考えます。཭ேが⿕害

にあったというような᫬でもおヰを⪺ࡁます。┦ㄯဨにはᏲ⛎⩏ົがありますので、┦ㄯ

した内ᐜが㒊外者に₃れるࡇとはありまࢇࡏ。また、┦ㄯしたࡇとで、୙利┈なྲྀりᢅい

をࡉれるࡇともありまࢇࡏ。⿕害にあったのは、Ỵしてあなたのࡏいではありまࢇࡏ。 

㸦�㸧ࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁ➼ゎỴのὶࢀ

┦ㄯဨ 

教ဨまたは┦ㄯ❆ཱྀ࠿ら連⤡を受けた┦ㄯဨは、⿕害の┦ㄯ࣭申し❧てについて୎ᑀに

おヰを⫈ࡁます。┦ㄯဨは、研究⛉㛗がᣦྡした教ဨ」数ྡです。⿕害者ᮏேに限らࡎ、

➨୕者(཭ே等)の⿕害についての┦ㄯ࣭申し❧てについてもྠ様です。 

஦ᐇ㛵ಀのㄪᰝ࡜ᑐᛂ⟇の᳨ウ 

  ⿕害の┦ㄯ࣭申し❧てを受けて、┦ㄯဨはࣜ࢔ࣄンࢢを行い、⿕害者のྠពをᚓたうえ

で、ᑐᛂを༠㆟するため、つ定にᇶ࡙ࡁ㏿や࠿にࣛࣁスメント㜵Ṇጤဨ఍に報告します。 

┦ㄯဨは、2 ྡ 1 ⤌でᑐᛂします。⿕害者が研究⛉内でのㄪᰝ࣭ᑐᛂを希望し、研究⛉㛗

が必要と認めた場合は「ㄪᰝ･ᑐ⟇ጤဨ఍」が設⨨ࡉれます。「ㄪᰝ･ᑐ⟇ጤဨ఍」は、⿕

害者、加害者と᝿定ࡉれる者、および関ಀ者にࣜ࢔ࣄンࢢを行い、事実を☜認するととも

に、⿕害者のពᛮをᑛ㔜しつつᑐᛂ⟇を᳨ウします。 

ᑐᛂ⟇のᐇ᪋ 

「ㄪᰝ･ᑐ⟇ጤဨ఍」より修ኈ課⛬運Ⴀጤဨ㛗を通ࡌた報告を受け、研究⛉㛗は事౛の㍍

㔜によりୗグの通りᑐᛂする。 

࣭ 特にᝏ㉁と考えられる事౛では、研究⛉㛗࠿ら学㛗に報告した上でἲேのࣛࣁスメ

ント㜵Ṇጤဨ఍に⿢定をࡡࡔࡺ、必要にᛂࡌて㈹⨩ጤဨ఍でのᑂ㆟を⤒てᑐ処する。

その⤖ᯝは研究⛉ጤဨ఍に報告する。 

࣭ それ以外の事౛では、修ኈ課⛬運Ⴀጤဨ㛗および研究⛉㛗が加害者にᛅ告とᣦᑟ等

を行うとともに、┦ㄯဨを通ࡌて⿕害者およびᐙ᪘に説明を行う。また、修ኈ課⛬運

Ⴀጤဨ఍を通ࡌて研究⛉ጤဨ఍に⡆༢な⤒⦋を報告する。 
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のᑐᛂ࡬⪅の⿕ᐖ➼ࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁ

⿕害者にはྍ⬟な限り᭱ၿのᑐᛂ、ᩆ῭ᥐ⨨をとるようにດめます。 

┦ㄯ࣭申し❧ての᫬Ⅼ、またはࣛࣁスメントゎỴにྥけた᳨ウ୰であっても、ࣛࣁスメ

ントの␲いのある行Ⅽが⥅⥆し、⿕害者をᩆ῭するᥐ⨨が必要とุ断ࡉれた場合は、┦ㄯ

ဨは⥭ᛴ㑊㞴のᥐ⨨を、修ኈ課⛬運Ⴀጤဨ㛗を通ࡌて研究⛉㛗に要請します。 

┦ㄯ࣭申し❧て࠿らゎỴにྥけてのす࡭ての㐣⛬において⿕害者のプࣛイバࢩーとྡ㄃

の保護を᭱ඃ先とし、ಶே᝟報が外㒊に₃れないように᭱ၿをᑾࡃします。また、┦ㄯ者(⿕

害者)が┦ㄯ࣭ 申し❧て等により修学上の୙利┈(報᚟)を⿕るࡇとがないように配慮します。 

ている᫬は、いつࡌとにより⢭⚄的なⱞ③を感ࡇスメント等による行Ⅽや申し出たࣛࣁ

でも࢝࢘ンࣜࢭンࢢによる支᥼を受けるࡇとがでࡁます。 

相談員

ハラスメント防止委員会（法人）

賞罰委員会（法人）

学部長

教授会

学生部委員長 э 学部長

調査・対策委員会（学部）

学生部委員長 э 学部長

�．加害者への忠告・指導

�．相談員を介した

学生本人・家族への説明

学生本人・第三者からの相談

教員、保健室・事務職員

ハラスメント問題発生から解決までの流れ

ヒアリング

（�人一組で対応）

相談

相談

連絡

報告

法人として対処

報告

報告（本人の希望があった場合）

必要に応じて

報告

必要に応じて 学部として対処

報告

報告

必要に応じて

学生部委員長 э 学部長
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��．⅏ᐖ࡟ᑐࡿࡍண㜵࡜஦ᨾ㐼㐝᫬のᑐᛂ

㸦�㸧⅏ᐖ࡟ᑐࡿࡍண㜵࡜ᑐᛂ

࣭ ᆅ㟈及びⅆ⅏発生᫬のᑐᛂについては、「ᇸ⋢་⛉大学保೺་療学㒊༴ᶵ⟶理࣐ࣗࢽ

ᑐᛂᅗや㑊㞴場所ᆅࡃ⥆ルの文❶及びそれに࢔ࣗࢽ࣐。書いてありますࡃル」にヲし࢔

ᅗ、ᾘⅆჾලの配⨨ᅗなどに目を通し、日㡭࠿ら༴ᶵ⟶理のព㆑をᣢってࡉࡔࡃい。

࣭ ⅆ⅏ண㜵にດめてࡉࡔࡃい。構内は⚗↮です。また、構内においてⅆẼを使用する場

合にはチྍが必要です。

࣭ 自↛⅏害により、㆙報または特別㆙報が発௧ࡉれた場合、発௧後の授業等�ㅮ⩏･実習･

₇習･試験をྵࡴ�を୰Ṇとするࡇとがあります。㆙報発௧᫬の授業や実習等の୰Ṇに関

するุ断は、㆙報が発௧ࡉれた᫬間により␗なります。ヲしい内ᐜは「Ϯ ㅖつ定」に

ありますので☜認しておいてࡉࡔࡃい。

㸦�㸧Ᏻ඲㐠㌿ཬࡧ஦ᨾ㐼㐝᫬のᑐฎ

࣭ 自㌿車、自動஧㍯車、自動車を運㌿する場合には、交通ルールをᏲりᏳ඲運㌿をᚰ᥃

けてࡉࡔࡃい。また、㣧㓇運㌿はཝ⚗です。

࣭ 事故に㐝った場合には先ࡎே࿨ᩆຓにດめ、その後、大学�事ົ室�に㏿や࠿に報告し

てࡉࡔࡃい。

�連 ⤡ 先! 

7HO㸸042�984�4801 

H�PDLO� KRNHQLU\RX#VDLWDPD�PHG�DF�MS 

�報告事㡯!

Ặྡ࣭ศ㔝࣭学ᖺ࣭事故㐼㐝᫬間࣭場所࣭≧ἣ࣭㈇傷者の᭷↓

࣭ Ᏻ඲運㌿及び事故㐼㐝᫬のᑐ処についてのヲしい内ᐜは、「Ϯ ㅖつ定」にあります

ので☜認しておいてࡉࡔࡃい。

㸦�㸧⅏ᐖ࣭஦ᨾ࣭஦௳➼Ⓨ⏕の㝿の㐃⤡ඛ

᭶㹼ᅵ ����㹼����� 

日㧗キャンパス事ົ室（保೺་療学㒊Ჷ $ Ჷ 1 㝵） 

外⥺㸸042�984�4801（内⥺㸸3101） 

   川角キャンパス事ົ室 

    外⥺㸸049�295�1001（内⥺㸸(41�7)521） 

᭶㹼ᅵ�����㹼������௨እの᫬㛫ᖏ㸦᪥㺃⚃⚍᪥ཬࡧኪ㛫➼㸧 

㆙備ࢭンࢱー（ᅜ㝿་療ࢭンࢱー% Ჷ 1 㝵） 

外⥺㸸042�984�4110（内⥺㸸7110） 

㣤⬟㆙ᐹ署 

  ⥭ᛴ㸸110 

その他㸸042�972�0110 

ᇸ⋢す㒊ᗈᇦᾘ㜵ᮏ㒊 

⥭ᛴ㸸119 

その他㸸042�973�9119 
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㸦�㸧ྛ࢟ࣕࣥࢫࣃの㑊㞴ሙᡤ

各キャンパスの㠀㞴࣐࢔ࣗࢽル(㑊㞴ᣦ示)にᚑい、ୗグ㑊㞴場所へៃてࡎに㑊㞴するࡇ

と。 

᪥㧗࢟ࣕࣥࠕ ࢫࣃ๰❧ �� ࿘ᖺグᛕㅮᇽ๓ᗈሙࠖ 

ᕝゅ࢟ࣕࣥࢫࣃ ᅗ᭩㤋す㞄のⰪ⏕ 

ẟ࿅ᒣ࢟ࣕࣥࢫࣃ 
 のᗈሙࠖ࠸ࡇ࠸ࠕ
୸ᮌグᛕ⚟♴࣓࡜࣮ࢱࣥࢭࣝ࢝࢕ࢹᇸ⋢་⒪⚟♴఍┳ㆤᑓ㛛Ꮫᰯ
の㛫 

ᕝ㉺࢟ࣕࣥࢫࣃ 
 ᕝ㉺㐠ືබᅬࠖࠕ
⥲ྜ་⒪࣮ࢱࣥࢭの༡ᮾࠊ┤⥺ ���P 

��．ᾏእ࡬の᪑⾜➼

観光、語学研修などで海外旅行をする場合などは、事前に「海外旅行届(様式 73 号)」を事

ົ室にᥦ出してࡉࡔࡃい。 

��．Ᏻ඲⟶⌮ࡽ⮬ࡣのᡭ࡛

㏆ᖺ、日ᮏ඲ᅜでᖖ㆑を超えたปᝏな事件が㢖発しているࡇとは、᪂⪺やࣅࣞࢸを通ࡌて

ㄡでも▱っています。㊰上で、㥐で、ࡉらには自ศのᐙでࡉえも、事件が㉳ࡇっています。 

ᮏ学の࿘㎶はẸᐙがᑡなࡃ、┴道等のே通りもまࡤらです。とࡃにኪ間では大学構内とい

えども必ࡎしもᏳ඲とはいえないࡇとに␃ពして、登ୗ校᫬のᏳ඲をᅗってࡉࡔࡃい。 

また、୍ேᬽらしの場合には、」数の㘽を付ける、㜵≢࢙ࢳーンを᥃ける、見▱らࡠே物

の᮶ゼ᫬にはᏳ᫆に࢔ࢻを㛤けない、2 㝵の㒊ᒇでも❆を㛤けᨺしてᐷないなど、自らのᏳ

඲に関する༑ศなὀពをᡶうࡇとが必要です。 

Ᏻ඲⟶理はே௵ࡏでなࡃ自らの㈐௵で行うࡇとを⫢に㖭ࡌてࡉࡔࡃい。 
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ᇸ⋢་⛉኱Ꮫ 保೺་⒪Ꮫ㒊
༴ᶵ⟶⌮࣐ࣝ࢔ࣗࢽ㸦ᢒ㸧

１ ಖ೺་療Ꮫ㒊༴機⟶⌮䝬䝙䝳䜰䝹

２ 火災Ⓨ⏕᫬の⾜動䝬䝙䝳䜰䝹図（Ꮫ⏕・教⫋員）

３ ᆅ㟈Ⓨ⏕᫬の⾜動䝬䝙䝳䜰䝹図（Ꮫ⏕・教⫋員）

４ ᆅ㟈Ⓨ⏕ᚋの⾜動䝬䝙䝳䜰䝹図（Ꮫ⏕）

５ ྠ （୍⯡教員）䛆┬␎䛇

６ ྠ （୍⯡⫋員）䛆┬␎䛇

７ ྠ （⟶⌮⪅）䛆┬␎䛇

８ ᪥㧗キャンパスぢྲྀ䜚図（㑊㞴ሙᡤ）

９ 川角キャンパスぢྲྀ䜚図（㑊㞴ሙᡤ）

１０ 消火器・消火栓・火災報知器の配置図（᪥㧗䡳䡨䢙䢆䢛䡹）

１１ 消火器・消火栓・火災報知器の配置図（川角䡳䡨䢙䢆䢛䡹）

１２ ⥭ᛴ㐃⤡⥙䛆┬␎䛇

１３ 㜵災の䛯䜑の᪥㡭のྲྀ䜚⤌䜏

⥭ᛴ㐃⤡ඛ

᪥㧗䡳䡨䢙䢆䢛䡹

஦ົ室 䠖 䉻㻌042-984-4801

ኪ㛫ཬ䜃⚃⚍᪥

㜵災䡺䢙䡼䡬 䠖 䉻㻌042-984-4119䠋ᅜ㝿་療䡺䢙䡼䡬ෆ

㆙ഛ䡺䢙䡼䡬 䠖 䉻㻌042-984-4110䠋ᅜ㝿་療䡺䢙䡼䡬ෆ

川角䡳䡨䢙䢆䢛䡹

஦ົ室 䠖 䉻㻌049-295-1001
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㸯 ᇸ⋢་⛉኱Ꮫ保೺་⒪Ꮫ㒊 ༴ᶵ⟶⌮࣐ࣝ࢔ࣗࢽ

ᇸ⋢་⛉኱学༴ᶵ⟶理ጤ員఍ 2012.8 

Ϩ ㊃ ᪨

ᮏマࣗࢽアルは、学ᰯ法人ᇸ⋢་⛉኱学༴ᶵ⟶理つ⛬第 14᮲にᇶ࡙き、᪥㧗࢟ャンࣃ

スおよびᕝゅ࢟ャンࣃスに係る኱つᶍ⅏ᐖなどにおける༴ᶵ⟶理への対ᛂについて定め

たものである。

ϩ ᐃ ⩏

1 このマࣗࢽアルでࠕ༴ᶵࠖとはḟのものをいう。

1㸧ⅆ⅏の発生 2㸧㟈⅏の発生 3㸧㢼Ỉᐖによる⿕ᐖの発生 4㸧不ᑂ者の౵ධ

5㸧༴ᐖண࿌㟁ヰのཷ理

2 このマࣗࢽアルでࠕ⟶理者ࠖとはḟの者をいう。

1㸧඲学ࣞ࣋ルの⟶理者㸸ձ理஦㛗 ղ஦務ᒁ㛗 ճ学㛗

2㸧⌧ᆅ⟶理者㸸ձ保೺་⒪学㒊㛗 ղ஦務室㛗 ճྛ学⛉㛗 մ஦務室⟶理職  

3 このマࣗࢽアルでࠕ⥭ᛴ㐃⤡⥙ࠖはู⣬のとおりとする。

Ϫ ༴ᶵの㝿の個ูのᑐᛂ

㸯 ⅆ⅏の発生

㸦㸯㸧ⅆ⅏の発見と㐃⤡యไ

1㸧ⅆ⅏の発見者は、┤ࡕに኱ኌで࿘ᅖに࿧び࠿けてᨭ᥼をồめるとともに、自らまた

は࿘ᅖの者と㐃ᦠして、஦務室およびᾘ㜵⨫㸦119 ␒㸧への㐃⤡を行う。また、ⅆ

⅏報▱ჾで㆙報を発する。஦務室㸸内⥺ 3101、እ⥺ 042-984-4801 

2㸧ⅆ⅏の発見者は、ᾘⅆჾまたはᾘⅆᰦ࠿ら引いたᾘ㜵࣍ースを用いてึᮇᾘⅆά動

を行う。なお、ึᮇᾘⅆά動では無理をしないよう心掛ける。ኳ஭にⅆがᒆきそう

な場合には、ᾘⅆά動を中ṆしてᏳ඲な場ᡤに㑊㞴する。

3㸧㐃⤡をཷけた஦務室職員は、஦務室㛗に報࿌した上で、⌧場にᛴ行してึᮇᾘⅆά

動にຍわるとともに、≧ἣをᢕᥱし஦務室㛗に㐃⤡する。஦務室㛗は学㒊㛗に≧ἣ

報࿌を行う。

4㸧ึ ᮇᾘⅆά動が無理とุ断された場合は、஦務室㛗は┤ࡕに㜵⅏ࢭンࢱーおよび᪥

㧗࢟ャンࣃス㜵ⅆ⟶理者への報࿌を行う。これをཷけ、㜵ⅆ⟶理者は法人ᮏ㒊への

報࿌を行う。

5㸧஦務室㛗は、㠀ᖖᨺ㏦タഛにより、ฟⅆ௜㏆やᘓ≀内の学生・教職員に㑊㞴の指♧

を行う。この際、ฟⅆ≧ἣ、ึᮇᾘⅆ≧ἣ、㑊㞴の᪉法、ㄏ導などの⥭ᛴ情報につ

いて࿘▱ᚭᗏをᅗる。
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6㸧学生・教職員は、㑊㞴の指♧にᚑい、速や࠿にあらࡌ࠿め定められた㑊㞴場ᡤに㏥

㑊する。㑊㞴᫬にはୗ記の஦㡯に注意する。

・↮がከい場合には、ጼໃをపくして、ࣁン࢝ࢳなどでཱྀや㰯をそい、↮を྾い込

まないようにする。

・ᣢࡕ≀は᭱ᑠ㝈にとどめ、いったん㑊㞴を開ጞしたら⌧場にはᡠらない。

7㸧㑊㞴場ᡤは、᪥㧗࢟ャンࣃスにおいては๰❧ 30 ࿘ᖺ記ᛕ講ᇽ๓ᗈ場、ᕝゅ࢟ャン

スにおいてはᅗ᭩㤋ᶓⰪ生とする。㑊㞴場ᡤにおいて、教職員はᡭ分けして学ࣃ

生・教職員のᏳྰを☜認する。

8㸧᪥㧗࢟ャンࣃス㜵ⅆ⟶理者は、学㒊㛗、஦務室㛗と㐃ᦠし、⌧ᆅ対⟇ᮏ㒊㸦自⾨ᾘ

㜵⤌⧊ᮏ㒊㸧をタ置する。⌧ᆅ対⟇ᮏ㒊は、᪥㧗࢟ャンࣃスにおいては保೺་⒪学

㒊஦務室、ᕝゅ࢟ャンࣃスにおいてはᕝゅ஦務室を第୍ೃ⿵とする。

9㸧関係者は௨上の他、⥭ᛴ㐃⤡⥙により、必要な㐃⤡を行う。

㸦㸰㸧自⾨ᾘ㜵⤌⧊のά動

ⅆ⅏᫬の自⾨ᾘ㜵⤌⧊のά動ᡭ㡰についてはูに定める。

㸦㸱㸧໅務᫬間እの場合㸦ኪ間、ఇ᪥㸧

ጤクしている㆙ഛ఍♫との㆙ഛィ画᭩➼による他、ḟによる。

1㸧ⅆ⅏の発見者は、㜵⅏ࢭンࢱーおよびᾘ㜵⨫㸦119 ␒㸧࣊の㏻報を行う。また、ⅆ

⅏報▱ჾで㆙報を発する。

2㸧ⅆ⅏の発見者➼は、┤ࡕにᾘⅆჾ➼を使用してึᮇᾘⅆά動を行う。

3㸧ึᮇᾘⅆά動では無理をしないよう心がけ、ኳ஭にⅆがᒆきそうな場合には、ᾘⅆ

ά動を中ṆしてᏳ඲な場ᡤに㑊㞴する。

4㸧関係者はูに定める⥭ᛴ㐃⤡を行う。

5㸧関係者はⅆ⅏のᘏ↝≧ἣにより、㈗㔜ရのᦙฟ、ᦙฟされた≀の⟶理を行う。

㸰 㟈⅏の発生

㟈⅏㸦ᆅ㟈⅏ᐖ㸧とは、ᆅ㟈動により┤᥋に生ࡎる⿕ᐖ及びこれにకい発生するὠἼ、

ⅆ஦、⇿発その他の␗ᖖな⌧象により生ࡎる⿕ᐖをいい、㟈⅏の発生᫬間が、໅務᫬間

中の場合と໅務᫬間እの場合に分けて対ᛂを行う。なお、㟈⅏では、஺㏻がᴟめてᅔ㞴

となったり、እ㒊との㏻信⥙が㏵絶する可能ᛶに␃意して行動する必要がある。

ア㸬໅務᫬間中の場合

㸦㸯㸧自らのᏳ඲の☜保

1㸧ฟධりཱྀの☜保㸦可能ならドアを開けておく㸧

2㸧ᡭ㏆なᮘやࢸーブルのୗに身を࠿くす。とくに㢌㒊を守るようにする。❆࢞ラスや

ಽれそうな≀のそࡤは㑊け、ⴠୗ≀に注意する。
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3㸧࢚ ࣞ࣋ーࢱの中にいた場合は、ྛ 㝵の࣎ࢱンをᢲし、とに࠿く᭱ᐤりの㝵でおりる。

また、ᗯୗや㝵ẁではቨ際によるが、❆࢞ラスやⴠୗ≀に注意する。

4㸧ᒇእにいた場合は、ᘓ≀࠿ら㞳れ、ᗈい場ᡤに㏥㑊する。

5㸧㌴を㐠㌿中であれࡤ、๓ᚋに注意しながら速ᗘを⦆め೵Ṇする。必要にᛂࡌて㌴እ

に㏥㑊する場合は、㌴の࢟ーはᢤࡎ࠿に㌴᳨ドをᣢってฟる。

㸦㸰㸧஧ḟⅆ⅏の発生㜵Ṇ、஧ḟⅆ⅏発生᫬の㏻報・ᾘⅆά動

1㸧ⅆを使っている場合は、┤ࡕにⅆをṆめる。

2㸧ᦂれがある⛬ᗘおさまったら、࢞スのඖᰦを㛢めるとともに、使用ᶵჾを೵Ṇし、

。ントをᢤいておくࢭンࢥ

3㸧஧ḟⅆ⅏の発生があったら、ⅆ⅏発生᫬のマࣗࢽアルにᚑい、㏻報とึᮇᾘⅆά動

を行う。

㸦㸱㸧ྠ室者や㏆くの㒊ᒇのᏳ඲☜認

1㸧ྠ室者について、ಽቯ・ⴠୗ≀によるୗᩜきや㈇യの᭷無を☜認する。

2㸧㏆くの㒊ᒇについても、㒊ᒇのᏳ඲や㈇യ者の᭷無を☜認する。

㸦㸲㸧学内にいる学生・教員のᆅ㟈発生ᚋの行動マࣗࢽアル

1㸧学生および教員は、室内のⅆඖや⸆ရ、㏆㎶の実㦂室のᏳ඲を☜認するとともに、

㈇യ者などでᩆ᥼が必要な場合は、஦務室に㐃⤡する。教員は学生がࢽࣃッࢡにな

らないよう␃意する。教員のうࡕ、実㦂室➼の⟶理責任者は、当ヱ㒊⨫のᏳ඲☜認

を行う。

2㸧学生は、஦務室㛗㸦または教員㸧࠿らの㑊㞴指♧があった場合は、教員のㄏ導のも

とに᭱ᐤりの㝵ẁを利用して、速や࠿に㑊㞴場ᡤに⛣動しᚅᶵする。㑊㞴場ᡤは᪥

㧗࢟ャンࣃスでは๰❧ 30࿘ᖺ記ᛕ講ᇽとし、ᕝゅ࢟ャンࣃスではᅗ᭩㤋す㞄のⰪ生

とする。㸦㑊㞴指♧がない場合は、ᤵ業を⥅⥆㸧   

3㸧学生は、஺㏻≧ἣなどによるᖐᏯᅔ㞴が明ら࠿となった場合は、教職員の指♧にᚑ

い、学内その他の㑊㞴場ᡤに⛣動またはその場でᚅᶵする。また、ᖐᏯᅔ㞴がない

場合は、教職員の指♧にᚑい、適ᐅᖐᏯする。

4㸧教員は⌧ᆅ対⟇ᮏ㒊の指♧にᚑい、学生の指導・┘╩、ྛ✀業務の⿵బを行う。

㸦㸳㸧学እにいる学生・教員のᆅ㟈発生ᚋの行動マࣗࢽアル

1㸧適切な㑊㞴場ᡤに⛣動する。実習ඛでは⌧ᆅ指導者の指♧にᚑう。

2㸧஦務室㸦または指導教員㸧に自身のᏳྰとᒃ場ᡤ・㐃⤡ඛを㐃⤡する。自Ꮿにいる

場合も㐃⤡する。

3㸧஦務室職員㸦または指導教員㸧は、学生・職員の情報を஦務室㛗⤒⏤で⌧ᆅ対⟇ᮏ

㒊に報࿌する。

4㸧஺㏻≧ἣなどによるᖐᏯᅔ㞴が明ら࠿となった場合は、⌧ᆅ指導者の指♧にᚑい、

指定された㑊㞴場ᡤに⛣動またはその場でᚅᶵする。また、ᖐᏯᅔ㞴がない場合は、
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⌧ᆅ指導者の指♧にᚑい、適ᐅᖐᏯする。なお、ఱら࠿の஦情でᒃ場ᡤをኚ᭦した

場合には、ᛀれࡎに෌㐃⤡を行う。

5㸧学生にྠ行した教員は、⌧ᆅ指導者の指♧にᚑい、学生の指導・┘╩、ྛ✀業務の

⿵బを行う。

㸦㸴㸧୍⯡職員のᆅ㟈発生ᚋの行動マࣗࢽアル

1㸧୍⯡職員は஦務室㛗の指♧により、学生・教員への対ᛂ、஦務室および教室の⿕ᐖ

≧ἣㄪᰝを行う。

2㸧㈇യ者➼へのᩆ᥼要ㄳがあれࡤ、⌧場にᛴ行してᛂᛴᩆ護措置を講ࡎるとともに、

必要にᛂࡌてᩆᛴ㌴のᡭ配その他を行う。

3㸧஦務室㛗࠿らの㑊㞴指♧がฟた場合は、自らも㑊㞴場ᡤにྥ࠿うとともに、可能な

㝈り学生・教職員の㑊㞴ㄏ導を行う。

4㸧㑊㞴場ᡤにおいては、教員の༠ຊのもとに学生のᏳྰ☜認を行う。

5㸧⌧ᆅ対⟇ᮏ㒊がタ置された場合は、対⟇ᮏ㒊㛗の指♧のもとに、法人の༴ᶵ⟶理対

⟇ᮏ㒊との㐃⤡・ㄪᩚ、஺㏻情報➼の⅏ᐖ情報の཰㞟、学እにいる学生࠿らの㐃⤡

への対ᛂ➼を行う。

6㸧学እにいる学生࠿らの㐃⤡をཷけた場合、Ᏻྰの☜認、ᒃ場ᡤと㐃⤡ඛの☜認を行

うとともに、⛣動᫬には必ࡎ෌㐃⤡するよう指♧する。

7㸧஺㏻≧ἣなどによるᖐᏯᅔ㞴を᝿定して、学生・教職員の㑊㞴場ᡤの☜保やỈ・㣗

ᩱのᡭ配を᳨ウする。

8㸧஺㏻≧ἣなどによるᖐᏯᅔ㞴が明ら࠿となった場合は、対⟇ᮏ㒊㛗の指♧にᚑい、

学生・教職員の学内その他の㑊㞴場ᡤへのㄏ導またはその場でのᚅᶵを࣏ࢧートす

る。また、ᖐᏯᅔ㞴がない場合は、対⟇ᮏ㒊㛗の指♧にᚑい、適ᐅᖐᏯをㄏ導する。

㸦㸵㸧⟶理者のᆅ㟈発生ᚋの行動マࣗࢽアル

1㸧஦務室㛗は、学生・教職員࠿ら得られた⿕⅏≧ἣをまとめ、学㒊㛗、ྛ学⛉㛗に報

࿌するとともに、஦務ᒁ㛗⤒⏤で法人ᮏ㒊に報࿌する。

2㸧㈇യ者があった場合は、ᛂᛴᩆ護措置のために職員をὴ㐵する。この際、⌧場௜㏆

にいる教員や学生の༠ຊ᥼ຓをồめることがある。

3㸧⿕⅏≧ἣ࠿ら㑊㞴の必要ᛶありとุ断した場合、஦務室㛗は学㒊㛗と༠㆟の上、㠀

ᖖᨺ㏦タഛにより㑊㞴の指♧を行う。

4㸧஦務室㛗は、学生・教職員の㑊㞴のㄏ導、学እにいる学生࠿らの㐃⤡ཷ理、஺㏻≧

ἣ➼の⅏ᐖ情報཰㞟を職員に指♧する。

5㸧法人ᮏ㒊に༴ᶵ⟶理対⟇ᮏ㒊がタ置されたら、஦務室㛗は学㒊㛗およびྠᮏ㒊と༠

㆟の上、⌧ᆅ対⟇ᮏ㒊をタ置する。

㸦㸶㸧⌧ᆅ対⟇ᮏ㒊

1㸧学内にᅾ໅している⟶理者は、㑊㞴᏶஢ᚋ、༴ᶵ⟶理対⟇ᮏ㒊の指♧にᚑい、速や

。に⌧ᆅ対⟇ᮏ㒊を⤌⧊する࠿
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2㸧⌧ᆅ対⟇ᮏ㒊員は⟶理者および必要な教職員でᵓᡂし、⌧ᆅ対⟇ᮏ㒊㛗には、ϩࠕ定

義ࠖの 2に♧した⌧ᆅ⟶理者のう᭱ࡕ上఩の者が当たる。

3㸧⌧ᆅ対⟇ᮏ㒊はᏳ඲で、㐃⤡が容᫆な場ᡤにタ置し、その఩置を学内に࿘▱するな

お、᪥㧗࢟ャンࣃスにおいては保೺་⒪学㒊஦務室を、ᕝゅ࢟ャンࣃスにおいては

ᕝゅᰯ⯋஦務室を⌧ᆅ対⟇ᮏ㒊タ置の第 1ೃ⿵とする。

4㸧⌧ᆅ対⟇ᮏ㒊は、༴ᶵ⟶理対⟇ᮏ㒊との㐃⤡・ㄪᩚをᅗりつつ、引き⥆き、஺㏻≧

ἣ➼の⅏ᐖ情報の཰㞟、学እ学生࠿らの㐃⤡への対ᛂを行うとともに、ᖐᏯᅔ㞴᫬

への対ᛂ、⩣᪥௨㝆の᪉㔪の᳨ウ、⿕⅏のᣑ኱㜵Ṇ、㈇യ者のᩆ護、行᪉不明者の

ᤚ⣴、関係者との㐃⤡᪉法の☜❧、その他⅏ᐖの᚟ 㸦ᪧ⿕⅏≧ἣの写真撮影を含む。㸧

に必要な措置を実᪋する。

5㸧⌧ᆅ対⟇ᮏ㒊は、⥭ᛴ㐃⤡⥙により⿕⅏≧ἣ、㑊㞴≧ἣ➼の報࿌を行う。

6㸧⌧ᆅ対⟇ᮏ㒊員は、ᮏ㒊㛗のᢎ認の上、ᖐᏯする。

7㸧ᆅඖ⿕⅏者の学内への㑊㞴にはᰂ㌾に対ᛂする。

➼㸬໅務᫬間እの場合㸻ኪ間、ఇ᪥࢖

㸦1㸧⥭ᛴฟ໅యไ

㟈⅏᫬、教職員で኱学に⥭ᛴฟ໅できる者は、㏆ぶのᏳྰを☜認ᚋ、኱学にฟ໅し、

⅏ᐖのᣑ኱㜵Ṇ措置を行う。㸦஧ḟⅆ⅏のᾘⅆ措置など㸧

㸦2㸧⥭ᛴ⟶理యไ㸦⌧ᆅ対⟇ᮏ㒊㸧の⤌⧊

1㸧ฟ໅した⟶理者㸦⟶理者がฟ໅できない場合はその他の教職員㸧は、⿕ᐖ≧ἣをㄪ

ᰝして⥭ᛴ㐃⤡⥙により法人ᮏ㒊や他の⟶理者に㐃⤡するとともに、法人ᮏ㒊と༠

㆟の上、⌧ᆅ⅏ᐖ対⟇ᮏ㒊を⤌⧊する。  

2㸧その他の஦㡯は、໅務᫬間中の対ᛂの場合を‽用する。
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火災のⓎ⏕

・኱ኌ䛷䜂䛸䜢࿧䜆
（火஦䛰䚸火஦䛰䞊䟿）

・஦ົ室䛻㏻報

・火災報知器䛷の㆙報

・消㜵⨫（ 1 1 9 ␒）䛻㏻報

・ึᮇ消火
（消火器䜎䛯䛿消㜵䝩䞊ス）

・⇞䛘䜔䛩䛔≀䜢㐲䛦䛡䜛

・火ඖのඖ栓䜢䛧䜑䜛

・䛡䛧䛶↓⌮䜢䛧䛺䛔䟿

・ኳ஭䛻火䛜ᒆ䛝䛭䛖䛺䜙
消火ά動䜢୰Ṇ・㑊㞴

２ 火災Ⓨ⏕᫬の⾜動䝬䝙䝳䜰䝹䠖 Ꮫ⏕・教⫋員

஦ົ室

ึᮇ消火䛿↓⌮
䛸のุ᩿

ᨺ㏦䛻䜘䜛඲㤋䜈の㑊㞴ᣦ♧

・㑊㞴⤒㊰䜢᫂☜䛻♧䛩

・෭㟼䛺⾜動䜢ಁ䛩

・↮䜢྾䛔㎸䜎䛺䛔

・ᣢ䛱≀䛿᭱ᑠ㝈䛻䛸䛹䜑
⌧ሙ䛻䛿ᡠ䜙䛺䛔

㑊㞴ሙᡤ䛻㏥㑊 ・Ᏻྰ☜ㄆ* ᪥㧗キャンパス䛷䛿୰ᗞ䜢䚸川角キャンパス
䛷䛿図᭩㤋す㞄のⰪ⏕䜢㑊㞴ሙᡤ䛸䛩䜛䚹

Ⓨぢ⪅

஦ົ⫋員

஦ົ室㛗

Ꮫ㒊㛗

㜵災䝉ン䝍䞊

㜵火⟶⌮⪅

⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊のタ置 Ⓨぢ⪅・Ꮫ⏕・教⫋員

法
ே
ᮏ
㒊

・火災⌧ሙ䛻ᛴ⾜

・ึᮇ消火の᥼ຓ䛸≧ἣᢕᥱ

・ኪ㛫䜔ఇ᪥䛷䛿㜵災䝉ン䝍䞊
䛻┤᥋㏻報
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３ ᆅ㟈Ⓨ⏕᫬の⾜動䝬䝙䝳䜰䝹䠖 Ꮫ⏕・教⫋員

኱ᆅ㟈のⓎ⏕

・❆䜺䝷スの䛭䜀䛿㑊䛡䜛

・ಽ䜜䛭䛖䛺≀の䛭䜀䛿
㑊䛡䜛

・ⴠୗ≀䛻ὀព

火䜢౑䛳䛶䛔䜛ሙྜ䛿
┤䛱䛻火䜢Ṇ䜑䜛

ᡭ㏆䛺ᮘ・䝔䞊䝤䝹のୗ䛻
（䛸䛟䛻㢌䜢Ᏺ䜛䛣䛸）

ฟධ䜚ཱྀの☜ಖ
（䝗䜰䜢㛤䛡䛶䛚䛟）

・䜶䝺䝧䞊䝍の୰䛻䛔䛯䜙
ྛ階の䝪䝍ン䜢ᢲ䛧䚸䛸䛻䛛䛟
᭱ᐤ䜚の階䛷䛚䜚䜛

・ᗯୗ䜔階段䛷䛿ቨ㝿䛻
（❆䜺䝷ス・ⴠୗ≀䛻ὀព）

・ᒇእ䛻䛔䛯䜙
ᘓ≀䛛䜙㞳䜜䚸ᗈ䛔ሙᡤ䛻
（ⴠୗ≀䛻ὀព）

⮬䜙のᏳ඲☜ಖ䜢ඃඛ

౑⏝機器の೵Ṇ
䝁ン䝉ン䝖䜢ᢤ䛔䛶䛚䛟

ྠ室⪅のᏳ඲☜ㄆ
（䛡䛜ே䜔ୗᩜ䛝䛺䛹）

㏆䛟の㒊ᒇのᏳ඲☜ㄆ
（䛡䛜ே䜔ୗᩜ䛝䛺䛹）

ᆅ㟈Ⓨ⏕ᚋの⾜動䝬䝙䝳䜰䝹䜈

వ㟈䛻ὀព

஧ḟ火災䛻ὀព
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４ ᆅ㟈Ⓨ⏕ᚋの⾜動䝬䝙䝳䜰䝹䠖 Ꮫ⏕

኱ᆅ㟈のⓎ⏕
（䛸䜚䛒䛘䛪⮬㌟のᏳ඲☜ಖ）

Ꮫෆ䛻䛔䜛ሙྜ Ꮫእ䛻䛔䜛ሙྜ

室ෆの火ඖ・⸆ရ䛺䛹䝏䜵䝑䜽

ᩆ᥼䛜ᚲせ䛺䜙஦ົ室䛻㐃⤡

஦ົ室㛗䜎䛯䛿教員䛛䜙の
㑊㞴ᣦ♧

䛒䜚 䛺䛧

㑊㞴ሙᡤ* 䛻⛣動
ᤵᴗ⥅⥆

஺㏻≧ἣ䛺䛹䛻䜘䜛
ᖐᏯᅔ㞴

䛒䜚 䛺䛧

教⫋員のᣦ♧䛻ᚑ䛔
Ꮫෆ䛭の௚の㑊㞴ሙᡤ䛻

⛣動䜎䛯䛿ᚅ機

⮬㌟のᏳྰ䛸ᒃሙᡤ䜢㐃⤡
（⮬Ꮿ䛻䛔䜛ሙྜ䜒）

Ꮫ⏕ㄢ
䜎䛯䛿

ᣦᑟ教員

஦ົ室㛗

ᑐ⟇ᮏ㒊

㐺ษ䛺㑊㞴ሙᡤ䛻⛣動
（実習ඛ䛷䛿ᣦᑟ⪅のᣦ♧䛻ᚑ䛖）

஺㏻≧ἣ䛺䛹䛻䜘䜛
ᖐᏯᅔ㞴

䛒䜚 䛺䛧

⌧ሙᣦᑟ⪅の
ᣦ♧䛻ᚑ䛔

⛣動䜎䛯䛿ᚅ機

䠆ᒃሙᡤ䜢ኚ᭦䛧䛯ሙྜ䛻䛿
㏿䜔䛛䛻㐃⤡䛩䜛䛣䛸

ᖐᏯ

ኪ㛫・ఇ᪥の኱ᆅ㟈のሙྜ䛿䚸⩣ᮅ䚸኱Ꮫ䜈の㐃⤡䜢䟿

ᖐᏯ

ᦂ䜜䛜䛚䛥䜎䛳䛯䜙・・・

* ᪥㧗キャンパス䛷䛿๰❧3 0 ࿘ᖺㅮᇽ๓ᗈሙ䜢䚸川

角キャンパス䛷䛿図᭩㤋ᶓⰪ⏕䜢㑊㞴ሙᡤ䛸䛩䜛䚹
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火災報知器・消火栓・消火器の配置図（日高キャンパス保健医療学部棟）
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火災報知器・消火栓・消火器の配置図（日高キャンパス保健医療学部棟）
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火災報知器・消火栓・消火器の配置図（日高キャンパス保健医療学部棟）
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ᅗ᭩㤋の฼⏝᱌ෆ

ᅗ書㤋࣍ー࣒࣌ーࢪ㸸KWWSV���RSDF�VDLWDPD�PHG�DF�MS�GUXSDO� 

ᅗ書㤋ࡔより㸸KWWS���EORJ�JRR�QH�MS�KRNHQKRNXVDL 

1� 㛤㤋᫬間

日㧗キャンパスศ㤋  ᭶曜㹼金曜㸸8㸸45㹼19㸸00 ᅵ曜㸸8�45㹼17�00 

川角キャンパスศ㤋  ᭶曜㹼金曜㸸8㸸45㹼17㸸00 ᅵ曜㸸休㤋 

2� 休㤋日

࣭ 日曜日、ᅜẸの⚃日、๰❧グᛕ日（5᭶ 4日） 

࣭ ᖺᮎᖺጞ 

※ 㛤㤋᫬間のኚ᭦や臨᫬休㤋については、掲示やᅗ書㤋࣍ー࣒࣌ーࢪでお▱らࡏします。 

3� 利用上のὀព

࣭ 学生証を必ࡎᦠᖏしてࡉࡔࡃい。 

࣭ 㤋内でのᦠᖏ㟁ヰ（通ヰ࣭᧜ᙳ）の使用は᥍えてࡉࡔࡃい。 

࣭ 㤋内での㣧㣗を⚗Ṇします。たࡔし、࣌ࢵト࣎トルやỈ⟄などᐦ㛢でࡁるᐜჾに入っ

た㣧み物に限り㜀ぴᖍにて㣧用でࡁます。ルールをᏲれな࠿った場合は、୍定期間、

඲学生が㐪཯のあったキャンパスのᅗ書㤋への㣧み物ᣢࡕ込みがでࡁなࡃなります。  

࣭ 各ᅗ書㤋内の掲示にもẼをつけて、ルールをᏲってࡈ利用ࡉࡔࡃい。 

              

4� ㈚出࣭㏉༷

（㸯）㈚出㸸学生証が必要です。 

 㸬㈚出期間࢔

ᅗ書࣭ど⫈ぬ㈨料 �������� 2 㐌間 

〇ᮏ㞧ㄅ（ᮍ〇ᮏのバࢵクࢼンバーをྵࡴ） ���������������� 1 㐌間 

᪂╔㞧ㄅ ������ ୍ኪ㈚し 

※実習にᑐᛂした㈚出も実施しています。 

イ㸬㈚出෉数㸸5Ⅼまで（ᅗ書、㞧ㄅ、ど⫈ぬ㈨料の合ィⅬ数） 

࢘㸬㈚出ᘏ㛗㸸ண⣙のない場合に限り、㸯ᗘࡔけᘏ㛗がྍ⬟です。࢝࢘ンࢱーもしࡃは࣐

イࣛイࣜࣛࣈでᘏ㛗手⥆ࡁをしてࡉࡔࡃい。たࡔし、㛗期㈚出後のᘏ㛗は

でࡁまࢇࡏ。 
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࢚㸬 ண   ⣙㸸࢝࢘ンࢱーへお申し込みࡉࡔࡃい。 ࣐イࣛイࣜࣛࣈでもண⣙がྍ⬟です。

ண⣙ᅗ書が㏉༷ࡉれ次➨、学内メールでお▱らࡏします。お▱らࡏ後、7

日間保⟶します。 

（㸰）㏉༷ 

㛤㤋୰は、࢝࢘ンࢱーへ㏉༷してࡉࡔࡃい。 

㛢㤋୰の㏉༷は、ࢵࣈク࣏ストを利用してࡉࡔࡃい。 

'9' などのど⫈ぬ㈨料や㔜い㈨料は、◚ᦆ㜵Ṇのため࢝࢘ンࢱーへ㏉༷してࡉࡔࡃい。 

（㸱）⨩則 

㏉༷期限を超㐣(ᘏ⁫)した場合、超㐣日数ศの㈚出೵Ṇになります。 

ᘏ⁫୰の㈨料がある場合は、᪂しࡃ೉りるࡇとはでࡁまࢇࡏ。 

（㸲）࣐イࣛイࣜࣛࣈ 

࣐イࣛイࣜࣛࣈを学内外࠿ら利用するࡇとがでࡁます。 

ᅗ書㤋࣍ー࣒࣌ー࠿ࢪらロࢢインしてࡉࡔࡃい。 

� ࣐イࣛイࣜࣛࣈででࡁるࡇと 

࣭㈚出୰の㈨料の☜認 

࣭㈚出ᘏ㛗手⥆ࡁ(㏉༷期限内でண⣙がない場合、1ᅇのみྍ⬟) 

࣭ⶶ書᳨⣴(23$& ᳨⣴)࠿らの㈚出୰㈨料へのண⣙ 

5� 配ᯫ

（㸯）㈨料の配⨨場所 

࠙日㧗キャンパスศ㤋ࠚ 

2 㝵 㜀 ぴ 室  ᪂⪺、㞧ㄅ、ど⫈ぬ㈨料、 

コーࢼーᅗ書（コ࣑ࢵク、ᅜ試ᑐ⟇、ㄽ文సἲなど） 

3 㝵 㜀 ぴ 室  ୍⯡ᅗ書、コーࢼーᅗ書（་療ㄞみ物など） 

࠙川角キャンパスศ㤋ࠚ 

1㝵 㜀 ぴ 室  ୍⯡ᅗ書、᪂⪺、㞧ㄅ、ど⫈ぬ㈨料、 

コーࢼーᅗ書（ᅜ試ᑐ⟇、就活、ㄽ文సἲなど） 

2㝵 㜀 ぴ 室  〇ᮏ㞧ㄅ、コーࢼーᅗ書（ㄞみ物、文ᗜなど）

（㸰）㈨料の配ᯫ㡰 

࠙ᅗ書ࠚศ類にᚑって配ᯫしています。 

     ་学と་学関連ศ㔝 ̾ ⡿ᅜᅜ❧་学ᅗ書㤋ศ類ἲ（1/0&） 

་学と┤接関連のないศ㔝 ̾ 日ᮏ༑進ศ類ἲ（1'&） 
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࠙㞧ㄅࠚ㞧ㄅྡの࢔ルࢵ࣋࢓ࣇト㡰に配ᯫしています。 

 日㧗キャンパスศ㤋 ̾ 日ᮏ語㞧ㄅと外ᅜ語㞧ㄅにศけて配ᯫしています。 

川角キャンパスศ㤋 ̾ 日ᮏ語㞧ㄅと外ᅜ語㞧ㄅを୍⥴に配ᯫしています。 

6� ㈨料の᥈し᪉

ᅗ書㤋の࣍ー࣒࣌ーࢪの23$&(ⶶ書᳨⣴)でᅗ書や㞧ㄅを᥈すࡇとがでࡁます。 

� 㟁Ꮚࢪャーࢼル 

ᅗ書㤋࣍ー࣒࣌ーࢪの「ࢪャーࢼルࢱイトル᳨⣴」࠿ら᳨⣴がྍ⬟です。パࢯコン等で㞧ㄅ

ㄽ文の඲文を3') などのᙧ式で㜀ぴでࡁます。 

7� ㈨料の」写

ᅗ書㤋内のコピーᶵを利用するࡇとがでࡁます。 

「文⊩」写申込書」に必要事㡯をグ入のうえࡈ利用ࡉࡔࡃい。学習及び研究を目的とした場

合に限り、ⴭసᶒἲの⠊ᅖ内で㸯ே㸯㒊」写でࡁます。 

ಶேのࣀート、プࣜント類の」写はでࡁまࢇࡏ。 

 クロ ̾ 1 ᯛ 10 円ࣀࣔ

࢝ࣛー   ̾ 1 ᯛ 30 円（⥲合་療ࢭンࢱー┳護ᑓ㛛学校ᅗ書室は50円） 

                   

8� 文⊩のྲྀᐤࡏ

学内の他キャンパスᅗ書㤋や他大学（ᶵ関）で所ⶶしている㈨料のコピーをྲྀᐤࡏるࡇと

がでࡁます。࢝࢘ンࢱーまたは:HE文⊩手配࠿らお申し込みࡉࡔࡃい。 

学内 ̾ 」写料金とྠࡌ 

学外 ̾」写料金㸩㏦料（」写料金は౫㢗する大学によって␗なる） 

9� ᅗ書のྲྀᐤࡏ

（㸯） 学内のᅗ書ྲྀᐤࡏ 

学内の他キャンパスで所ⶶしているᅗ書を೉りる場合は、࢝࢘ンࢱーへお申し込みࡉࡔࡃ

い。 

（㸰） 学外のᅗ書ྲྀᐤࡏ 

他大学（ᶵ関）のᅗ書を೉りる場合は、࢝࢘ンࢱーまたは:HE文⊩ྲྀりᐤ࠿ࡏらお申し込

みࡉࡔࡃい。たࡔし、೉用でࡁない場合もあります。೉用したᅗ書は、㤋内㜀ぴのみの利

用となります。 ᚟の㏦料が࠿࠿ります。 

10� 他大学（ᶵ関）の利用

他のᅗ書㤋を㜀ぴ等で┤接利用したい場合は、㜀ぴ願（⤂௓≧）を発行します。 
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11� 施設࣭設備

（㸯） ᝟報室の利用 （日㧗キャンパスศ㤋） 

、ます。申請書にグ入のうえࡁとがでࡇループ学習に」数ே（原則3ே以上）で利用するࢢ

࢝࢘ンࢱーで申し込ࢇでࡉࡔࡃい。また、定期試験期間୰は᝟報室を㛤ᨺします。 

（㸰） 室の利用 （川角キャンパスศ㤋）࣑ࢮ

ಶேまたはࢢループ学習に利用するࡇとがでࡁます。申請書にグ入のうえ、࢝࢘ンࢱーへ

お申し込みࡉࡔࡃい。

（㸱） ど⫈ぬ室の利用 （川角キャンパスศ㤋）

ど⫈ぬ㈨料のど⫈がでࡁます。また、ಶேまたはࢢループ学習に利用するࡇとがでࡁます。

利用申請書にグ入のうえ、࢝࢘ンࢱーへお申し込みࡉࡔࡃい。 

（㸲） :L�)L

  ます。※ (日㧗キャンパスศ㤋のみ)ࡁー:L�)Lが利用でࣜࣇ

※ 6061(7（ᇸ⋢་⛉大学教育学⾡ࢵࢿト࣡ーク）には࢔クࢭスでࡁまࢇࡏ。 

（㸳） 㟁Ꮚコンࢸンࢶ

様ࠎなࢹー࣋ࢱースを用い、ㄽ文やᮏを᥈したり㜀ぴしたりするࡇとがでࡁます。 

学内/$1に接⥆しているパࢯコン等であれࡤ、ᅗ書㤋࣍ー࣒࣌ー࠿ࢪら利用でࡁます。 

RHPRWH;Vの࢘࢝࢔ント登録をすれࡤ、学外࠿ら利用するࡇとがでࡁます。 

12� 学内のᅗ書㤋連⤡先

ᇸ⋢་⛉大学内のす࡭てのᅗ書㤋を利用でࡁます。学生証をおᣢࡉࡔࡃࡕい。 

 日㧗キャンパスศ㤋 㟁ヰ㸸042㸫984㸫4814（事ົ室）� 内⥺ 42�3203 

 川角キャンパスศ㤋 㟁ヰ㸸049㸫295㸫8243（事ົ室）� ࢝࢘ンࢱー内⥺ 41�7�543 

 毛呂山キャンパスᮏ㤋 㟁ヰ㸸049�276�1417（࢝࢘ンࢱー┤通）� 内⥺ 41�2482   

 ⥲合་療ࢭンࢱーศ㤋（⥲合་療ࢭンࢱー3 㝵） 

㟁ヰ㸸049㸫228㸫3641（࢝࢘ンࢱー┤通）� 内⥺ 43�3335 

 ▷期大学ᅗ書室（▷期大学7㝵） 

㟁ヰ㸸049�276�1537（事ົ室）� 内⥺ 3240 

 ᇸ⋢་療⚟♴఍┳護ᑓ㛛学校ᅗ書室（ᑓ㛛学校5㝵）>ᪧ�毛呂病㝔┳護ᑓ㛛学校@ 

㟁ヰ㸸049�276�2057（࢝࢘ンࢱー┤通）� 内⥺ 3413 

 ⥲合་療ࢭンࢱー┳護ᑓ㛛学校ᅗ書室（ᑓ㛛学校2㝵） 

㟁ヰ㸸049�228�3816 � 内⥺ 43�3120 
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ㅖᡭ⥆ࡁ

㸯．㢪ධ࣭ࢀᒆࡅฟ

学生生活を㏦るために必要な願入れ･届け出にはከࡃの✀類がありますので、関ಀするつ

定をよࡃ理ゎし、グ㍕事㡯、ᥦ出᫬期、ᥦ出先などをㄗらないようにὀពしてࡉࡔࡃい。

なお、願入れ･届け出の必要が生ࡌた場合には、次の要㡿にᚑって行ってࡉࡔࡃい。

（1）事ົ室に備え付けの所定の用⣬を使用してࡉࡔࡃい。 

（2）所定の用⣬がない場合は、$4 用⣬を使用し、事⏤をල体的にグ㍕してࡉࡔࡃい。 

（3）ᡞ⡠グ㍕事㡯のኚ᭦を届け出る᫬はᡞ⡠ᢒᮏを添付してࡉࡔࡃい。 

（4）特に、次のኚ᭦については㏿や࠿に届け出てࡉࡔࡃい。 

㺏㸬学生ᮏேのᡞ⡠グ㍕事㡯 

㺐㸬学生ᮏேの⌧ఫ所や㟁ヰ␒号 

㺑㸬保証ேおよび保証ேのఫ所

㸰．ド᫂᭩の஺௜

各✀証明書の交付を願入れる᫬は、「証明書交付願(様式 51 号)」に必要事㡯をグ入し、事

ົ室にᥦ出してࡉࡔࡃい。なお、交付᫬期は翌日の午後(金曜日および休日前日の申請の場

合は休日明け)を原則としていますが、証明書の✀類によってはᬻ᫬を要しますので、適ᐅ、

❆ཱྀで☜認してࡉࡔࡃい。 

㸱．❆ ཱྀ

日㧗キャンパス 保೺་療学㒊 $ Ჷ 1) 事ົ室 

川角キャンパス 川角校⯋ 1) 事ົ室 

㸲．ཷ௜᫬㛫

᭶曜日࠿らᅵ曜日 8�30㹼17�00 

日曜日࣭⚃日࣭ᖺᮎᖺጞはྲྀᢅいまࢇࡏ 
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㢪ධ࣭ࢀᒆࡅฟ࡟ࡧࡽ࡞ド᫂᭩஺௜のᴫㄝ

㸯．㌟ୖ㛵ಀ 
書 類 概 説 備 考 

ᨵጣ･ᨵྡ届 
（様式 11 号） 

ጣまたはྡをኚ᭦した場合 ᡞ⡠ᢒᮏ添付 

保証ேኚ᭦届 
（様式 12 号） 

入学᫬にᥦ出したㄋ⣙書の保証ேをኚ᭦する場合 保護者連署 

保証ேఫ所ኚ᭦届 
（様式 13 号） 

入学᫬にᥦ出したㄋ⣙書の保証ேఫ所にኚ᭦が生ࡌた場合 保護者連署 

ఫ所･ᮏ⡠ኚ᭦届 
（様式 14 号） 

ఫ所やᮏ⡠がኚ᭦になった場合 
ᮏ⡠ኚ᭦の場合
はᡞ⡠ᢒᮏ添付 

㸰．Ꮫ⡠㛵ಀ 
書 類 概 説 備 考 

休学願 
（様式 21 号） 

⑌病その他やࡴをᚓない事⏤のため、3 ⟠᭶以上修学でࡁない場合
(学則➨ 8❶ ➨ 22 ᮲) 

⑌病の場合は診断書添付
保護者連署 

᚟学願 
（様式 22 号） 

休学୰の学生が᚟学する場合 
(学則➨ 8❶ ➨ 23 ᮲) 

⑌病の場合は診断書添付
保護者連署 

㏥学願 
（様式 23 号） 

㏥学する場合 
(学則➨ 8❶ ➨ 25 ᮲) 

⑌病の場合は診断書添付
保護者連署 

㌿学⛉チྍ願 
（様式 24 号） 

㌿学⛉を希望する場合 

学生証･㺦㺎㺯㺔㺎㺢㺼 
෌交付願 

（様式 25 号）
学生証またはࢿー࣒࢝ーࢻ㺼を⣮ኻした場合 

発行期間 1 㐌間 
学生証 2�000 円 
㺦㺎㺯㺔㺎㺢㺼  500 円

㸱．ᤵᴗ㛵ಀ 
書 類 概 説 備 考 

ᒚ修届 ᒚ修を行う場合 

ᒚ修ྲྀᾘし願 ᒚ修登録後に、ᒚ修していた⛉目をᨺᲠする場合 申請期間に␃ព

ᚷ引届 
（様式 32 号） 

ᚷ引ࡁが発生した場合 保護者連署 

⫈ㅮ願 
（様式 33 号） 

ᒚ修⛉目以外の、所ᒓないし他学⛉⛉目の⫈ㅮを希望する場合

他学⛉受ㅮ願 
（様式 34 号） 

他学⛉の⛉目のᒚ修を希望する場合 

学外教育活動届 
（様式 35 号） 

学外での教育活動を行う場合 

※1� 診断書、病㝔受診᫬の㡿཰書、事故証明、㐜ᘏ証明書などḞᖍ理⏤を明ら࠿に示ࡏる書類がある場合は添付するࡇと。

㸲．ド᫂᭩㛵ಀ 
書 類 概 説 備 考 

証
明
書
交
付
願
䥹
様
式
51
号
䥺

ᅾ学証明書 㐲㝸ᆅ保㝤証の交付や⣡⛯手⥆ࡁを行なう場合など 翌日午後発行 

(金曜日および休

日前日の申請の

場合は休日明け) 

手数料 400 円

ᡂ⦼証明書 就職試験を受ける場合など 

修஢見込み証明書 就職試験を受ける場合など 

修஢証明書 就職先などにᥦ出する場合など 

༢఩修ᚓ見込み
証明書 

大学㝔に進学する場合など 

発行期間 適ᐅ 

手数料 400 円 

内申書 大学㝔に進学する場合など 

ㄪᰝ書 大学㝔に進学する場合など 

᥎⸀書 大学㝔に進学する場合など 

೺ᗣ診断書 就職試験を受ける場合など 
発行㸸1㹼2㐌間
手数料㸸2�200 円
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書 類 概 説 備 考 
   学生旅客運賃割引 
※     交付願 
   （様式 52 号）

JR 各社の片道で 100 キロメートルを超える区間を乗車する場合
翌日午後発行(金曜日
および休日前日の申
請の場合は休日明け) 

通学区間証明書交付願
（様式 53 号） 

川角キャンパスへ通学する場合 手数料 0円 

通学証明書(臨床実習用)
（様式 54 号） 

臨床実習先までの定期券を購入する場合 手数料 0円 

※ 学生旅客運賃割引の使用目的について 
交付は、原則として、次の目的をもって旅行をする必要があると認められる場合に限ります。 
(1) 休暇、所用による帰省  
(2) 実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動 
(3) 学校が認めた特別教育活動又は体育･文化に関する正課外の教育活動 
(4) 就職又は進学のための受験等 
(5) 学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加 
(6) 傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理 
(7) 保護者の旅行への随行 

５．その他 
書 類 概 説 備 考 

通学用自動車等
登録申請書 

（様式 71 号）
バイクや自動車を利用して通学する場合 

毛呂山･川越キャンパス
構内駐車場利用願い 

（様式 72 号）
毛呂山･川越キャンパスの自動車駐車場を利用する場合 

海外旅行届 
（様式 73 号） 

海外への観光あるいは語学研修で海外旅行をする場合 保護者連署 

印刷物掲示･配布願 
（様式 75 号） 

印刷物を学内掲示する場合および配布する場合 
掲示･配布物 
のサンプル 

教室使用願 
（様式 76 号） 

研究などで教室使用を希望する場合 

施設使用願 
（様式 77 号） 

研究などで教室以外の施設使用を希望する場合 

備品使用願 
（様式 78 号） 

大学の備品などを課外活動その他の目的で使用する場合 

修学上の合理的配慮 申出書
（様式 80 号） 

修学上の合理的配慮を希望し、申し出る場合 

診断書あるいは障
害手帳の写し添付 

保護者連署 

事故届 
（様式 81 号） 

学内および学外で発生した事件や事故を報告する場合 

「学校感染症」 
治癒 (見込み)証明書 

（様式 91 号）
学校感染症に罹患した場合 

別綴りの様式を
コピーして使用 
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学生のᠬᡄ処分におけるᶆ‽࢞࢖ドラ࢖ン

ᮏ学では、学則第 29 ᮲に定めるᠬᡄ処分について、処分の適正と公正をᅗるほⅬ࠿ら、処

分の指㔪となるᶆ‽࢞࢖ドラ࢖ンをไ定しています。

ᇸ⋢་⛉኱ᏛᏛ๎➨ 29᮲ཬࡧᇸ⋢་⛉኱Ꮫ኱Ꮫ㝔Ꮫ๎➨ 27᮲につᐃࡿࡍᏛ⏕のᠬᡄ

のᡭ⥆ࡁについて

(௧࿴ 2ᖺ 3᭶ 27᪥ไ定)

学㛗⿢定第 4ྕ

ᇸ⋢་⛉኱学学則(᫛࿴ 47ᖺ 2᭶ 16᪥ไ定)第 29᮲及びᇸ⋢་⛉኱学኱学院学則㸦᫛࿴ 53

ᖺ 3᭶ 24᪥ไ定㸧につ定する学生のᠬᡄについては、ḟのᡭ⥆きによるものとする。

㸯㸬学㒊㛗㸦኱学院にあっては研究⛉㛗、௨ୗྠࡌ㸧は、学生の行為がᠬᡄの対象となりうること

を認㆑した場合、速や࠿に学㛗に報࿌するとともに、学生㒊㛗➼に対し஦実関係のㄪᰝを行う

よう指♧をする。この場合、学㛗は必要にᛂࡌㄪᰝጤ員఍のタ置を࿨ࡎることができる。

㸰㸬当ヱ学生࠿らの஦情⫈ྲྀにあたっては、学生の人ᶒに配慮したう࠼で行い、ᘚ明のᶵ఍を十分

に୚࠼るものとする。ణし、当ヱ学生が㐊ᤕᣊ␃される➼により、┤᥋஦情⫈ྲྀができない場

合はこの㝈りではない。

㸱㸬ㄪᰝ⤖ᯝの報࿌をཷけた学㛗は஦実関係の認定を行い、学㒊㛗➼と༠㆟の上、ࠕ学生のᠬᡄ処分

におけるᶆ‽࢞࢖ドラ࢖ンࠖをཧ⪃に、ᠬᡄ処分の᪉㔪をỴ定する。

㸲㸬学㛗はᠬᡄ処分の᪉㔪について教ᤵ఍㸦኱学院にあっては研究⛉ጤ員఍、௨ୗྠࡌ㸧の意見を

⫈き、処分を☜定する。

㸳㸬ᠬᡄ処分については、ᮏ人に㏻▱するとともに、学内に࿌♧する。

㸴㸬学㒊㛗は、学㛗によりᠬᡄ処分がỴ定されるまでのᮇ間、当ヱ学生を自Ꮿㅽៅとすることがで

きる。

㸵㸬無ᮇ೵学処分を解㝖する場合、及び᭷ᮇ೵学処分をᘏ㛗する場合についても、学㛗は教ᤵ఍の

意見を⫈いたう࠼でỴ定する。

㸶㸬学㛗は、ᠬᡄỴ定๓に当ヱ学生࠿ら㏥学の⏦しฟがあった場合には、この⏦しฟをཷけないこ

とができる。

㝃則

௧࿴ 2 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥࠿ら᪋行する。

以上
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学生のᠬᡄ処分におけるᶆ‽࢞࢖ドラ࢖ン

༊分 㠀違行為
ᠬᡄ処分

㏥学 ೵学 けん責

犯罪行為

ẅ人、ᙉ┐、ᨺⅆ➼のปᝏな犯罪行為㸦ᮍ㐙を含む㸧 ۑ

ᭀຊ、✼┐、恐႑、ブḭ、୓引きなどの犯罪行為 ۑ ۑ

⸆≀犯罪㸦⬺法ドラッࢢを含む㸧 ۑ

ストー࢝ー、⑵₎、┐撮➼の犯罪 ۑ ۑ

SNSの不正使用または不適切使用、ࢱーࣗࣆンࢥ ۑ ۑ ۑ

஺㏻違཯

㣧㓇㐠㌿・無ච許㐠㌿・ᭀ㉮㐠㌿➼の༴㝤㐠㌿㸦஦

ᨾの᭷無はၥわない㸧
ۑ ۑ

ࡆき㏨ࡦ ۑ

その他の஺㏻法つ違཯による人身஦ᨾ ۑ ۑ

஺㏻法つ違཯の教၀・ᖝຓ ۑ ۑ

ᮏ学ᩜᆅ内・࿘㎶での無断㥔㌴ ۑ ۑ

㣧㓇

㣧㓇をᙉ要し㔜⠜な஦ែを生ࡌさせた場合 ۑ ۑ

‶ 20ṓᮍ‶の学生と▱りながら㣧㓇を່める行為、

‶ 20ṓᮍ‶の学生の㣧㓇行為
ۑ ۑ

ヨ㦂・ᤵ業に係る

不正

࢝ンࢽンࢢ➼の不正行為

࣏ࣞート➼の┐సや๴✼
ۑ ۑ

ᤵ業ฟᖍに係る不正行為 ۑ ۑ

学ၥ的೔理 ㄽᩥ➼సᡂにおけるᤐ㐀、ᨵࡊん、┐用➼ ۑ ۑ ۑ

ラスメントࣁ ラスメントによる人ᶒ౵ᐖࣁ✀ྛ ۑ ۑ ۑ

その他
ᮏ学の教⫱᪉㔪に違⫼する➼、学生のᮏ分に཯する

行為
ۑ ۑ ۑ

ලయ的な処分については、௨ୗを຺᱌し㔞定をỴ定する

・ᠬᡄ対象行為の動ᶵ、ែᵝ、㐣ኻᗘ合い

・他の学生や♫఍への影響

・㐣ཤにᠬᡄ対象行為を行っている࠿
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ᇸ⋢་⛉኱学学生➼個人情報保護つ則

㸦ᖹᡂ 17ᖺ 3᭶ 26᪥ไ定㸧

㸦┠的㸧

第㸯᮲ このつ則は、学ᰯ法人ᇸ⋢་⛉኱学個人情報保護つ⛬㸦㺀௨ୗ㺀保護つ⛬㺁という。㺁   

第㸰㸱᮲にᇶ࡙き、ᇸ⋢་⛉኱学(㺀௨ୗ㺀ᮏ学㺁という。)が保᭷する学生➼の個人情報のྲྀᢅ

いに関する኱学の責務と኱学が講࡭ࡎき措置について適切ୟつ᭷ຠな実᪋をᅗり、個人情報の

୺యである学生➼個人の情報を保護するとともに、個人情報の開♧、訂正及び๐㝖のㄳồᶒを

保ドすることを┠的とする。

㸦用ㄒの定義㸧

第㸰᮲ このつ則において㺀個人情報㺁とは、保護つ⛬の第㸱᮲第㸯ྕにより定義されるもののう

。ᮏ学が業務上ྲྀ得ཪはసᡂしたものをいう、ࡕ

㸰 㺀個人デーࢱ㺁とは、個人情報保護法第㸰᮲第㸲㡯でつ定する㺀個人情報デー࣋ࢱース➼をᵓ

ᡂする個人情報㺁をいう。

㸱 このつ則において㺀学生➼㺁とは、ᮏ学において教⫱をཷけている者、これ࠿らᮏ学において

教⫱をཷけようとする者及び㐣ཤᮏ学において教⫱をཷけた者୪びにཷけようとした者をいう。

㸦個人情報の཰㞟と利用┠的の特定㸧

第㸱᮲ 個人情報の཰㞟及び利用については、保護つ⛬第㸯㸯᮲及び第㸯㸰᮲による他、ᮏ学の

学生➼に関る個人情報の利用┠的は、ḟのྛྕのとおりとする。

㸦1㸧学内利用に関するḟの஦㡯

ア ྡ⡙⟶理に関すること。

࢖ 学務に関すること。

࢘ ೺ᗣデ断に関すること。

࢚ ዡ学஦業に関すること。

࢜ 生ά指導に関すること。

࢝ ㈹⨩に関すること。

㸦2㸧学እへの情報ᥦ౪をకうḟの஦㡯

ア 保護者➼への学務情報のᥦ౪

࢖ ྠ❆఍、∗ẕ఍➼関㐃ᅋయへのᥦ౪

࢘ ᐁ公ᗇ࠿らの↷఍に関する஦㡯

࢚ ዡ学ᅋయへのᥦ౪

࢜ ␃学ඛᶵ関へのᥦ౪

࢝ 研ಟᶵ関へのᥦ౪

࢟ እ㒊ጤクにకうᥦ౪

ࢡ ᮏ学のᗈ報ά動➼における利用

ࢣ ኱学ࢥンソーシア࣒➼の኱学間஺ὶ、公開講ᗙ➼へのཧຍにకう利用

㸦3㸧その他、Ᏻ඲⟶理、教⫱のྥ上、および教⫱ࢧーࣅス➼のほⅬ࠿ら必要な஦㡯

㸦4㸧ᮏ学はཎ則としてḟの情報を཰㞟してはならない。

ア 思᝿、信᮲及び᐀教に関する஦㡯

࢖ ♫఍的ᕪูのཎᅉとなる஦㡯
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㸦個人情報のྲྀ得や第三者ᥦ౪の際のᮏ人のྠ意㸧

第㸲᮲ ᮏ学が保᭷する学生➼の個人情報の利用┠的、ཎ則としてணめ当ヱᮏ人に㏻▱し、ཪは

公⾲することとする。

㸰 ๓㡯の㏻▱については、ཱྀ㢌、᭩㠃、㟁Ꮚメール➼の᪉法で行う。公⾲については、学ᰯの

掲♧ᯈ及び࣍ー࣒࣌ーࢪ➼に掲♧する᪉法で行うものとする。

㸱 当ヱᮏ人が、当ヱ個人情報のྲྀりᢅいについてᢎㅙする場合は、ཱྀ㢌、᭩㠃➼により意思⾲

♧を行うものとする。

㸲 ḟのྛྕにヱ当する場合については、ᮏ人のྠ意を得ないことができる。

㸦1㸧法௧にᇶ࡙く場合。

㸦2㸧人の生࿨、身యཪは㈈⏘保護のために必要な場合であってᮏ人のྠ意を得ることがᅔ㞴な

場合

㸦3㸧公⾗⾨生のྥ上ཪは学生➼の೺඲な⫱ᡂの᥎㐍のために特に必要がある場合であって、ᮏ

人のྠ意を得ることがᅔ㞴な場合

㸦4㸧ᅜのᶵ関ⱝしくはᆅ᪉公ඹᅋయ➼࠿ら法௧の定める஦務㐙行に対して༠ຊする必要がある

場合であって、ᮏ人のྠ意を得ることによりᮏ学の業務の㐙行にᨭ㞀を及ࡰすおそれがある

とき。

㸦5㸧学⾡研究または⤫ィ解ᯒのために利用する場合で、ᮏ人のᶒ利利┈を不当に౵ᐖするおそ

れがないと認められるとき。

㸦6㸧学生教⫱を適切に㐙行するため、学務上および஦務上の必要があり、ᮏ人のᶒ利利┈を不

当に౵ᐖするおそれがないと認められるとき。

㸦7㸧その他、個人情報保護ጤ員఍が正当と認めたとき。

㸦Ᏻ඲⟶理措置及びᚑ஦者の┘╩㸧

第㸳᮲ ᮏ学は学生➼に関する個人デーࢱをྲྀりᢅうᚑ஦者及びそのᶒ㝈を明☜にした上でそ

の業務を行わせること。

㸰 学生➼に関する個人デーࢱは、そのྲྀりᢅいについてのᶒ㝈を୚࠼られた者のみが業務の㐙

行上必要な㝈りにおいてྲྀりᢅうこと。

㸱 学生➼に関する個人デーࢱをྲྀりᢅう者は、業務上▱り得た個人デーࢱの内容をみだりに第

三者に▱らせ、ཪは不当な┠的に使用してはならない。

その業務に係る職を㏥いたᚋもྠᵝとする。

㸲 ᮏ学は、学生➼に関する個人デーࢱ⟶理責任者及び個人デーࢱをྲྀりᢅうᚑ஦者に対し、そ

の責務の㔜要ᛶを認㆑させලయ的な個人情報の保護措置に習⇍させるため、必要な教⫱及び研

ಟを行うものとする。

㸦ጤクඛの┘╩㸧

第㸴᮲ ᮏ学は個人デーࢱのᏳ඲⟶理について、十分な措置を講ࡌている者をጤクඛとして㑅定

するものとする。

㸰 ๓㡯のつ定の㊃᪨にᚑい、ጤクඛがጤクをཷけた個人デーࢱのᏳ඲⟶理のために講࡭ࡎき措

置の内容がጤクዎ⣙において明☜໬されるために、௨ୗの஦㡯を定めるものとする。

㸦1㸧ጤクඛにおいてそのᚑ業者が▱り得た個人情報を₃らしཪは┐用してはならないこと。

㸦2㸧個人デーྲྀࢱりᢅいの෌ጤクを行うに当っては、あらࡌ࠿めᩥ᭩によりᮏ学の஢ᢎを得る

こと。
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㸦3㸧ጤクඛにおける保⟶ᮇ間➼を明☜໬すること。

㸦4㸧利用┠的㐩ᡂᚋの個人デーࢱの㏉༷ཪはጤクඛにおける◚Რⱝしくは๐㝖を☜実に行うこ

と。

㸦5㸧ጤクඛにおける個人デーࢱのຍᕤ㸦ጤクዎ⣙⠊ᅖ内のものを㝖く。㸧、ᨵࡊん➼を⚗Ṇし、

ཪはไ㝈すること。

㸦6㸧ጤクඛにおける個人デーࢱの」写ཪは」〇㸦Ᏻ඲⟶理上必要なࣂッࢡアップ➼ጤクዎ⣙⠊

ᅖ内のものを㝖く。㸧を⚗Ṇすること。

㸦7㸧ጤクඛにおいて個人デーࢱ➼の₃࠼い➼の஦ᨾが発生した場合にጤクඖへ報࿌義務をㄢす

こと。

㸦8㸧ጤクඛにおいて個人デーࢱの₃࠼い➼の஦ᨾが発生した場合にጤクඛの責任が明☜໬され

ていること。

㸦個人情報の第三者ᥦ౪㸧

第㸵᮲ ᮏ学は学生➼に関する個人デーࢱをྠ❆఍、ዡ学஦業を行うᅋయその他の第三者にᥦ౪

する場合には、ḟに掲ࡆる஦㡯に␃意するものとする。

㸦1㸧ᥦ౪ඛにおいて、当ヱ個人デーࢱのྲྀりᢅいを㏻ࡌて▱り得た個人情報を₃らし、ཪは┐

用してはならないこと。

㸦2㸧当ヱ個人デーࢱの෌ᥦ౪を行うに当っては、あらࡌ࠿めᩥ᭩をもってᮏ学の஢ᢎを得るこ

と。

㸦3㸧ᥦ౪ඛにおける保⟶ᮇ間➼を明☜໬すること。

㸦4㸧利用┠的㐩ᡂᚋの個人デーࢱの㏉༷ཪはᥦ౪ඛにおける◚Რⱝしくは๐㝖が適切ୟつ☜実

になされること。

㸦5㸧ᥦ౪ඛにおける個人デーࢱの」写及び」〇㸦Ᏻ඲⟶理上必要なࣂッࢡアップを┠的とする

ものは㝖く。㸧を⚗Ṇすること。

㸦保᭷個人デーࢱの開♧㸧

第㸶᮲ ᮏ学はᮏ人࠿ら当ヱᮏ人のᡂ⦼のホ౯、その他これに㢮する஦㡯に関する保᭷個人デー

⫱の開♧をồめられた場合におけるその開♧ཪは㠀開♧のỴ定に当っては、኱学における教ࢱ

ά動に୚࠼る影響を຺᱌するものとする。

㸰 ᮏ人の法定௦理人࠿らᮏ人に関する保᭷個人デーࢱの開♧をồめられたときは、ཎ則として

ᮏ人に対し᭩㠃ཪは開♧ㄳồ者がྠ意した᪉法によりᡭ⥆きを行い、඲㒊ཪは୍㒊について㠀

開♧とする᪨のỴ定をしたときには、ᮏ人ཪは開♧ㄳồ者に対しその᪨を㐜⁫なく㏻▱するも

のとする。

㸱 ḟのྛྕのいࡎれ࠿にヱ当する場合は、その඲㒊ཪは୍㒊をᮏ人に開♧しないことができる。

㸦1㸧ᮏ人ཪは第三者の生࿨、身య、㈈⏘その他のᶒ利利┈をᐖするおそれがある場合

㸦2㸧኱学の㐠Ⴀ上、業務の適正な実᪋にⴭしいᨭ㞀を及ࡰすおそれがある場合

㸦3㸧他の法௧に違཯することとなる場合

㸦ᮏ人の利便を⪃慮した適切な措置㸧

第㸷᮲ ᮏ学はᮏ人࠿らの保᭷個人デーࢱの開♧ㄳồが෇⁥に行われるよう、そのᡭ⥆をᮏ人に

࿘▱するようດめるとともに、㜀ぴの場ᡤ及び᫬間➼について配慮しなけれࡤならない。

㸰 ๓㡯に関るලయ的なᡭ⥆き、ㄳồ用関係᭩㢮のᵝᘧその他の᱌内➼についてはูに定める。
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㸦ⱞ情の処理㸧

第㸯㸮᮲ ᮏ学は学生➼に関する個人情報のྲྀりᢅいに関するⱞ情の適切ୟつ迅速な処理を行

うため、ⱞ情及び┦ㄯをཷ௜ける❆ཱྀの明☜໬➼必要なయไのᩚഛにດめるものとする。

   㝃 則

このつ則は、ᖹᡂ㸯㸵ᖺ㸲᭶㸯᪥࠿ら᪋行する。
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ᇸ⋢་⛉኱Ꮫ保೺་⒪Ꮫ㒊のᏛ⏕にᑐࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁࡿࡍ➼㜵Ṇつ๎

(ᖹᡂ19ᖺ 3᭶19᪥ไ定)

ᨵ正 ᖹᡂ24ᖺ 3᭶16᪥ ௧࿴ 6ᖺ11᭶22᪥

(㊃᪨)

第㸯᮲ このつ則は、学ᰯ法人ᇸ⋢་⛉኱学ࣁラスメント➼㜵Ṇつ⛬(௨ୗࠕ法人ࣁラスメント㜵Ṇ➼

つ⛬ࠖという。)第10᮲のつ定にᇶ࡙き、ᇸ⋢་⛉኱学保೺་⒪学㒊にᅾ⡠する学生(௨ୗࠕ学生ࠖ

という。)に対するࣁラスメント➼の㜵Ṇ及び᤼㝖のための措置୪びにࣁラスメント➼に起ᅉするၥ

㢟が生ࡌた場合に適切に対ᛂするための措置に関し必要な஦㡯を定めるものとする。

(定義)

第㸰᮲ このつ則において、使用する用ㄒの意義は、法人ࣁラスメント➼㜵Ṇつ⛬の定めるとこࢁに

よる。

(教職員及び学生の責務)

第㸱᮲ 教職員及び学生は、このつ則に定めるものの࠿࡯、法人ࣁラスメント➼㜵Ṇつ⛬その他ูに

定めるࣁࠕラスメント㜵Ṇのために教職員が認㆑す࡭き஦㡯ࠖ及びࣁࠕラスメント➼㜵Ṇのために

学生が認㆑す࡭き஦㡯ࠖにᚑい、ࣁラスメント➼のၥ㢟を起こし、ཪは他者が行うࣁラスメント➼

を容認してはならない。

(ⱞ情┦ㄯ)

第㸲᮲ 保೺་⒪学㒊஦務室(ᕝゅ࢟ャンࣃスを含む。)に、学生࠿らのࣁラスメントに関するⱞ情の

⏦ฟ及び┦ㄯ(௨ୗࠕ┦ㄯ➼ࠖという。)に対ᛂするための┦ㄯ❆ཱྀをタ置する。

2 ๓㡯の┦ㄯ❆ཱྀに、ࣁラスメント┦ㄯ員(௨ୗࠕ┦ㄯ員ࠖという。)」ᩘྡを置く。

3 ┦ㄯ員は、教職員のう࠿ࡕら保೺་⒪学㒊㛗が指ྡする者をもって඘てる。

4 学生は、第1㡯の┦ㄯ❆ཱྀの࠿࡯、法人ࣁラスメント➼㜵Ṇつ⛬第5᮲第1㡯の඲学の┦ㄯ❆ཱྀに┦

ㄯ➼を行うことができる。

(学㛗への報࿌)

第㸳᮲ ┦ㄯ員は、学生がࣁラスメント➼によりⴭしく学ಟᶵ఍及び教⫱⎔ቃがᐖされ、ཪは不利┈

をཷけた場合には、保೺་⒪学㒊㛗を㏻ࡌて、学㛗に報࿌するものとする。

(㞧則)

第㸴᮲ このつ則に定めるもののࣁ、࠿࡯ラスメント➼の㜵Ṇ及び᤼㝖のための措置➼に関し必要な

஦㡯は、ูに定める。

㝃 則(ᖹᡂ19ᖺ3᭶19᪥)

  このつ則は、ᖹᡂ19ᖺ4᭶1᪥࠿ら᪋行する。

㝃 則(ᖹᡂ24ᖺ3᭶16᪥)

  このつ則は、ᖹᡂ24ᖺ3᭶16᪥࠿ら᪋行し、ᖹᡂ23ᖺ11᭶26᪥࠿ら適用する。

㝃 則(௧࿴6ᖺ11᭶22᪥)

  このつ則は、௧࿴6ᖺ11᭶30᪥࠿ら᪋行し、௧࿴6ᖺ4᭶1᪥࠿ら適用する。
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ࣥ࢖ࣛࢻ࢖の࢞ࡵ㜵Ṇのた➼ࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁ

㸯 ஦㡯ࡁ࡭ࡍㄆ㆑ࡀ⏕てᏛࡋの㜵Ṇに㛵➼ࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁ

1㸧ᇶᮏⓗ࠼⪄࡞᪉

ハラスメント問題を㉳こさないように、学生は他の学生や教職員と᥋するに当たり、次の

事項の重要ᛶについて༑分認識しなければならない。

（1）お互いの人᱁をᑛ重し合う意識を持つこと。

（2）対等なࣃートࢼーࢩッࣉを確立する意識を持つこと。

（3）相手のᛶูや♫఍的ᆅ఩等のᒓᛶに関し、୙適切な言動をしない意識を持つこと。

（4）気づかないでハラスメントの加害者・被害者になることがあるという意識を持つこと。

࠙ハラスメントの加害者・被害者にならないためのᚰ構えࠚ

ձ 言動の受け止め᪉には個人間や⏨ዪ間、その人≀の立場等によりᕪがあり、ハラス

メントに当たるかྰかについては、相手のุ᩿が重要であること。

・ ぶしさを表すつもりの言動であったとしても、ᮏ人の意ᅗとは関係なく相手を

୙ᛌにさせてしまう場合があること。

    ・ ୙ᛌにឤࡌるかどうかには個人ᕪがあること。

    ・ この⛬度のことは相手もチ容するだࢁうという຾手な᠈ をしないこと。

    ・ 相手とのⰋዲな人間関係ができていると຾手な思い㎸みをしないこと。

ղ 相手がᣄྰし、ཪは嫌がっている場合には、同ࡌ言動を決して⧞り返さないこと。

ճ ᣄྰや୙ᛌであることの意思表示が相手からいつもあるとは㝈らないこと。

ハラスメントを受けたものが、ୖ級生や部άのඛ㍮等との人間関係を考えてᣄྰす

ることができないなど、相手からいつも明確な意思表示があるとは㝈らず、ᣄྰの意思表示

ができないこともᑡなくないが、それを同意・合意と຺㐪いしてはならない。

մ 学内におけるハラスメントにだけ注意するのでは୙༑分であること。

౛えば、学内での人間関係がそのまま持⥆する部άのḼ㏄఍、ࢥンࣃ等の場における

ハラスメント行Ⅽに注意しなければならない。

2㸧ࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁ➼の✀㢮

  ඾ᆺ的な 4つのハラスメントとその他のハラスメント・人ᶒ౵害行Ⅽがあります。

ルハラスメント࢔ࣗࢩࢡࢭ（1）

ᛶ的な内容に関する発言や行動により、相手に୙ᛌឤを୚えること。たとえ相手にዲ意が

あったとしても加害者になり得る。

ලయ的には、ᛶ的な㨩ຊをᣦ᦬する、༝⊢な言ⴥをヰす、相手の஢解を得ずにయにゐるな

ど相手に対する┤᥋的なものに㝈らず、ポスࢱーをᥖ示する、動⏬を無⌮やり見せるなどが

ある。

また、ᛶูによるᕪู的な発言（࢙ࢪンࢲーハラスメント）もྵࡴ。

ーハラスメント࣡ࣃ（2）

ᆅ఩やᶒ㝈ཪはᖺ㱋、⤒㦂などのඃ఩ᛶを⫼ᬒに、適正な⠊囲を㉸えて、人᱁とᑛཝ  

を౵害する言動を行い、⢭⚄的・身య的ⱞ③を୚え、あるいは修学環境をᝏ໬させるこ

と。学生間では部ά動の୰で㉳こるྍ⬟ᛶが㧗い。ඛ㍮とᚋ㍮の関係、㢳問と部員の関

係、レࣗࢠラー㑅手と᥍え㑅手の関係、ධ部や㏥部の問題で㉳こりやすいという≉ᚩが

ある。
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ハラスメントࢡッ࣑ࢹカ࢔（3）

教⫱・研究ୖのᶒຊを℃⏝し、他の構成員に対して୙適切で୙当な言動を行うことに  

より、その者に、修学・教⫱・研究ないし職務㐙行ୖの୙฼┈を୚えることや、その修学・

教⫱・研究ないし職務㐙行ୖにᕪしᨭえるような⢭⚄的・身య的ᦆ害を୚えること。

౛えば、ᤵᴗを受けさせない、学生のࣉラࢩࣂ࢖ーをᭀ㟢する、≉ᐃの学生に୙要な

作ᴗを࿨ずる、୙බᖹなホ౯をする、ᣦᑟ・ᣦ示にᚑわないとᤵᴗ༢఩をやらないと発

言する、といったものがある。

（4）ࣔラルハラスメント

言ⴥや態度などいわゆる「見えないᭀຊ」によってᨭ配ୗに⨨いたり、⢭⚄的に㏣い  

ワめたりする行Ⅽをᣦす。言ⴥや態度、身᣺りやᩥ᭩などによって、相手の人᱁的ᑛཝ

をയつけたり、修学・研究や仕事の環境をᝏ໬させたりすることをいう。

ୖୗ関係にある場合のみならず、対等である࡭き友人の間᯶でも㉳こり得るものであ

り、また、教員やୖ級生であっても被害者となり得る。

（5）その他のハラスメント・人ᶒ౵害行Ⅽ

・ ールハラスメントࢥル࢔

20 ṓᮍ‶の者に対してᖺ㱋を確認しないあるいは確認したにもかかわらず㣧㓇

を່めたりᙉ要したりする、࢔ルࢥールがⱞ手な人に対して㣧㓇をᙉ要する、ᙉ要

をᛂ᥼するようにはやし立てる、ᙉ要する場㠃を止めずに見て見ࡠ᣺りをする、㣧

㓇を᩿りにくい環境をタᐃするといった行Ⅽ。

・ ᛶᭀຊ

同意のないᛶ的な行Ⅽは、ᛶᭀຊであり、重大な人ᶒ౵害である。人は自分のᚰ   

とయをᑛ重されるᶒ฼を持っており、ᛶᭀຊはそのᶒ฼をⴭしく౵害するものであ

ることを認識しなければならない。

ලయ的には、同意のない状態での࣎ࢱ࢕ࢹッࢳ、࢟ス、ᛶ஺等や࢔ルࢥール、レ    

たᛶ被害、⑵₎等があり、ᛶࡌ等の⸆≀を౑⏝したᛶᭀຊ、SNS等を㏻ࢢラッࢻࣉ࢖

ᭀຊはฮἲୖのฎ⨩の対㇟となり得る。

その࡯か、࢙ࢪンࢲーハラスメント、ࢯーࣕࢩルメ࢔࢕ࢹハラスメント、࢚ ハラࢪ࢖   

スメント、࣐ ハラスメント等が࢔ࢣ、ルハラスメントࣕࢩ࢖ハラスメント、レ࢕テࢽࢱ

ある。

ートࢹ DVなどの言動も人ᶒ౵害行Ⅽになる。

3㸧ᠬᡄฎศ

ハラスメント等の動態等によってはᮏ学の学生としてのᮏ分にもとる行Ⅽ等にヱ当して、

ᠬᡄฎ分に付されることがあることを༑分認識すること。とりわけᛶᭀຊに関しては、㏥学を

ྵめたཝしいᠬᡄฎ分がㄢされることがある。
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㸰 適正࡞Ꮫಟ࣭◊✲⎔ቃࢆ☜保ࡿࡍたࡵにㄆ㆑ࡁ࡭ࡍ஦㡯

ハラスメントにより学修・研究環境が害される事を防ぐため、教職員及び学生は次の事項につ

いて積極的に努めなければならない。

1）ハラスメントについて被害を訴えた学生をいわゆるトラブルメーカーとみなしたり、ハ

ラスメントに関する問題を当事者間の個人的な問題として片付けないこと。

2）ハラスメントに関する問題の加害者や被害者を出さないようにするために、周囲に対す

る気配りをし、必要な行動をとること。

（1）ハラスメントが見受けられる場合は、そうした言動をとった者への注意を促すこと。

（2）被害を受けていることを見聞きした場合は、声をかけて相談にのること。

＊ 被害者は「恥ずかしい」、「トラブルメーカーのレッテルを貼られたくない」、

「仕返しが怖い」などの考えから、他の人に対する相談をためらうことがある。

被害者を深刻にしないように、気がついたことがあれば声をかけて気軽に相談

に乗ることが大切である。

（3）学内においてハラスメントがあった場合には、第三者として、気持ちよく学修・

研究ができる環境づくりをするために、担任教員等の教職員に相談することをため

らわないこと。相談しやすいように互いの信頼関係構築に努めること。

㸱 ஦㡯ࡿࢀいてᏛ⏕にᮃま࠾たሙྜにࡌ⏕ࡀၥ㢟ࡿࡍに㉳ᅉࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁ

1㸧ᇶᮏⓗ࡞ᚰᵓ࠼

（1）一人で我慢しているだけでは、問題は解決しないと認識すること。

ハラスメントを無視したり、受け流したりしているだけでは、必ずしも状況は改善さ

れないということをまず認識することが大切である。

被害にあったのは、決してあなたのせいではありません。

（2）ハラスメント防止に対する行動をためらわないこと。

「トラブルメーカーというレッテルを貼られたくない」、「恥ずかしい」などと考えがち

だが、被害を深刻なものにしない、他に被害者を作らない、さらにはハラスメントをな

くすことは自分だけの問題でなく、学修・研究するための適正な環境の形成が重要であ

るとの考えに立って、勇気を出して行動することが求められる。

2㸧ࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁの⿕ᐖࡅཷࢆたとᛮ࠺とࡁにᮃまࡇࡿࢀと

学生は、ハラスメントを受けた場合、次のような行動をとるよう努めることが望まれる。

（1）嫌なことは相手に対して明確に意思表示すること。

ハラスメントに対しては毅然とした態度をとること。すなわち、はっきりと自分の

意思を相手に伝えることが重要である。

（2）信頼できる人に相談すること。

まず、同級生や友人、担当教員や保健室（学生健康推進室）職員等の身近な信頼で    

きる人に相談することが大切である。

(3) 相談しても解決が困難な場合には、「相談員」に相談するためハラスメント窓口（保

健医療学部事務室、保健室(健康推進室)、学生サポート相談室）で相談、申し立てをす

る。なお、相談員に相談するときは、ハラスメントが発生した日時、内容等について記

録したり、第三者の証言を得ておくことが望ましい。
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Ꮫ⏕⏕άに㛵ࡿࡍつᐃ㸯

̿ ⅏ᐖに対するண㜵と対ᛂ ̿

1㸬⅏ᐖに対するண㜵と㜵⅏の心得

1㸧୍⯡的஦㡯

㸦1㸧Ⓩᰯ᫬の心得

ձ ⥭ᛴ᫬にᩆᛴ㌴やᾘ㜵自動㌴の㏻行のጉࡆにならないよう、自㌿㌴、自動஧㍯㌴、自

動㌴はᡤ定の場ᡤに置くこと。

㸦2㸧ୗᰯ᫬の心得

ձ 教室は❆⥾め➼のᏳ඲☜認を行い、෭ᬮᡣのス࢖ッࢳを切り、ᾘⅉのう࠼㏥ฟする。

ղ 必要のない㟁Ẽჾලのࢥンࢭントはᢤいておくこと。

㸦3㸧実習室・実㦂室使用中の心得

ձ 実習室や実㦂室を使用する際には、実習責任者・実㦂責任者の指♧にᚑいᏳ඲に配慮

すること。

2㸧ⅆ⅏のண㜵と㜵⅏の心得

㸦1㸧ᵓ内は⚗↮です。

㸦2㸧ᵓ内において許可なくⅆẼを使用しないこと。

㸦3㸧ⅆẼの㏆くには⇞࠼やすいものを置࠿ないこと。

㸦4㸧ⅆẼ使用ᚋはᚋጞᮎを᏶඲に行うこと。

㸦5㸧ᾘⅆჾ、ⅆ⅏報▱ᶵ➼のタ置場ᡤと使用᪉法をᖹ⣲࠿ら☜認し、⇍▱しておくこと。

㸦6㸧教室、実習室内のᩚ理ᩚ㡻に心がけᏳ඲な㑊㞴㊰をᖹ⣲࠿ら☜保しておくこと。また、

㑊㞴ཱྀの㏆くや㜵⅏ᡬの๓には≀を置࠿ないこと。

3㸧ᆅ㟈発生にഛ࠼ての㜵⅏の心得

㸦1㸧ᖹᖖ᫬

ձ 学生間㸦ࢡラス、㒊ά、཭人➼㸧でᢡにゐれてヰし合いをすること。

ղ メディア➼でᆅ㟈についての▱㆑を得ておくこと。

ճ 教室、実習室内のᩚ理ᩚ㡻に心がけᏳ඲な㑊㞴㊰をᖹ⣲࠿ら☜保しておくこと。

また、㑊㞴ཱྀの㏆くや㜵⅏ᡬの๓には≀を置࠿ないこと。

㸦2㸧注意報➼の発௧᫬

   ձ 学内にいる場合

ア㸧ㄢእά動は中Ṇすること。

。ンド㢮を㛢㙐すること࢖ン、ブラࢸ㸧❆の࢝ー࢖

ʵ�����ʵ



࢘㸧ⅆẼは使用しないこと。

࢚㸧࢚ࣞ࣋ーࢱーを使用しないこと。

࢜㸧኱学の指♧にᚑうこと。

ղ 学እにいる場合

ア㸧メディアやᆅᇦの⥭ᛴ㠀ᖖᨺ㏦࠿ら、正しい▱㆑を得ること。

。㸧ᆅ᪉自἞యが実᪋するᆅ㟈㜵⅏ᛂᛴ対⟇の指♧にᚑうこと࢖

4㸧自↛⅏ᐖ᫬のఇ講ᇶ‽

㸦1㸧㆙報または、特ู㆙報が発௧された場合、発௧ᚋのᤵ業➼㸦講義、実習、₇習、ヨ㦂

を含む㸧は中Ṇとする。

   ձ ᤵ業➼の開ጞண定が༗๓である᪥においては、༗๓ 6᫬࠿らᤵ業開ጞまでの、ある

᫬Ⅼで㆙報が発௧されていれࡤ、そのᚋ解㝖されても༗๓のᤵ業➼は中Ṇとなる。

この場合、༗๓ 10᫬の᫬Ⅼで㆙報が発௧されていれࡤ、そのᚋ解㝖されても༗ᚋ

のᤵ業➼も中Ṇとなる。

   ղ ᤵ業➼の開ጞண定が༗ᚋである᪥においては、༗๓ 10᫬࠿らᤵ業開ጞまでの、ある

᫬Ⅼで㆙報が発௧されていれࡤ、そのᚋ解㝖されても༗ᚋのᤵ業➼は中Ṇとなる。

なお、臨ᆅ実習㸦臨床実習㸧の場合に㝈っては、ཎ則として実習は㏻ᖖどおり実

᪋するが、㐜้やḞᖍについては十分な配慮を行うので、自らのᏳ඲をඃඛしつつ、

≧ἣにᛂࡌて実習ཧຍの可ྰを⪃࠼て行動すること。

   ճ ఇ講の対象となる㆙報の発௧ᆅᇦは、௨ୗの༊分による。    

ཷ講場ᡤ ㆙報の発௧ᆅᇦ

᪥㧗࢟ャンࣃス ᪥ 㧗 ᕷ

ᕝゅ࢟ャンࣃス ẟ࿅ᒣ⏫

ẟ࿅ᒣ࢟ャンࣃス ẟ࿅ᒣ⏫

ᕝ㉺࢟ャンࣃス ᕝ ㉺ ᕷ

㸦2㸧㆙報または、特ู㆙報が発௧された場合とは、ḟのいࡎれ࠿が発௧された場合とする。

  ձ ㆙報

    ア㸬኱㞵・ᭀ㢼㆙報㸦኱㞵㆙報とᭀ㢼㆙報がともに発௧された場合㸧

㸬ᭀ㢼㞷㆙報࢖    

    ࢘㸬኱㞷㆙報  

ղ 特ู㆙報

    ア㸬኱㞵特ู㆙報

㸬ᭀ㢼特ู㆙報࢖    

    ࢘㸬ᭀ㢼㞷特ู㆙報

    ࢚㸬኱㞷特ู㆙報

㸦3㸧஦๓に኱きな⿕ᐖがண᝿される場合は、༴㝤ᛶを⪃慮し、学㒊㛗のุ断により஦๓に

ఇ講をỴ定することがある。

  ͤఇ講➼の㐃⤡は、メールにてお▱らせいたします。必ཷࡎ信できるよう、スマートフ
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ォン➼へのメール㌿㏦タ定をしておくこと。

5㸧自↛⅏ᐖ᫬の学生の対ᛂ

㸦1㸧ࠕ自↛⅏ᐖ᫬のఇ講ᇶ‽ࠖによってఇ講࠿どう࠿をุ断し、ఇ講᫬はⓏᰯしない。

㸦2㸧ᤵ業➼の実᪋中に㆙報または、特ู㆙報が発௧された場合は、学㒊㛗のุ断にᚑう。

㸦3㸧኱学እの᪋タでの実習中に当ヱ᪋タのᆅᇦに㆙報または、特ู㆙報が発௧された場合

には、担当教員の指♧にᚑう。

㸦4㸧㏻学⤒㊰に㆙報または、特ู㆙報が発௧された場合は኱学㸦஦務室㸧に㐃⤡をྲྀり、

ⓏᰯせࡎᖐᏯする。

۔ ᆅ㟈࠿ら身を守る際のඃඛ㡰ᗎ

ձ まࡎわが身のᏳ඲をは࠿る㸦ᮘのୗにもࡄりこむ➼㸧。

ղ ⅆのẼがある場合には可能な㝈りⅆのጞᮎを行う。

ճ ⴠୗ≀➼にẼをつけ、すࡤやく༴㝤な場ᡤ࠿ら㞳れる。

մ 㑊㞴はᚐṌがཎ則㸦身㍍な᱁ዲで㸧。

յ 正しい情報をつ࠿む。

ն まわりの人たࡕと෭㟼に༠ຊしあう。

շ ኱学へᏳྰ➼の㐃⤡をする。
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Ꮫ⏕⏕άに㛵ࡿࡍつᐃ 2

̿ Ᏻ඲㐠㌿および஦ᨾ㐼㐝᫬の対処 ̿

1㸬Ᏻ඲㐠㌿の心得

1㸧自㌿㌴、自動஧㍯㌴、自動㌴を㐠㌿する場合

㸦1㸧஺㏻ルールを守ること。

㸦2㸧Ᏻ඲速ᗘを守り、Ᏻ඲㐠㌿を心がけること

㸦3㸧࢝ーブのᡭ๓ではスࣆードをⴠとすこと。

㸦4㸧஺ᕪⅬ、㋃切、୍᫬೵Ṇの場ᡤでは必ࡎᏳ඲を☜࠿めること。

㸦5㸧ᶓ断Ṍ㐨ではṌ行者のᏳ඲を守ること。

㸦6㸧シート࣋ルト、࣊ルメットを必ࡎ╔用すること。

㸦7㸧㐠㌿しやすい᭹⿦で行うこと。

2㸬஦ᨾ㐼㐝᫬の対処

1㸧஦ᨾに㐝った場合には、ඛࡎ人࿨ᩆຓにດめること。そのᚋ、஦務室へ速や࠿に報࿌す

ること。

2㸧報࿌あたっては、௨ୗの஦㡯をⴠࡕ╔いて正☜にఏ࠼ること㸦ࠕ஦ᨾᒆ(ᵝᘧ 81 ྕ)ࠖの

ᥦฟ㸧。

㸦1㸧学⛉

㸦2㸧学ᖺ

㸦3㸧Ặྡ

㸦4㸧஦ᨾ㐼㐝᫬間と場ᡤ

㸦5㸧≧ἣ

㸦6㸧㈇യ者の᭷無
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ソーシャルメディアの利用に関する࢞࢖ドラ࢖ン

ならびに(World Wide Web: WWW、WEB)ࢪットにおける࣍ー࣒࣌ーࢿーࢱン࢖ LINE、Facebook、
X、Instagram などのソーシャルࢿット࣡ーࢧࢡーࣅス(SNS)は኱ኚ便利なࢣࢽ࣑ࣗࢥーシࣙンࢶール

ですが、その不適切な利用が೔理的さらには法的にၥ㢟となる場合があります。そこで、WEB や SNS
のࢧーࣅス、 さらに PC やスマートフォンなどの㏻信デ࢖ࣂスのྲྀりᢅいと個人情報保護の㑂守を

もう୍ᗘ☜認してください。とくに、኱学のྡ๓やロࢦを使用してソーシャルメディアで発言して

しまうと、㜀ぴ者は㈗᪉の個人的な発言をࠕᇸ⋢་⛉኱学の発言 とࠖしてཷけྲྀる࠿もしれません。

ᮏ࢞࢖ドラ࢖ンをཧ⪃にソーシャルメディアの利用の注意஦㡯を十分理解し㑂守しましょう。

【とࡇࡁ࡭ࡍいて㑂Ᏺ࠾の฼用にࢺࣥ࢘࢝࢔や࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐ࢫ】

他者のスマートフォンや SNS を無断で使用することはࠕ不正アࢭࢡス行為の⚗Ṇ➼に関す

る法ᚊࠖによって処⨩されることがあります。

1. 不正アࢭࢡスされないよう、スマートフォンや SNS のア࢝࢘ントのࣃス࣡ードは他者

に▱られないようにしてください。

2. 他者のスマートフォンを許可なく使ったり、のࡒき見る行為はやめましょう。

3. 他人のア࢝࢘ントをዣうおよび無断で使用するࠕなりすましࠖ行為は絶対に行っては

いけません。

4. Ᏻ᫆なẼᣢࡕでア࢝࢘ントを他者に㡸けることもしてはいけません。ࠕなりすましࠖに

ᝏ用されないように心掛けてください。

5. ス࣡ードࣃᙉຊなࠕス࣡ードはࣃ 㸦ࠖ十分に㛗く」㞧なもの㸧をタ定してください。

6. 使いまわしࠕス࣡ードのࣃ 㸦ࠖᵝࠎなࢧーࣅスでྠ୍のࣃス࣡ードをタ定すること㸧は

行わないでください。

【WEB や SNS ࡛の情報Ⓨಙについて】

௨ୗの内容を発信しないように注意しましょう。

1. 他者をㄦㅫ中യする内容

2. 他者のプラࣂ࢖シーに࠿࠿わる内容

3. 公の⛛ᗎまたはၿⰋの㢼಑に཯する内容

4. 人✀、Ẹ᪘、言ㄒ、᐀教、身య、ᛶ、思᝿などに関するᕪู的内容

5. 教⫱および研究上で秘ᐦ保ᣢが必要な内容

6. 自分および他人のఫᡤ、㟁ヰ␒ྕなどの個人情報

【WEB や SNS 【のᢞ✏について࡬

WEB や SNS 上は公の場なので୍᫬のឤ情で投稿することはとても༴㝤です。

1. ୍ᗘ投稿してしまうと、」〇されたࢥメントや写真が␗なる࢖ࢧトに無断で掲載され

ᣑᩓする恐れがあります。

2. Ᏻ᫆なẼᣢࡕで投稿した内容が他者をയつける場合があります。さらには、ྡ㄃ẋᦆ

など法的な措置をとられることがありますので、ៅ㔜に投稿しなけれࡤいけません。
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3. 投稿された内容によっては、自分自身の将来に影響が及ぶことを理解しましょう。

【秘密保持と個人情報保護について】

臨床実習中の病院および患者の情報に関して、守秘義務のある内容や個人の特定が可能な情

報を WEB や SNS 上で発言あるいは掲載することは絶対に行ってはいけません。

さらに、学生、卒業生、教職員およびその関係者の個人情報保護にも務めてください。

個人が特定できる情報には写真や動画も含まれます。これらを WEB や SNS へアップロードす

るなどの行為は思わぬトラブルを引起す恐れがあります。

1. 個人が特定できる写真などを無断で WEB や SNS に公開してはいけません。

2. むやみに写真などを撮影・記録してはいけません。また、写真などを撮る場合は、第

三者が写り込まないように配慮しましょう。

3. 講義室、実習室そして研究室などにおいて写真などの撮影・記録がどうしても必要な

ときは、担当教員や指導教員の許可を得る必要があります。

【WEB や SNS の不正使用または不適切使用について】

WEB や SNS の不正使用または不適切使用が行われた場合には、それが犯罪行為と見なされ、

法的な措置がとられる場合があります。不正使用または不適切使用が行われた場合には、学則

による処分の対象になることがありますので十分注意をしてください。

ソーシャルメディアを利用する際には他者に敬意を払い、発言内容には責任をもつように心掛け

てください。間違った内容を配信してしまった場合は、それを認め、迅速に訂正することが賢明で

す。自分自身を守るため WEB や SNS、さらに PC やスマートフォンを正しく便利に使用しましょ

う。
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◎犯罪の場合	 	 １１０（飯能警察署　042-972-0110）
◎火災や負傷者の救護の場合	 １１９（埼玉西部広域消防本部　042-973-9119）
◎日高キャンパス内の連絡先
　（火災の場合）	 防火センター	 042-984-4119（内線 7119）
　（犯罪等の場合）	 警備センター	 042-984-4110（内線 7110）
◎大学の連絡先
　保健医療学部事務室	 042-984-4801（内線 3010）

緊急連絡先
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